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九
世
紀
後
期
・
ド
イ
ツ
普
通
法
学
に
お
け
る
法
諺

物
の
地
位
を
襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉

一九世紀後期・ドイツ普通法学における法諺（代価は物の地位を襲い物は代価の地位を襲う｝について（三・完）

に
つ
い
て

／’h、、

・

6万
）

ー
ー
現
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
物
上
代
位
論
の
前
史
と
し
て
i
l
－
－

一
問
題
の
所
在

二
一
九
世
紀
後
期
初
中
葉
に
お
け
る
議
論
状
況

付
中
期
の
論
者
の
そ
の
後

同
ロ
ロ
可
。
『
師
一
昨
宮
山
口
ユ
∞
と
ロ
包
括
『
凹

R
a
p
a

の
区
別
の
擁
護

－
議
論
状
況
の
分
析

2

主
観
的
意
味
に
お
け
る
吉
田

3

客
観
的
意
味
に
お
け
る
宮
田

山
口
法
諺
〈
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉
に

対
す
る
消
極
的
評
価

議
論
状
況
の
分
析

水

津

〈
代
価
は

太

郎

制
限
適
用
説

3

適
用
否
定
説
（
以
上
八
一
巻
四
号
）

岡
「
自
己
展
開
能
力
（
印
己
V
2
2
寄
付
E
Z
ロ
拘
）
」
理
論
の
展
開

－
議
論
状
況
の
分
析

2

特
有
財
産
を
め
ぐ
る
展
開

3
Z
包
括
吋
田
宮
田
耳
目
白
一
般
を
め
ぐ
る
展
開

三
一
九
世
紀
後
期
末
葉
に
お
け
る
議
論
状
況

ハ
け
ヴ
イ
ン
ト
シ
ヤ
イ
ト
と
デ
ル
ン
プ
ル
ク

ω

二
つ
の
ロ
2
8
『
官
民
。
ロ

四
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
普
通
法
学
全
体
の
総
括

五
結
語 2 

（
以
上
本
号
）
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四法
諺
〈
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉
に
対
す
る
消
極
的
評
価
が
浸
透
す
る
の
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
し

て
、
財
産
に
お
け
る
構
成
要
素
の
変
動
を
基
礎
づ
け
る
た
め
の
N

理
論
d

と
し
て
有
力
に
提
唱
さ
れ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
自
己
展

開
能
力
（
∞
。
伊
旦g
寄
付
E
g
mこ
理
論
で
あ
る
。

「
自
己
展
開
能
力
（ω
o
z
u包g
g

一o
E
z－
－6
）
」
理
論
の
展
開

議
論
状
況
の
分
析

（
銘
）

一
般
的
な
見
方
を
総
合
す
れ
ば
、
こ
の
理
論
は
ミ
ュl
レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
に
萌
芽
を
有
し
、
こ
の
時
代
に
ひ
ろ
く
注
目
を
集
め
た
特

有
財
産
研
究
、
と
く
に
マ
ン
ド
リ
［
論
文
と
著
書
が
あ
る
。
以
下
「
前
期
」
「
後
期
」
と
も
い
う
］
、
さ
ら
に
フ
イ
ツ
テ
ィ
ン
グ
、
ペ

（
卯
）

ル
ニ
l

チ
ェ
の
そ
れ
を
経
由
し
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
l

に
承
継
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
か
の
理
論
に
は
提
唱
者
と
主
張
さ
れ
た
文
脈
に
よ
っ
て
差
異
が
み
ら
れ
る
。
と
く
に
次
の
点
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
ず
、
川
対
象
に
つ
き
、
ロ
ロ
ぞ2ω
－S
ω
B
C
B

一
般
を
念
頭
に
お
く
も
の
と
、
あ
く
ま
で
特
有
財
産
を
念
頭
に
お
く
も

の
が
あ
る
。
前
者
は
ミ
ュ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ

l

、
後
者
は
い
う
ま
で
も
な
く
マ
ン
ド
リ
、
フ
イ
ツ
テ
イ
ン
グ
、
ペ

ル
ニ
l

チ
ェ
で
あ
る
。
こ
の
相
違
に
つ
い
て
は
ロ
ロ
Z
2
巴
冨
ω

宮
ユ
ω
と
同
様
、
は
っ
き
り
と
意
識
さ
れ
て
い
な
い
が
、
か
の
理
論
の

（
削
）

位
置
づ
け
に
大
き
な
相
違
を
も
た
ら
す
。
次
に
、
∞
視
点
に
つ
き
、
物
な
い
し
客
体
を
前
提
と
す
る
も
の
と
、
人
な
い
し
行
為
を
強

（
則
）

調
す
る
も
の
が
あ
る
。
か
の
理
論
は
後
者
の
立
場
と
同
定
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
後
者
に
与
す
る
と
断
定
で
き
る
の
は
、

ペ
ル
ニ
l

チ
ェ
と
、
か
れ
の
批
判
に
応
え
た
後
期
マ
ン
ド
リ
の
み
で
あ
る
。
最
後
に
、
同
要
件
に
つ
き
、
な
ん
ら
も
規
定
し
な
い

も
の
と
、
二
疋
の
制
限
を
設
け
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
川
の
問
題
と
関
連
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ミ
ュ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
ら

は
前
者
、
マ
ン
ド
リ
ら
は
後
者
に
い
た
る
傾
向
が
あ
る
。
後
者
は
、
と
く
に
法
律
行
為
に
基
づ
く
取
得
物
に
関
し
て
、
い
か
な
る
基

準
を
定
立
す
る
の
か
に
つ
き
差
異
が
あ
る
。
前
期
マ
ン
ド
リ
〈
特
有
財
産
と
の
実
質
的
関
連
性
〉
、
ベ
ル
ニl
チ
ェ

1 

〈
特
有
財
産
の



拡
張
目
的
で
〉
、フ
イ
ツ
テ
イ
ン
グ
〈
軍
営
特
有
財
産
を
顧
慮
し
た
管
理
行
為
〉
、
後
期
マ
ン
ド
リ
〈
特
有
財
産
と
の
客
観
的
か
つ
主

一
般
に
は
各
論
者
の
相
違
が
際
立
た
さ
れ
て
い
な
い
。

一九世紀後期・ドイツ普通法学における法諺｛代価は物の地位を襲い物は代価の地位を襲う）について（二・完）

観
的
関
連
性
〉
。

以
下
で
は
、
特
有
財
産
を
念
頭
に
お
く
も
の
と
し
て
、
前
期
マ
ン
ド
リ
、
フ
ィ
ッ
テ
イ
ン
グ
、
ペ
ル
ニ

l

チ
ェ
、
後
期
マ
ン
ド
リ
、

E
E
S
E
－S
ω
同1
0
2
B

一
般
を
念
頭
に
お
く
も
の
と
し
て
、
ミ
ュ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ

l

を
順
に
取
り
上
げ
る
。

2 

前特
期賓
マ則

ン産
ドを
リ球

る
展
開

a
 

に
つ
い
て
」
（
一
八
六
九
年
）
は
、
の
ち
に
み
る
フ
ィ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
研
究
と
と
も
に
、
普
通
法
上
も
っ
と
も
重
要
な
特
有
財
産
研
究

（
胤
）

と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
主
張
さ
れ
た
「
特
有
財
産
の
自
己
展
開
（
∞
巳

σ
巳
g

寄
付
E
g
m
品
。ω
同
｝og
－
－zB
）
」
の
理
論
は

マ
ン
ド
リ
が
ヴ
ェ
ヒ
タ
l

の
テ
ュ
l

ビ
ン
ゲ
ン
大
学
在
職
記
念
に
献
じ
た
「
特
有
財
産
の
概
念
と
本
質

の
ち
の
学
説
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
防
）

マ
ン
ド
リ
に
よ
れ
ば
、
特
有
財
産
は
主
と
し
て
特
有
財
産
訴
権
と
の
関
連
で
重
要
と
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、
こ
う
定
式
化
さ
れ
る
。

「
特
有
財
産
と
は
権
力
服
従
者
の
財
産
、
よ
り
精
確
に
は
事
実
上
の
財
産
で
あ
り
、
そ
の
個
々
の
構
成
要
素
は
法
上
は
権
力
所
有
者

の
財
産
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
」
守
包
－E
巳
・
h
p。
L
C
］
。
法
上
で
は
な
く
事
実
上
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
あ
く
ま
で
財
産
で
あ
る
。

同
｝
ゅ
の
ロ
ロ
ロ

B

で
あ
っ
て
宮
－

内
山
口
白
色
’
志
一
一

B

。
ロ
E
B
と
呼
ば
れ
る
。

で
は
な
い
が
、

と
い
う
の
は
、

特
有
財

産
は
権
力
服
従
者
と
か
れ
の
目
的
（
N
巧

2
W
）
に
仕
え
る
用
途
（
回
g
E
E
B

口
問
）
を
有
し
、
こ
の
用
途
の
統
一
性
の
た
め
に
事
実
上

（
胤
）

の
統
一
体
と
規
定
さ
れ
る
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
特
有
財
産
は
ロ
ロ
町q
包
冨
ω

｛
宮
ユ
乙
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ハ
ッ
セ
、
ミ
ユ

l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
、
ヴ
ェ
ヒ
タ

l

『
論
究
』
以
来
、
区
別
論
批
判
が
一
般
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
現
在
で
は
、
ロ
巳
2
3
5
ω
と
い
う

だ
け
で
は
法
上
個
々
の
関
係
に
お
い
て
統
一
体
と
し
て
規
律
さ
れ
う
る
と
い
う
以
上
の
こ
と
は
語
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
こ
の
特
徴
づ
け

を
強
調
す
る
こ
と
は
事
柄
を
一
方
的
か
つ
不
精
確
に
指
示
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。
「
自
己
展
開
能
力
」
理
論
は
こ
う
し
た
認
識
を
前

提
に
、
特
有
財
産
が
ロ
包
括
3
5
ω
と
し
て
規
律
さ
れ
る
局
面
の
一
つ
と
し
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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特
有
財
産
の
自
己
展
開
は
、
「
権
力
所
有
者
の
許
容
（
g

ロ
8
2
Z

）
と
現
実
の
供
与
（
諸
島
ω

含
宏
一
｛S
E
S

出ω
含
位
。
］
）
な
く
し
て

（
即
）

特
有
財
産
の
内
容
が
増
加
変
動
す
る
こ
と
」
と
定
式
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
特
有
財
産
の
成
立
に
は
本
来
、
同
特
有
財
産
の
許
容

と
、

ω
そ
の
現
実
の
供
与
が
必
要
と
さ
れ
る
。
同
は
、
二
疋
の
諸
価
値
を
権
力
服
従
者
に
a
g
早
吉
区
目
。
ロE
P
か
れ
固
有
の
目

的
に
仕
え
る
財
産
と
し
て
委
ね
よ
う
と
い
う
権
力
所
有
者
の
判
断
、
刷
は
、
権
力
服
従
者
に
こ
れ
ら
の
諸
価
値
を
事
実
右
の
目
的
に

用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
実
際
に
与
え
る
こ
と
を
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
一
旦
成
立
し
た
な
ら
ば
、
特
有
財
産
は
同

似
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
て
も
お
の
ず
と
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
法
源
上
、
同
の
不
要
は
、
①
権
力
所
有
者
の
許
容
を
要
求
し
な

い
諸
法
文
（
巴
・
台
・N・
主
－r
u
・
5
・
Y
F
P
U
・
ω
ω・
∞
・
∞
・
∞
一
口
・
色

w
N・
Y
印
）
、
決
定
的
に
は
、
②
権
力
所
有
者
が
死
亡
し
た
後
に
も
こ

う
し
た
特
有
財
産
の
増
加
を
生
じ
さ
せ
る
宮
巳
－
N
W
N
0
．
8

に
よ
り
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
制
に
つ
い
て
も
、
明
示
的
に
こ
れ

36 

を
不
要
と
す
る
諸
々
の
法
文
（
ロ
・5
・
F
F
P
ロ
・
5
・
r
F
日
ロ
・5
Y

∞
胃
・
）
が
存
す
る
。
こ
の
こ
と
は
［
理
論
的
に
も
］
基
礎
づ

け
ら
れ
よ
う
。
財
産
の
用
途
と
目
的
は
一
般
に
、
財
産
の
成
果
物
が
財
産
の
持
ち
主
に
帰
属
し
、
個
々
の
構
成
要
素
の
価
値
が
法
上

の
形
態
を
変
じ
て
も
か
れ
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
当
然
に
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。

（
鵬
）

で
は
、
こ
う
し
た
特
有
財
産
の
自
己
展
開
は
い
つ
生
じ
る
の
か
。
マ
ン
ド
リ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
〈
特
有
財
産
と
の
実
質
的
関

連
性
（
B

号
ユ
色

2
N
5
5
B
g

｝
戸
包
括
邑
ニg
p
g
E
B

）
〉
が
存
す
る
場
合
で
あ
る
。
法
源
の
な
か
で
は
、a
g
z
g

唱
。2

出
包

（
特
有
財
産
の
原
因
に
基
づ
き
）
（
ロ
・
h
p
N
L
W
N
P
U
・
h
p
H・M

・
H
W
N
N
一
U
・
h
p
H・M

・
N
U
・h
p
H・H

・
H
ω
L）
や
、
a
B
V
5

習
の
ロ
ロ
日
忌
ロ
ω
（
特
有

財
産
中
の
物
に
基
づ
き
）
（
宮
阜
－N
・
N
0・
N
C）
な
ど
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
出
一
E
B
。
ロ
E
B

の
際
に
は
こ
う
し
た
要
件
は

問
題
と
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
一
人
に
帰
属
し
て
い
る
権
利
と
物
す
べ
て
の
総
体
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
人
が
な
ん
ら
か
の

関
係
に
お
い
て
分
離
さ
れ
た
複
数
の
財
産
総
体
を
有
す
る
場
合
に
は
、
事
情
が
異
な
る
。
こ
の
こ
と
は
［
例
外
的
な
固
有
財
産
で
あ

る
］
軍
営
特
有
財
産
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
あ
る
お
－

R
ω
戸
同
）
が
、
［
通
常
の
］
特
有
財
産
に
つ
い
て
も
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
権
力
服
従
者
の
事
実
上
の
財
産
は
権
力
所
有
者
に
属
す
る
財
産
の
構
成
要
素
を
か
れ
か
ら
割
り
当
て
ら
れ
た
こ
と
に
基
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づ
く
と
こ
ろ
、
特
有
財
産
は
外
見
上
富
一
B

。
邑
ロ
ヨ
よ
り
も
い
っ
そ
う
自
己
完
結
的
な
統
一
的
総
体
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
う
し
た
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
し
て
は
次
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
川
特
有
財
産
中
の
物
に
基
づ
く
増
加

（E
R
O
B
g
S
R
S
F
g

目
指2

回
虫
v
g
）
（
果
実
な
ど
）
（
巴
－F
N
W
W
U
・
ω
ω・
∞
．
∞
・
∞
一
口
・

H
∞
ト
臼
）
、
ω
特
有
財
産
に
対
す
る
第
三
者

の
侵
害
（
窃
盗
な
ど
）
に
よ
っ
て
生
じ
る
債
権
（
U
－
p
y

戸
日
ロ
・
h
R
N・
印N
・
N
S、

ω
権
力
服
従
者
が
特
有
財
産
の
原
因
に
基
づ
く

（
向
。g
g

胃

g
E
同
・6
法
律
行
為
に
よ
り
取
得
し
た
も
の

ロ
－
N
Y
Y
勾
L
）
、
ω
特
有
財
産
か
ら
生
じ
る
権
力
所
有
者
に
対
す
る
債
権
（
ロ
・
5
Y

吋
・9
u
・
5
・
Y
お
・
N
）
。
こ
の
う
ち
、
事
後
大

き
な
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
権
力
服
従
者
の
法
律
行
為
に
よ
る
取
得
（

ω
）
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
付
言
し
て
お
こ
う
。

（
瑚
）

ω

フ
イ
ツ
テ
イ
ン
グ
フ
イ
ツ
テ
ィ
ン
グ
の
大
規
模
な
歴
史
研
究
、
『
軍
営
特
有
財
産
』
（
一
八
七
一
年
）
で
は
、
マ
ン
ド
リ
に

か
か
る
「
自
己
展
開
能
力
」
理
論
が
発
展
的
に
継
承
さ
れ
、
興
味
深
い
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。

軍
営
特
有
財
産
の
基
本
的
な
構
成
要
素
は
、
同
軍
役
中
に
取
得
さ
れ
た
も
の
と
、
似
軍
役
出
発
の
際
に
贈
与
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、
く
わ
え
て
、
〈
現
存
す
る
軍
営
財
産
を
用
い
て
さ
ら
に
取
得
さ
れ
る
も
の
吉g
E
5

－ω
色g
g

岳
民
同
門
戸
g
g
n
g

可
g
a
R
F
g

（
ロ
・AF
H

・M
・
］
ケ
印
一
口
・

A
F】v
w
N

・h
r
u－A
F
H・N

－
N
h
r
u
・h
p
H

・M
．h
F
p
r
u・］
5
・
ω
・ω
・
印
一

J
F
E
S
3
4
5
5
3
ヨ

S
g

号
品
）
〉
も
含
ま
れ
る
。
け
れ
ど
も
、

（
川
）

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
は
新
た
に
独
立
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
然
な
展
開
・
活
動
プ
ロ
セ
ス
の
た
ん
な
る
所
産

で
あ
る
か
ら
。
す
な
わ
ち
、
軍
営
特
有
財
産
は
た
ん
な
る
個
々
の
部
分
の
総
計
で
は
な
く
、
か
の
り
－

P
ω
・
N
0・
5

が
過
度
に
強
調

フ
ィ
ッ
テ
ィ
ン
グ
に
よ
れ
ば
こ
の
表
現
は
完
全
に
は
精
確
で

す
る
よ
う
に
、
通
常
の
特
有
財
産
と
同
じ
く
統
一
的
な
財
産
総
体
・
5

－2
2
5
ω

と
解
釈
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
「
自
己
の
概
念
上
・
法
上

の
同
一
性
を
損
な
わ
ず
に
、
個
々
の
構
成
要
素
の
交
替
・
増
加
あ
る
い
は
減
少
、
つ
ま
り
発
展
的
有
機
的
な
活
動
を
す
る
能
力
」
を

有
す
る
。
こ
の
こ
と
は
ロ
・
5
・
Y
8
Z
こ
［
3
2

ロ
ロB
S
ω

岳
号

Q
g

岳
品
。
q
g
a
件
目
。
ユE
F
2
E
g
巴
o
m
g
宮
内
一
司8
E
g

E
．
。
ロ
宮
島8
V
何
回
仲
間
》
め
の
ロ
ロ
ロ
白
色
自
己

0
2
ω

。

F
。
B

宮
町
（
特
有
財
産
は
発
生
し
増
加
し
減
少
し
消
滅
す
る
、
だ
か
ら
パ
ピl
リ
ウ
ス
・
フ
ロ

ン
ト

i

は
聡
明
に
も
特
有
財
産
は
人
間
に
類
似
し
て
い
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る
）
］
、
さ
ら
に
は
り
－
p
r
u
d
に
す
で
に
示
さ
れ
て
お
り
、

37 



ミ
ュ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
の
周
知
の
論
文
も
教
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
完
全
に
説
得
的
に
証
明
」
し
た
の
は
マ
ン
ド
リ
で
あ
っ
た
。
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38 

し
た
が
っ
て
、
軍
営
特
有
財
産
は
〈
こ
の
有
機
的
展
開
の
過
程
で
結
果
と
し
て
取
得
さ
れ
る
す
べ
て
の
も
の
（
色

2

・
当
g
E

号
B

5
号
民
。
5

品
回
見
。
－mo
島
2
2

。
布
告
5
F
g
E

寄
付
E
E

向
。
ョ
。
号g

急
三
）
〉
を
把
握
す
る
。
軍
営
物
の
果
実
そ
の
他
の
産
出
物
、

賠
償
請
求
権
な
ど
に
つ
い
て
は
問
題
が
な
い
け
れ
ど
も
、
「
家
子
み
ず
か
ら
が
取
得
行
為
を
行
う
場
合
」
に
は
そ
う
単
純
に
は
い
か

‘
‘
、
．

0

4
h司
し家

子
の
取
得
行
為
は
軍
営
特
有
財
産
を
無
条
件
に
は
増
加
で
き
ず
、
〈
軍
営
特
有
財
産
を
顧
慮
し
た
管
理
行
為
（
〈
め
ミ
岳g
g

，

（
山
）

『
自
己
ロ
ロm
g
Z
〉
ロω
各
ロ
ロ
向
島gg
ω
C

・8
ω

め
唱
ゅ
の
ロ
ロ
ロ
自
）
〉
と
し
て
現
れ
る
と
こ
ろ
に
限
定
さ
れ
る
。
フ
ィ
ッ
テ
ィ
ン
グ
は
そ
の
理
由

を
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
家
子
は
軍
営
特
有
財
産
と
な
ら
び
通
常
の
特
有
財
産
も
所
有
し
、
軍
営
特
有
財
産
に
占
め
る
特
別
な

地
位
［
固
有
財
産
所
有
者
］
と
な
ら
び
家
子
の
通
常
の
法
的
地
位
［
特
有
財
産
所
有
者
］
を
維
持
し
続
け
る
か
ら
、
家
子
が
軍
営
特

有
財
産
の
変
動
を
生
じ
さ
せ
る
に
は
も
っ
ぱ
ら
軍
営
特
有
財
産
と
関
連
す
る
行
為
が
必
要
で
あ
る
。
法
源
上
、
こ
の
こ
と
は
ミ

s
s
b
y
s
s
s
位
、
ぬ
ま
な
ら
・
怠
－
R
5

・
H
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
巴
・
怠
L
N
H
F
ωに
よ
れ
ば
通
常
の
特
有
財
産
と

の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
明
白
で
あ
る
か
ら
、
マ
ン
ド
リ
の
ほ
か
に
［
総
論
的
な
］
注
意
を
特
別
に
促
す
必
要
を
み
な
い
。
け
れ
ど
も
、
か

れ
の
定
式
〈
特
有
財
産
と
の
実
質
的
関
連
性
〉
よ
り
は
右
定
式
〈
特
有
財
産
を
顧
慮
し
た
管
理
行
為
〉
の
ほ
う
が
「
わ
た
く
し
に
と

っ
て
は
な
お
若
干
精
確
か
つ
特
徴
を
捉
え
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
。
こ
の
定
式
は
次
の
意
味
を
有
す
る
（

n
－
P
ω
円
r
u
・
N
P

N
w
b・
日
n
・
H
N・8
L
O
二
位
・2
岳
ロ
・
h
p
pロ

5
L
）
。
同
無
償
取
得
は
管
理
行
為
と
み
な
さ
れ
な
い
か
ら
排
除
さ
れ
る
。ω
有
償
取

得
も
あ
く
ま
で
特
有
財
産
を
顧
慮
し
た
管
理
行
為
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
限
っ
て
組
入
れ
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
ω
軍
営
物
の
売

却
に
よ
り
取
得
さ
れ
る
金
銭
は
「
い
つ
も
」
、
ω
軍
営
金
銭
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
る
物
は
不
動
産
・
動
産
に
か
か
わ
り
な
く
「
た
だ

疑
わ
し
い
と
き
通
常
に
の
み
」
そ
う
で
あ
る
。

ω
の
際
に
は
、
家
子
が
通
常
の
特
有
財
産
を
顧
慮
し
て
あ
る
物
（
た
と
え
ば
通
常
の

特
有
財
産
に
属
す
る
奴
隷
の
た
め
に
必
要
な
衣
類
や
食
品
）
を
購
入
し
た
な
ら
、
「
こ
れ
ら
の
物
は
た
と
え
軍
営
金
銭
に
よ
っ
て
支
払
わ



れ
た
と
し
て
も
」
軍
営
特
有
財
産
で
は
な
く
、
通
常
の
特
有
財
産
に
帰
属
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
な
り
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に
補
足
す
る
と
、
こ
の
見
解
は
ヴ
ェ
ヒ
タ
l

、
ゾ
イ
フ
ェ
ル
ト
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
川
）

川
ペ
ル
ニ

l

チ
ェ
ベ
ル
ニ

l

チ
ェ
『
ラ
ベ
オ
l

」
は
マ
ン
ド
リ
に
由
来
し
、
フ
イ
ツ
テ
ィ
ン
グ
に
承
継
さ
れ
た
特
有
財
産

の
「
自
己
展
開
能
力
」
理
論
に
対
し
て
明
確
な
異
論
を
提
起
し
た
。
こ
の
異
論
は
総
論
各
論
双
方
に
及
ん
で
い
る
。

（
山
）

第
一
に
、
「
自
己
展
開
能
力
」
の
意
味
・
位
置
づ
け
に
つ
い
て
。
マ
ン
ド
リ
は
、
特
有
財
産
の
増
加
に
つ
き
「
自
己
展
開
」
を
主

張
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
こ
う
し
た
場
合
に
は
特
有
財
産
の
持
ち
主
の
特
別
な
行
為
が
要
求
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
［
果
実
、
賠

償
請
求
権
な
ど
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
］
。
し
か
し
、
「
も
し
も
特
有
財
産
の
持
ち
主
を
純
粋
な
端
役
（B
E
q
ω
E
E
S

と
し
て
取
り
扱
う
な
ら
ば
完
全
に
不
当
で
あ
ろ
う
」
、
け
れ
ど
も
「
マ
ン
ド
リ
は
こ
う
し
た
方
向
に
傾
き
が
ち
な
の
で
あ
る
」
。
①
特

有
財
産
の
許
容
は
そ
も
そ
も
、
権
力
服
従
者
に
自
立
し
た
経
済
活
動
を
達
成
さ
せ
る
と
い
う
目
的
［
人
の
顧
慮
］
か
ら
出
発
し
、
法

制
度
上
受
容
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
法
学
は
こ
れ
を
歪
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
②
こ
の
見
方
は
特
有
財
産
の
財
産
的
性
質

（3
5
0
m
g
ω各
向
島
常
『
）w
司
2
Z
E
g
g
－
〈2
巴
宮
ω

を
不
可
欠
の
要
件
と
し
て
お
り
、
特
有
財
産
の
財
産
的
性
質
が
暫
時
的
に
形
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
。
③
ト
ゥ
l

ベ
ロ
l

の
定
義
［
U
・
5
L
－
p
h
T
ω
0
2
g
i－－F
与
旦
（
奴
隷
が
：
：
：
有
す

る
）
］
も
こ
の
見
解
を
完
全
に
除
外
し
て
い
る
D

④
財
産
の
展
開
の
た
め
に
は
権
利
主
体
が
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
要
求
さ
れ
る
。

だ
か
ら
、
特
有
財
産
の
持
ち
主
は
自
己
展
開
す
る
目
的
財
産
の
代
表
者
（
問
岳
円
以8
ロ
宮
ロ
件
）
で
は
な
く
、
そ
の
目
的
に
仕
え
る
特
有

財
産
の
事
実
上
の
支
配
者
（
皆
a
R
F
q

図
。
司
）
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
旧
）

第
二
に
、
特
有
財
産
増
加
の
定
式
・
要
件
に
つ
い
て
。
問
題
と
さ
れ
る
の
は
「
特
有
財
産
の
持
ち
主
の
法
律
行
為
に
よ
り
特
有
財

産
が
増
加
す
る
場
合
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
法
上
可
能
で
あ
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
争
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
事
実
は
第
一
に
述
べ

た
批
判
を
支
え
る
も
の
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
増
加
能
力
が
承
認
さ
れ
る
の
は
、
行
為
が
向
。

g
g

同
｝RE

－
－
日
な

さ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
表
現
は
〈
特
有
財
産
の
拡
張
目
的
で
（N
C
E
N
t司R
r

号
一
明
同4
0
5
2
持
仏
2
8
F
g

）
〉
39 
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と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。
特
有
財
産
の
持
ち
主
は
し
ば
し
ば
特
有
財
産
の
用
件
の
ほ
か
に
な

お
権
力
所
有
者
の
用
件
も
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
「
自
己
の
た
め
に
締
結
し
よ
う
と
す
る
行
為
」
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ

40 

た
も
の
だ
け
を
特
有
財
産
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
。
［
奴
隷
が
主
人
の
計
算
で
取
得
し
た
債
権
を
特
有
財
産
に
帰
属

さ
せ
な
い
］
U
・
5
・
ω

．
ω
w
uは
こ
の
こ
と
を
明
示
的
に
強
調
し
て
い
る
。
フ
ィ
ッ
テ
ィ
ン
グ
も
ま
た
同
じ
考
え
方
で
あ
ろ
う
［
こ
れ

は
ペ
ル
ニ
l

チ
ェ
の
誤
解
］
が
、
〈
特
有
財
産
を
顧
慮
し
た
管
理
行
為
〉
と
表
現
し
て
い
る
。
マ
ン
ド
リ
に
よ
れ
ば
〈
特
有
財
産
と

の
実
質
的
関
連
性
〉
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
定
式
は
事
柄
の
事
実
上
の
側
面
の
み
を
捉
え
る
と
い
う
の
な
ら
同

意
で
き
る
け
れ
ど
も
、
法
上
明
確
な
観
念
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
旧
）

後
期
マ
ン
ド
リ

J
U
 

理
論
に
対
す
る
フ
イ
ツ
テ
ィ
ン
グ
と
ベ
ル
ニl
チ
ェ
の
批
判
に
応
接
し
、
私
見
を
あ
ら
た
め
て
体
系
的
・
総
合
的
に
展
開
し
直
し
た
。

（
町
）
（
川
）

基
本
的
な
構
想
に
は
変
更
が
み
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

ω
特
有
財
産
が
ロ
ロ
町q
低
宮
ω

吉
ユ
ω

で
あ
る
こ
と
は
そ
の
財
産
的
性
質

（
ポ
コ
同5m
g
ω
S宮
司
）
か
ら
当
然
導
か
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
と
そ
れ
自
体
で
は
多
く
は
語
ら
れ
な
い
、
「s
－2
3
5
ω

概
念
へ
の

包
摂
か
ら
結
論
を
導
出
し
、
法
命
題
を
演
縛
す
る
こ
と
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
ロ
巳5
3
5
ω

の
一
般
理
論
は
あ
り
え
な
い
」
、
し
か
し

「
特
有
財
産
の
自
己
展
開
」
を
説
明
す
る
た
め
に
は
適
当
な
性
格
規
定
で
あ
る
、
∞
特
有
財
産
の
自
己
展
開
は
「
独
立
の
出
拐
の
要

件
」
（
権
力
所
有
者
の
許
容
と
現
実
の
供
与
）
を
問
題
と
し
な
い
が
、
こ
れ
が
生
じ
る
の
は
新
た
な
価
値
が
a
n
g
g

同
｝og

－
－ωユ

w

敷
桁
す
る
と
「
こ
れ
ま
で
の
特
有
財
産
価
値
か
ら
直
接
間
接
に
使
用
利
用
負
担
を
課
す
る
こ
と
に
よ
り
創
出
さ
れ
あ
る
い
は
特
有
財

産
に
も
た
ら
さ
れ
た
場
合
」
、
要
す
る
に
〈
特
有
財
産
と
の
実
質
的
関
連
性
〉
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
構
想
は
フ
イ
ツ
テ

（
凹
）

ィ
ン
グ
に
よ
り
「
同
意
」
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
ペ
ル
ニ

l

チ
ェ
か
ら
は
次
の
批
判
を
受
け
た
。
①
特
有
財
産
の
持
ち
主
を
端
役
と
し

て
取
り
扱
う
傾
向
が
あ
る
、
②
特
有
財
産
の
財
産
的
性
格
が
暫
時
的
に
発
展
し
て
き
た
こ
と
を
否
定
す
る
。
し
か
し
、
相
当
で
な
い
。

①
に
対
し
て
は
、
旧
稿
で
も
権
力
服
従
者
の
法
律
行
為
に
よ
る
取
得
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
引
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
［
か

マ
ン
ド
リ
は
「
普
通
家
族
財
産
法
」
第
二
巻
（
一
八
七
六
年
）
に
お
い
て
み
ず
か
ら
の
「
自
己
展
開
能
力
」



さ
ね
て
い
う
な
ら
］
「
自
己
展
開
の
本
質
は
、
：
：
：
特
有
財
産
が
こ
う
し
た
あ
ら
ゆ
る
拡
張
に
と
っ
て
の
必
要
不
可
欠
な
基
礎
を
形

一九世紀後期・ドイツ普通法学における法諺｛代価は物の地位を襲い物は代価の地位を襲う）について（二・完）

成
す
る
こ
と
に
あ
っ
て
、
人
間
の
意
思
と
行
為
の
助
力
な
き
拡
張
〔
を
認
め
る
と
こ
ろ
］
に
は
な
い
の
で
あ
る
」
、
果
実
・
賠
償
請

求
権
な
ど
、
そ
う
し
た
助
力
が
不
要
な
価
値
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
け
れ
ど
も
。
②
の
暫
時
的
発
展
仮
説
も
手
掛
か
り
を

（
即
）

欠
く
。
す
で
に
プ
ラ
ウ
ト
ウ
ス
の
喜
劇
『
プ
セ
ウ
ド
ル
ス
』
が
十
分
な
反
証
の
手
掛
か
り
を
与
え
て
い
る
し
、
疑
わ
し
い
と
い
わ
れ

る
債
権
に
つ
い
て
も
、
最
古
の
時
代
に
す
ら
｜
｜
直
接
の
法
源
上
の
証
拠
は
も
ち
ろ
ん
な
い
が
ー
ー
ー
特
有
財
産
算
定
の
際
に
債
権
が

積
極
財
産
に
組
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
セ
ル
テ
ィ
ウ
ス
の
定
式
が
伝
え
て
い
る
（

U
・
5
・
y
p
w
u
・
5
L
L
3
。
ペ
ル
ニ
l

チ
ェ

が
い
う
の
は
「
特
有
財
産
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
の
学
問
上
の
把
握
・
認
識
の
展
開
」
で
あ
っ
て
、
「
こ
の
形
成
物
［
特
有
財
産
］

そ
れ
自
体
の
展
開
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
凶
）

大
き
な
訂
正
・
補
充
は
権
力
服
従
者
の
取
得
行
為
の
規
律
に
み
い
だ
さ
れ
る
。
ま
ず
、
誌
の
g
g

同
】og

－
－mュ
・
〈
特
有
財
産
と
の

（
国
）

実
質
的
関
連
性
〉
と
い
う
一
般
的
な
定
式
は
こ
の
局
面
で
は
、
〈
特
有
財
産
と
の
客
観
的
［
実
質
的
と
同
義
］
か
つ
主
観
的
関
連
性

（
。
寄
付
牙z
E
Z
Z
2
牙

E
N
5
5
5
5
g
m
Z
3
2
E
B

）
〉
と
い
う
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。
旧
稿
で
は
基
礎
理
論
に
重
点
が

お
か
れ
た
か
ら
、
主
観
的
関
連
性
の
必
要
が
後
景
に
退
い
て
い
た
。
対
案
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
定
式
、
フ
ィ
ッ
テ
ィ
ン

グ
〈
特
有
財
産
を
顧
慮
し
た
管
理
行
為
〉
、
ペ
ル
ニ
l

チ
エ
〈
特
有
財
産
の
拡
張
目
的
で
〉
は
い
ず
れ
も
相
当
で
な
い
。
前
者
は
、

客
観
的
関
連
性
と
主
観
的
関
連
性
の
双
方
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
表
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、
後
者
に
よ
れ
ば
、
主

観
的
関
連
性
の
み
が
強
調
さ
れ
、
首
尾
一
貫
す
る
な
ら
贈
与
な
ど
［
の
無
償
取
得
］
も
排
斥
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

次
に
、
両
関
連
性
に
つ
き
詳
細
な
分
析
・
検
討
が
な
さ
れ
る
。

ω
客
観
的
関
連
性
と
は
、
「
特
有
財
産
の
資
力
に
よ
る
取
得
（
開
ヤ

4
5

吾
川
芭
ω

冨
－s
z
ι
g
p
g
E
B

）
」
を
い
う
。
そ
の
必
要
は
次
の
点
か
ら
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
①
権
力
服
従
者
の
取
得
行
為
に
よ

る
特
有
財
産
増
加
の
基
礎
は
特
有
財
産
の
財
産
的
性
質
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
一
般
論
、
②
こ
れ
を
直
接
要
求
す
る
法
文
（
巴
・
台
－

N
・
N
品
一
宮
急
自
習
の
ロ
ロ
包25

宮
ヨ

g

包
け
ロ
・5
・
r
g

虫
色
。
胃g
F
a
g
Z

色
町
内
官
。
母
島
5
2
0
2
5
、
補
足
的
に
は
、
③
法
律

41 



行
為
に
よ
ら
な
い
取
得
物
（
客
観
的
関
連
性
を
当
然
包
含
）
と
軍
営
特
有
財
産
の
規
律
（
フ
イ
ツ
テ
イ
ン
グ
を
参
照
）
。
具
体
的
に
は
、42 
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特
有
財
産
中
の
金
銭
に
よ
る
物
の
購
入
、
貸
金
の
た
め
の
特
有
財
産
中
の
金
銭
支
出
の
み
な
ら
ず
、
権
力
所
有
者
の
特
有
財
産
責
任

［
特
有
財
産
訴
権
］
の
広
範
性
に
応
じ
て
、
「
有
償
法
律
行
為
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
取
得
」
が
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。ω
主
観
的
関
連
性（問

）

と
は
、
特
有
財
産
の
持
ち
主
が
「
特
有
財
産
に
取
得
し
よ
う
と
（
ロ
B
E

品
S
F
g
E
B
N

戸z
z
q
g

ロ
）
」
行
為
を
な
す
こ
と
を
い
う
。

客
観
的
関
連
性
が
あ
っ
て
も
主
観
的
関
連
性
が
な
け
れ
ば
特
有
財
産
は
増
加
さ
れ
な
い
。
①
権
力
服
従
者
は
特
有
財
産
の
取
得
に
よ

り
権
力
所
有
者
の
取
得
手
段
（
何
ヨ
q
g
当

q
z
g
m
）
と
し
て
の
能
力
を
失
う
と
こ
ろ
、
行
為
が
取
得
を
特
有
財
産
の
た
め
に
仲
介

す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
直
接
権
力
所
有
者
の
固
有
財
産
の
た
め
に
仲
介
す
る
の
か
は
原
理
上
か
れ
の
意
思
（
当E
O
）
に
よ
り
判
断
さ

れ
る
、
②
習
の
ロ
ロωユ
ロ
。B
Z
0
・
胃
g
E
ユ
ω
g
g
m

凶
と
円
Z
E
E
－
ロ
。
自
由
ロ
め
を
対
置
す
る
法
文
（
ロ
・
戸

ω
・2
・
ω
一
口
・
戸
P
N
W
H
Nロ
－

N
H・H
・
臼
）
を
み
れ
ば
こ
の
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
意
思
は
行
為
そ
れ
自
体
の
な
か
で
表
現
（
〉
ロ
a
g
R
砕
）
、
明
ら
か
（N
g
叶
ω
向
。

可
2
2

）
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
は
宮
g
E
ロ
。

s
z
o
な
ど
と
い
う
法
源
上
の
表
現
か
ら
当
然
生
じ

る
疑
問
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
疑
い
な
く
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
な
ぜ
な
ら
、
同
取
得
の
意
思
が
ど
こ
に
向
け
ら
れ
て

い
る
か
は
こ
こ
で
は
一
般
に
相
手
方
に
と
っ
て
関
心
が
な
く
、
こ
の
点
を
除
い
て
も
、
制
こ
の
相
違
［
表
示
の
有
無
］
が
特
有
財

産
へ
の
取
得
を
左
右
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
権
力
服
従
者
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
法
律
行
為
の
方
式
に
つ
い
て
の
制
度
（
と
く
に

3
ω町
。
門
目
。
自
ぽ
。
ω
－s
a

－z
a
4
2
8
ロ
ω
。
ョ
。

ω
ロ
。

ω
町
志
向
田6
2
ω
。
ロ
急
円
。
『
注
目
】
巳
自
ウ
［
権
力
服
従
者
が
要
約
し
た
も
の
は
主
体
の
表
示
い
か
ん

を
問
わ
ず
、
ま
た
、
主
体
の
表
示
が
な
く
て
も
ひ
と
し
く
権
力
所
有
者
に
帰
属
す
る
と
い
う
問
答
契
約
の
規
律
］
）
を
め
ぐ
る
多
く
の
法
文

の
な
か
で
一
言
も
示
唆
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
特
有
財
産
が
権
力
服
従
者
の
、
事
実
上
で
は
あ
る
が
唯
一
の
財
産
で

あ
る
と
こ
ろ
で
は
、

ω
権
力
所
有
者
で
は
な
く
自
己
の
た
め
に
取
得
し
よ
う
と
す
る
意
思
は
か
の
意
思
と
同
定
さ
れ
る
こ
と
を
要
す

る
こ
と
、

ω
客
観
的
関
連
性
が
あ
れ
ば
主
観
的
関
係
の
存
在
を
仮
定
し
て
よ
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
いD

ロ
ロ
－5
3
5
ω
3
2
5

一
般
を
め
ぐ
る
展
開

3 



（
凶
）

ミ
ュ

l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ

さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
自
己
展
開
能
力
」
理
論
の
源
流
は
ミ
ュ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
の
か
の

一九世紀後期・ドイツ普通法学における法諺（代価は物の地位を襲い物は代価の地位を襲う｝について（二・完）

n
d
 

k
r。
司
論
文
（
一
八
三
四
年
）
に
遡
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
旧
稿
で
み
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
簡
単
に
触
れ
て

お
こ
う
。
ち
な
み
に
、
か
れ
の
『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
体
系
書
」
で
も
主
張
の
骨
子
は
一
貫
し
て
変
更
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
ポ
イ
ン

（
悶
）

ト
を
命
題
の
か
た
ち
で
整
理
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
点
、
ロ
ロz
q
ω
山
富ω
5
2
B

を
ロ
ロ
－ga

－S
ω
吉
ユ
ω

と
ロ
ロ
ぞ2
ω

山
富ω
訟
の
民
に
区
別
す
る
の
は
相
当
で
な
い
、
お
よ
そ
ロE
S
司
自

己
g
ω
5
2
B

は
「
そ
の
価
値
が
増
加
あ
る
い
は
減
少
し
う
る
に
せ
よ
、
個
々
の
物
件
の
あ
ら
ゆ
る
交
替
に
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
自
体

同
一
の
も
の
で
あ
り
続
け
る
と
こ
ろ
の
観
念
的
総
体
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
個
々
は
総
体
の
観
念
に
消
滅
す
る
」
、
こ
の
こ
と
は

双
方
と
も
に
変
わ
り
が
な
い
か
ら
。
第
二
点
、
交
替
の
程
度
は
あ
ら
ゆ
る
財
産
客
体
か
ら
構
成
さ
れ
る
か
、
た
だ
有
体
物
の
み
か
ら

構
成
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
、
か
つ
て
ロ
ロ
町qω
山
富ω
宮
ユ
ω

と
の
関
係
で
か
の
法
諺
が
形
成
さ
れ
た
の
は
こ
う
し
た
事
情
に
基

づ
く
け
れ
ど
も
、
こ
の
相
違
を
本
質
的
な
も
の
と
み
な
す
の
は
困
難
で
あ
る
、
第
三
点
、
ロ
ロ
守
角
低
宮
ω
2
2
B

が
観
念
的
総
体
と

規
定
さ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
「
特
別
な
関
係
に
お
い
て
」
か
っ
「
ま
っ
た
く
多
様
な
方
法
に
よ
っ
て
」
に
す
ぎ
な
い
、

い
え
ば
、
「
物
件
の
交
替
の
際
に
入
っ
て
来
た
も
の
が
真
の
代
位
物
と
し
て
出
て
行
っ
た
も
の
の
代
わ
り
と
な
る
の
か
、
な
る
と
し

た
ら
ど
の
程
度
か
？
、
と
い
う
こ
と
は
個
々
の
観
念
的
総
体
の
相
違
と
事
実
上
の
諸
関
係
に
応
じ
て
異
な
っ
て
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば

一
般
的
に

な
ら
な
い
」
。

（
凶
）

刷
ピ
ル
ク
マ
イ
ヤ

l

ピ
ル
ク
マ
イ
ヤ

1

が
『
財
産
』
（
一
八
七
九
年
）
に
お
い
て
ロ
ロ
守
q
a
g
ω
宮
ユ
ω

と
ロ
ロ
町
2

巴
宮
ω
F
n
t

の
区
別
を
擁
護
し
た
の
は
す
で
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
区
別
の
実
際
的
意
味
を
指
摘
す
る
先
立
ち
、
両
者
に
共
通
す
る

命
題
と
し
て
「
自
己
展
開
能
力
」
理
論
を
取
り
上
げ
、
か
の
法
諺
と
の
関
係
に
も
触
れ
て
い
る
。
主
張
内
容
は
｜
｜
第
三
点
は
強
調

（
防
）

さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
お
む
ね
｜
｜
ミ
ュ

l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
と
同
旨
と
い
っ
て
よ
い
。

法
が
多
く
の
も
の
を
統
一
体
と
し
て
取
り
扱
う
と
こ
ろ
で
は
、
統
一
体
が
権
利
客
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
の
み
説
明
さ
れ
う
る
独
特
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の
法
的
現
象
が
生
じ
る
け
れ
ど
も
、
マ
ン
ド
リ
論
文
の
い
う
よ
う
に
「
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
に
共
通
の
法
的
効
果
を
多
く
は
指
摘
で

き
な
い
」
。
［
し
か
し
、
］
こ
の
［
数
少
な
い
一
つ
］
に
は
と
く
に
「
周
知
の
命
題
（
∞ω
悶
）
」
が
属
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
統
一
体
の

構
成
要
素
が
変
更
、
減
少
あ
る
い
は
増
加
し
た
と
し
て
も
統
一
体
そ
れ
自
体
は
同
一
に
と
ど
ま
る
、
し
た
が
っ
て
、
統
一
体
が
時
の

経
過
の
な
か
で
内
部
に
お
い
て
異
な
る
も
の
に
な
っ
た
と
し
て
も
本
来
の
統
一
体
上
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
諸
権
利
は
継
続
す
る
」
。

こ
の
こ
と
は
よ
く

Z
E
3
2
－S
ω
の
「
自
己
展
開
能
力
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ミ
ユ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
を
契
機
と
し
て
、
マ
ン

（
国
）

ド
リ
論
文
、
ペ
ル
ニ
l

チ
ェ
な
ど
に
よ
っ
て
。
法
源
上
の
手
掛
か
り
も
欠
け
て
い
な
い
。
ピ
ル
ク
マ
イ
ヤ

l

は
こ
の
命
題
に
つ
き
次

の
点
を
コ
メ
ン
ト
し
て
お
き
た
い
と
い
う
。
そ
れ
は
「
ロ
ロ
言
。
円
低
宮
ω

｝
ロ
ユ
ω

の
際
に
か
つ
て
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
他
の
命
題
〈
代

価
は
物
の
地
位
を
襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉
は
、
上
述
し
たg
q
q
ω
宮
ω

の
自
己
展
開
能
力
を
財
産
統
一
体
（

3
5
c
m
g
中

巳
口
町
色
丹
）
に
適
用
し
た
も
の
の
一
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
」
で
あ
る
。
な
お
、
ロ
ロ
可2ω
山
富ω
E
E
ω
と
ロ
ロ

Z
2
a
g
ω
貯
の
民
に
は
次

の
実
際
上
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
同
2
F
g
o
z
Z
芹
か
つ
巧
2

・
R
E
Z
芹
と
い
う
二
重
の
性
格
か
ら
そ
の
「
「
吸

収
力
（
〉a
g

－
－
－
E

口
問ω
可
基
）
』
」
に
つ
き
後
者
よ
り
も
大
き
な
遊
び
の
余
地
を
有
す
る
、
財
産
の
自
己
展
開
は
金
銭
価
値
あ
る
権
利

ま
た
は
法
上
帰
属
す
る
価
値
す
べ
て
に
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
畜
群
、
図
書
館
の
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
家
畜
、
書
物
の
み
に
認
め
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ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。一

九
世
紀
後
期
末
葉
に
お
け
る
議
論
状
況

（一）

ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
と
デ
ル
ン
ブ
ル
ク

こ
の
よ
う
に
、
ロ
口
町
内
将
位
宮
ω

宮
ユ
ω
と
ロ
ロ
町
q

包
宮
ω

貯
の
江
の
区
別
が
と
に
か
く
維
持
さ
れ
る
一
方
、
法
諺
〈
代
価
は
物
の
地
位
を

襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉
に
対
す
る
消
極
的
評
価
が
浸
透
し
、
反
面
、
そ
れ
に
代
わ
る
新
た
な
P

理
論
d
と
し
て
「
自
己
展
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開
能
力
」
理
論
が
と
く
に
特
有
財
産
に
つ
き
主
張
さ
れ
た
。
さ
て
、
こ
う
し
た
状
況
は
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
か
。

一
九
世
紀
普
通
法
学
の
到
達
点
を
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
と
デ
ル
ン
ブ
ル
ク
の
見
解
か
ら
伺
う
こ
と
に
し
よ
う
。

（
悶
）

同
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
体
系
書
」
初
版
（
一
八
六
二
｜
七
O
年
）
な
い
し
最
終
第

九
版
（
一
九
O
六
年
）
の
主
張
は
あ
ま
り
明
確
で
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
総
論
レ
ベ
ル
の
指
摘
が
暖
昧
で
あ
り
、
複
数
の
読
み
の
余

地
を
残
し
て
い
る
こ
と
、
自
己
の
見
解
を
き
ち
ん
と
定
式
化
し
て
い
な
い
こ
と
、
各
版
ご
と
に
叙
述
が
｜
｜
し
ば
し
ば
大
き
く
｜
｜

変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
結
論
を
簡
潔
に
示
し
て
お
く
。
財
産
一
般
で
あ
る
ロ
ロ
守
q

包
宮
ω

宮
ユ
ロB

と
物
の
総

体
で
あ
る
ロ
包
括
『
ω山富
昭
5
2
B

を
区
別
す
る
、
か
の
法
諺
と
前
者
の
一
般
的
結
合
を
否
定
し
、
相
続
請
求
の
際
に
の
み
そ
の
一
部

を
適
用
す
る
、
特
有
財
産
に
関
す
る
「
自
己
展
開
能
力
」
理
論
に
賛
意
を
示
す
。
以
下
、
具
体
的
に
み
て
い
こ
う
。

（
即
）

ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
が

Z
E
S
E
－S
ω
5
2
5

理
論
に
つ
き
包
括
的
に
言
及
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

従
来
は
、
法
規
定
に
よ
る
（
島
民
島
問
2
Z
2
2
R
F
E
C
総
体
で
あ
る
ロ
ロz
q
包
S
Z
ロ
ユω

（
宮
ユ
ロ
B

で
は
な
い
）
と
、
事
実
上
の
統

合
（
N
5
5
B
O
S
ω
ω
ロ
ロ
肉
）
に
よ
り
生
じ
る
総
体
で
あ
る5
5
E
S
ω

『
。B
宮
町
a
q
p
a

（
た
と
え
ば
畜
群
、
図
書
館
）
の
対
比

が
試
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
「
こ
の
対
比
は
間
違
っ
て
い
る
」
。
な
ぜ
な
ら
、
財
産
（
5
5

。
m
g

）
も
ま
ず
第
一
に
は
事
実
上
の
統
合

で
あ
る
［
反
面
］
、
ロ
口
町
q

低
宮
ω

貯
怠
も
ま
た
法
上
の
統
合
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
（
巴
。
Z
B
宮
島
q
R
E

）
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
、
「
こ
の
区
別
と
、
5
5

『
色
丹g
E
E

に
誤
っ
て
（
陵
町
岳
－w
Z
ミ
巴
8

）
帰
せ
ら
れ
た
特
質
」
に
つ
き
、

ン
ブ
ル
ッ
フ
の
論
文
、
さ
ら
に
ヴ
ェ
ヒ
タ
l

『
論
究
』
、
そ
の
他
フ
ァ
ン
ゲ
ロ
ウ
と
ウ
ン
ガ1

［
の
学
説
史
研
究
部
分
］
の
参
照
を

指
示
す
る
。
こ
れ
ら
は
初
版
の
叙
述
で
あ
る
が
、
そ
の
後
以
下
の
よ
う
に
補
正
さ
れ
て
い
る
。
重
要
な
点
は
、
反
対
説
に
よ
る
ロ
ロ
ヤ

5
E
E
ω
E
E
ω

の
説
明
に
つ
き
門
E
R
F
m
2
Z
2
2
R

『
ユ
障
が
色C
R
F
己g

同
R
z
a
q
B
2
U
ω

河
内
円
宮
（
法
に
よ
る
あ
る
い
は
法
の

ハ
ッ
セ
と
ミ
ュ
l

レ

た
め
の
）
に
訂
正
さ
れ
た
こ
と
、
庁
担
一
同
っ
た
特
質
d

の
あ
と
に
「
（
と
く
に
〈
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉
）
」
と
の
注
記
が
な
さ
れ
た

こ
と
（
と
も
に
第
六
版
）
、
総
論
レ
ベ
ル
の
文
献
に
つ
き
、
ジ
ン
テ
ニ
ス
、
ヴ
ェ
ヒ
タ
l

『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
』
、
さ
ら
に
「
近
時
で
は
」
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（
印
）

と
の
付
記
と
と
も
に
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
l

が
追
加
さ
れ
た
こ
と
（
前
者
第
三
版
、
後
二
者
第
六
版
）
で
あ
る
。
こ
う
し
た
変
遷
を
追
跡
す

（
四
）

る
も
の
は
み
あ
た
ら
な
い
が
、
反
対
説
の
訂
正
の
意
味
は
、
同
じ
と
き
に
ピ
ル
ク
マ
イ
ヤ
l

の
追
加
が
あ
っ
た
こ
と
に
か
ん
が
み

る
と
、
か
れ
の
研
究
か
ら
宮
ω

の
客
観
的
理
解
に
も
二
説
が
あ
る
こ
と
を
知
る
と
と
も
に
、
両
説
を
合
わ
せ
て
退
け
る
趣
旨
と
理
解

す
る
の
が
相
当
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ

l

は
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
の
批
判
を
根
拠
の
な
い
も
の
と
断
じ
て
い
た
が
、

46 

こ
れ
に
対
し
て
は
、
第
六
版
に
お
い
て
「
（
［
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤi
］
は
総
体
〔
統
一
体
〕
と
し
て
の
財
産
概
念
が
法
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
創
設
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
固
執
し
て
い
る
こ
と
括
弧
書
で
応
接
す
る
に
と
ど
ま
る
。
以
上
か
ら
は
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
が

冨
ω

の
客
観
的
理
解
お
よ
び
か
の
法
諺
と
己

E
S
E

－E
ω
吉
ユ
ω

の
一
般
的
結
合
を
不
当
な
も
の
と
み
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
区
別
そ
れ
自
体
を
排
斥
し
、
ま
た
、
か
の
法
諺
そ
れ
自
体
を
否
定
す
る
つ
も
り
な
の
か
は
、
立
場
の
異
な
る
文
献

（
問
）

が
一
括
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
他
の
箇
所
お
よ
び
各
版
の
変
遷
を
顧

慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
印
）

ま
ず
、
区
別
論
に
つ
き
、
明
確
に
は
定
式
化
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
諸
々
の
叙
述
を
総
合
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
理
解
す
る

（
悶
）
（
問
）

こ
と
が
で
き
よ
う
。
財
産
権
（
3
5
c
m
g
R
R
F
Z）
の
総
体
（
g

－S
E
E

－
5
2
B

）
と
、
物
（
∞
R
Z

ロ
）H
有
体
物
（
W
C弓
q

出
。F
O

∞
R
E

ロ
）
の
総
体
（
集
合
物
〔ω
R
5
2
5
B
任
命
昨
〕
）
（
E
S
E
E
R
g
s

－
E
D
E
Z
B
）
）
の
区
別
を
保
持
す
る
。
財
産
権
と
呼
ば

れ
る
の
は
、
「
権
利
者
自
身
の
た
め
に
か
れ
に
帰
属
す
る
」
と
い
う
「
物
権
と
債
権
の
共
通
の
性
質
」
で
あ
り
、
「
あ
る
人
に
帰
属
し

て
い
る
財
産
権
」
が
か
れ
の
財
産
（
芯
、
き
企S
）
を
形
成
す
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
区
別
す
る
の
か
は
語
ら
れ
て
い
な
い
が
、
権
利

と
物
を
め
ぐ
る
法
関
係
に
つ
き
、
無
体
物
（
S
W
8
2回
目
。
z
r
n
F
g

）
概
念
を
媒
介
と
し
て
両
者
を
同
一
に
規
律
す
る
こ
と
に
対
す

る
懐
疑
が
繰
り
返
し
表
明
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
ジ
ン
テ
ニ
ス
の
引
用
も
相
ま
っ
て
、
要
す
る
に
、
権
利
と
物
の
区
別
が
各
総
体
の

そ
れ
に
昇
華
さ
れ
た
も
の
と
読
む
の
が
相
当
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
総
体
そ
れ
自
体
は
い
ず
れ
も
無
体
物
で
あ
り
、
ど
の
程
度
有

体
物
と
パ
ラ
レ
ル
に
規
律
さ
れ
う
る
か
に
つ
き
個
別
の
考
察
を
要
す
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
と
み
て
い
る
か
ら
、
二
つ
の
総
体
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を
区
別
す
る
実
際
的
な
意
味
は
疑
わ
し
い
。
以
上
は
初
版
以
来
一
貫
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
次
の
点
に
は
補
正
変
更
が
み
ら
れ
る
。

一
方
、
財
産
に
つ
き
、
第
六
版
で
確
定
さ
れ
た
最
終
の
定
式
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
財
産
の
際
に
は
「
人
に
帰
属
す
る
財
産
権
が

（
即
）

個
々
で
は
な
く
統
一
体
a
z
z
g
、
ま
さ
に
そ
れ
が
こ
の
人
に
帰
属
す
る
と
い
う
点
に
か
か
る
統
一
体
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
」
。
そ

の
多
様
な
側
面
は
積
極
財
産
・
消
極
財
産
と
い
う
表
現
を
も
っ
て
指
示
さ
れ
る
。
前
者
に
限
ら
れ
る
（
狭
義
〔
純
粋
財
産
（B
E
g

〈
q
B
u
m
g）
〕
）
の
は
債
権
者
と
の
関
係
、
両
者
と
も
に
含
ま
れ
る
の
は
相
続
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
三
版
ま
で
は
相
続
の

際
に
は
財
産
そ
れ
自
体
が
権
利
の
対
象
（
の
め
問
。
g
g
a

）
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
第
四
版
以
降
は
撤
回
さ
れ
る
と
と

（
四
）

も
に
、
こ
う
し
た
問
い
そ
れ
自
体
が
抹
消
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
五
版
ま
で
と
第
六
版
以
降
で
は
財
産
の
指
示
の
仕
方
に
差
異
が

（
即
）

み
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
法
文
の
解
釈
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
内
容
上
の
変
更
は
存
し
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
他
方
、

集
合
物
に
つ
い
て
は
、
初
版
で
は
「
一
連
の
個
々
の
有
体
物
の
、
特
別
な
物
と
考
え
ら
れ
た
総
体
へ
の
観
念
的
な
統
合
」
と
い
う
定

式
が
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
第
四
版
以
降
は
削
除
さ
れ
、
代
替
案
も
出
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
訂
正
は
、
集
合
物
そ
れ
自
体
が
権
利

の
対
象
と
な
り
う
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
き
、
同
版
以
降
、
そ
れ
ま
で
の
全
面
肯
定
説
か
ら
制
限
肯
定
説
、
す
な
わ
ち
畜
群
そ
の
他

（
則
）

の
自
然
的
総
体
（
Z
巳
ロ
円
窓
口Ng
）
に
限
っ
て
肯
定
す
る
立
場
に
改
説
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
初
版
以
来
一
貫
し

て
、
集
合
物
一
般
と
し
て
触
れ
ら
れ
る
の
は
右
問
題
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

（
凶
）
（
即
）

次
に
、
か
の
法
諺
に
つ
い
て
は
、
文
字
ど
お
り
こ
れ
を
引
く
と
こ
ろ
は
み
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
一
般
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

（
同
）

相
続
請
求
に
つ
き
〈
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
う
〉
の
適
用
を
肯
定
し
て
い
る
も
の
と
読
む
の
が
相
当
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
相
続

財
産
中
の
物
の
代
わ
り
に
取
得
さ
れ
た
売
却
代
金
は
相
続
財
産
に
帰
属
す
る
と
さ
れ
、
と
く
に
悪
意
占
有
者
責
任
に
つ
き
、
ロ
－P

ω
．
N
Nを
引
く
と
と
も
に
ロ
・
5
・
h
F
N
Hを
参
照
し
、
「
そ
の
真
の
根
拠
は
売
却
代
金
は
売
却
さ
れ
た
物
の
代
わ
り
と
な
り
、
こ
れ
に

（
凶
）

よ
っ
て
相
続
財
産
と
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
」
と
い
う
ほ
か
、
そ
も
そ
も

N

誤
っ
た
特
質
d
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
は
と
く
に
〈
物
は

代
価
の
地
位
を
襲
う
〉
に
限
ら
れ
て
い
た
か
ら
。
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
次
の
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
て
お
か
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。
川
善
意
占
有
者
は
取
得
し
た
売
却
代
金
が
残
存
し
て
い
る
限
り
で
責
任
を
負
う
（
ロ
－P
ω・N
0・
口
’N
C一
口
・ωい
い
ω’
N
p

r
u
－
P
ω
L
P
日
ロ
・
印
いL
∞
胃
・
）
が
、
同
一
物
を
再
購
入
し
た
際
に
は
物
と
収
益
［
差
額
］
の
返
還
を
要
す
る
ら
・
印
・

ω
・N
N）
、
川
凶

悪
意
占
有
者
の
責
任
は
利
得
に
制
限
さ
れ
ず
、
同
一
物
再
購
入
ケ
l

ス
で
は
物
と
売
却
代
金
に
つ
き
選
択
的
に
責
任
を
負
い
（
U
－
P

ω
・
N
N）
、
廉
価
で
売
却
し
た
場
合
に
は
真
正
価
値
に
つ
き
責
任
を
負
う
（
巴
・
印
・ω・
N
0・
N
H）
、
川
相
続
人
の
物
に
対
す
る
請
求
は
、
善

意
占
有
者
が
買
主
の
追
奪
請
求
を
介
し
て
間
接
的
に
利
得
以
上
の
責
任
を
負
担
す
る
と
き
（
巴
－Pω
・
自
・5

、
物
が
相
続
財
産
そ
れ
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自
体
の
利
益
に
お
い
て
譲
渡
さ
れ
た
と
き
（
巴
－
P
ω
w
N
0
・
足
一
口
・
印
い
・
ぉ
L
一
口
・
印
い
・
8
一
口
－P
ω
w
N
0
・
p
u
・
印
・ω・N
0・
5
u
－
P
ω
・
印

胃
・
）
に
は
挫
折
す
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
初
版
以
来
変
更
は
み
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ

イ
ト
が
引
い
た
り
－
P
ω
．
お
と
り
・
5
・
h
F
N
Hは
売
却
代
金
の
相
続
財
産
へ
の
［
直
接
］
帰
属
の
根
拠
と
は
な
ら
な
い
と
批
判
し
て

（
凶
）

い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
は
第
四
版
に
お
い
て
応
援
し
、
か
れ
の
著
書
全
体
に
つ
き
消
極
的
評
価
を
下
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
文
言
解
釈
は
決
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
実
質
的
根
拠
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
著
者
自
身
か
な
ら

ず
し
も
こ
う
し
た
考
慮
を
否
定
し
て
い
な
い
、
「
わ
た
く
し
は
、
ロ
l

マ
法
が
実
際
に
は
指
示
さ
れ
た
取
得
物
を
「
相
続
財
産
』
と

は
解
釈
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
か
れ
が
試
み
る
証
明
を
、
成
功
し
た
も
の
と
は
考
え
な
い
」
。
以
上
に
対
し
て
、
〈
物
は
代
価

（
胤
）

の
地
位
を
襲
う
〉
を
認
め
る
も
の
と
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
先
述
し
た
庁
誤
っ
た
特
質H
の
指
摘
の
ほ
か
、

「
相
続
財
産
の
た
め
に
購
入
さ
れ
た
も
の
が
相
続
財
産
に
帰
属
す
る
」
「
た
し
か
に
相
続
財
産
中
の
金
銭
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
た
が
、

相
続
財
産
の
た
め
に
購
入
さ
れ
た
の
で
は
な
い
も
の
は
そ
う
で
は
な
い
。
ロ
－P
ω
w
N
O
H

｝
円
・
，H」
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
の
「
自
己
展
開
能
力
」
理
論
に
対
す
る
評
価
を
み
て
お
こ
う
。
特
有
財
産
の
構
成
要
素
に
つ
い
て

は
特
有
財
産
訴
権
と
の
関
係
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
変
動
に
つ
い
て
の
本
文
の
叙
述
は
明
確
性
を
欠
く
。
第
四
版
以

降
「
特
有
財
産
そ
れ
自
体
が
お
の
ず
と
増
加
す
る
」
と
の
補
注
が
な
さ
れ
る
が
、
そ
の
説
明
は
す
べ
て
マ
ン
ド
リ
の
自
己
展
開
能
力

（
即
）

理
論
（
論
文
と
著
書
〔
後
者
は
第
五
版
追
加
〕
）
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
軍
営
特
有
財
産
の
構
成
要
素
に
つ
い
て
は
変
動
と
い
う
視
角



一九世紀後期・ドイツ普通法学における法諺（代価は物の地位を襲い物は代価の地位を襲う｝について（二・完）

か
ら
は
整
理
さ
れ
て
お
ら
ず
、
脚
注
に
お
い
て
断
片
的
に
触
れ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
四
版
以
降
、
［
詳
し
い

（
胤
）

も
の
と
し
て
］
フ
イ
ツ
テ
ィ
ン
グ
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
凶
）

デ
ル
ン
ブ
ル
ク

L
U
 

J
’
a
，
、
、

デ
ル
ン
ブ
ル
ク
『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
』
初
版
（
一
八
八
四
八
七
年
）
な
い
し
最
終
第
七
版
（
一
九
O
二
l
O

の
主
張
は
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
と
異
な
り
き
わ
め
て
明
瞭
で
あ
る
。
も
と
よ
り
各
版
で
は
若
干
の
相
違
が
み
ら
れ
る
が
、

根
本
的
な
見
解
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
口
口
町
角
低S
三
ロ
ユ
ω

と
ロ
ロ
守
q

包
宮
ω
p
a

を
内
容
の
観
点
か
ら
区
別
し
、
前
者

で
は
特
別
財
産
を
想
定
す
る
、
か
の
法
諺
に
つ
い
て
は
相
続
請
求
の
際
に
〈
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
う
〉
の
適
用
を
認
め
る
、
特
有

財
産
の
構
成
要
素
の
変
動
に
つ
い
て
は
庁
新
理
論
d
に
委
ね
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ー

l
z
E
S
E

－s
三
ロ
ユ
ω
と
し

て
特
別
財
産
を
想
定
す
る
点
を
除
け
ば
ー
ー
ー
本
稿
の
読
み
で
の
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
説
と
同
様
と
み
て
よ
い
。
も
っ
と
も
、
か
れ
は

三
年
）

そ
れ
以
前
に
相
続
請
求
に
関
す
る
論
文
（
一
八
五
一
年
）
を
公
刊
し
て
お
り
、
「
パ
ン
デ
ク
テ
ン
』
と
の
関
係
に
若
干
の
問
題
を
残
し

て
い
る
。
こ
の
点
も
合
わ
せ
て
み
て
い
こ
う
。

デ
ル
ン
ブ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
「
特
別
財
産
（
M
S
号
ミ
ミ
還
合
室
）
’
l
i
s

－
〈q
a
s
乙
ロ
ユω
」
と
、
「
集
合
物
（
匂
R
P
h
a
b
S
遣
を
な
さ
ー
ー

（
印
）

ロ
ロ
－22

日S
Z
ω
p
a
」
は
次
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
。
前
者
は
、
「
共
通
の
原
因
ま
た
は
同
種
の
経
済
上
の
用
途
の
結
果
、
一
定
の

関
係
に
お
い
て
（
E
Z

注
目
E
g
F

母

E
g
m
g
）
法
上
統
一
体

a
z
z
g

と
み
な
さ
れ
る
財
産
の
構
成
要
素
（
〈
O
B
Z
g
争
中

ω
g
E
r

）
の
総
計
G
E
E
S

」
で
あ
る
。
こ
こ
に
財
産
（
5
3
m
g

）
［
一
般
］
と
は
「
人
の
金
銭
価
値
あ
る
権
利
（
同5
5

の
総
体
」
、
そ
の
構
成
要
素
（
回g
S
E
E

－o
）
は
ロ
l

マ
人
に
よ
れ
ば
「
有
体
物
」
と
「
無
体
物
」
つ
ま
り
「
権
利
」
で
あ
る
が
、

有
体
物
と
は
実
際
に
は
そ
の
物
に
対
す
る
所
有
権
の
意
味
で
あ
る
。
初
版
で
は
特
別
財
産
に
つ
き
∞
ロ
B
B
O

は
同
月
ぽ
と
さ
れ
、
宮

V
O
ω民
自
白
件
。
ロ
回O
N
O
Bロ
ロ
向
。
ロ
と
い
う
制
限
が
脱
落
し
、
財
産
に
つ
き
河
内
出

F
g
が
の
E
2

と
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
第
二
版
以

降
は
右
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
特
別
財
産
の
例
は
、
相
続
財
産
、
特
有
財
産
、
嫁
資
、
今
日
で
は
合
名
会
社
の
財
産
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
同
一
性
を
維
持
し
た
ま
ま
構
成
要
素
の
変
更
増
加
減
少
が
生
じ
う
る
（
ロ
・
5
y

き
胃
・
）
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
様
々
な
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根
拠
と
目
的
か
ら
統
一
体
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
の
だ
か
ら
、
共
通
の
法
命
題
を
定
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、

後
者
は
、
「
そ
れ
自
体
で
固
有
の
価
値
を
有
す
る
独
立
の
有
体
物
が
経
済
上
、
取
引
の
な
か
で
あ
る
程
度
ま
で
統
一
体
と
み
な
さ
れ

（
削
）

る
総
体
（
の
8
8
ω

）
と
結
合
さ
れ
」
た
も
の
で
あ
る
。
初
版
・
第
二
版
で
は
表
現
に
変
動
が
あ
る
も
の
の
、
第
三
版
以
降
は
こ
の
定

（
印
）

式
で
安
定
し
て
い
る
。
そ
の
説
明
に
つ
い
て
は
内
容
上
も
振
れ
幅
が
大
き
い
が
、
第
四
版
に
至
っ
て
次
の
よ
う
に
確
定
さ
れ
て
い
る
。

例
は
、
自
然
的
総
体
と
し
て
畜
群
、
占
有
者
の
特
別
な
執
り
行
い
（
〈

2
8
2

岳
g
m

）
に
よ
り
創
設
さ
れ
る
も
の
と
し
て
図
書
館
、

絵
画
収
集
品
、
在
庫
商
品
。
こ
れ
ら
が
法
上
の
統
一
体
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
か
ど
う
か
は
絶
対
的
に
は
決
定
で
き
な
い
。
一
方
、

と
く
に
ヴ
ェ
ヒ
タ

l

「
論
究
』
が
主
張
し
た
よ
う
に
、
占
有
と
所
有
権
は
個
々
の
部
分
上
に
存
続
す
る
、
畜
群
の
乱
ロ
告
の
色
。
は
訴

訟
上
の
軽
減
措
置
に
す
ぎ
な
い
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
の
類
型
論
は
「
内
的
根
拠
を
有
せ
ず
、
法
源
も
こ
う
し
た
妙
な
結
論
の
受
容

れ
を
強
制
し
て
い
な
い
」
（
〈E
Z

芹
の
側
面
）
、
他
方
、
「
畜
群
」
の
用
益
権
の
際
に
は
、
用
益
権
者
に
古
い
家
畜
が
帰
属
す
る
反
面
、

50 

若
い
家
畜
の
補
充
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
（
個
々
の
家
畜
の
用
益
権
者
が
若
い
家
畜
の
補
充
義
務
を
負
担
し
な
い
一
方
、
古
い
家
畜
に
権
利
を

有
し
な
い
の
と
対
比
さ
れ
る
）
（
U
－
F
F
8
・
w
u
・
u
J
A
F
い
H
）
（
開E
F
O芹
の
側
面
）
。

以
上
の
よ
う
に
、
ロ
巳
2
3

－s
三
ロ
ユ
ω
と
ロ
ロ
町
q

包
宮
ω
p
a

は
統
一
体
の
内
容
が
「
様
々
な
種
類
の
財
産
構
成
要
素
」
で
あ
る
か
、

（
悶
）

「
同
種
の
有
体
的
客
体
」
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
ロ
ロ
－

5
5

－S
ω
宮
ユ
ω

は
ロ
ロ
－23

－g
ω
吉
江
口B

と
も
い
わ
れ

（
出
）

る
だ
ろ
う
。
こ
の
考
え
方
は

2
。
ω
ω
。
包
ロ
・
5
・
N
L
・
∞
に
由
来
し
、
キ
ー
ル
ル
フ
に
よ
っ
て
擁
護
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
次
の

こ
と
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
ハ
ッ
セ
と
ミ
ュ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
は
ロ

E
5
2
－S
ω
吉
ユ
ω

概
念
の
放
棄
を
企
て
て

い
る
け
れ
ど
も
、
ピ
ル
ク
マ
イ
ヤ

l

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
今
日
の
た
い
て
い
の
著
者
た
ち
は
正
当
に
も
こ
の
点
で
は
か
れ
ら
に

従
っ
て
い
な
い
」
。
次
に
、
区
別
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
「
法
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
統
一
体
」
か
「
人
間
の
意
思
に
よ
り
創
設
さ
れ
た

統
一
体
」
か
に
求
め
る
も
の
が
あ
る
。
近
時
で
は
と
く
に
ベ
ヒ
マ
ン
が
挙
げ
ら
れ
る
［
こ
の
文
脈
で
は
な
ぜ
か
ピ
ル
ク
マ
イ
ヤl
は

引
か
れ
て
い
な
い
］
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
こ
の
こ
と
は
正
当
で
な
い
」
。
な
ぜ
な
ら
、
い
ず
れ
も
生
活
関
係
（
ぽ
σ
8
2
2
F
さ
巳
ω
）
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の
な
か
に
根
源
を
有
し
、
そ
し
て
法
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
の
は
変
わ
り
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
、
古
い
ド
グ
マl
テ
ィ
ク

は
す
べ
て
の
ロ
巳
5
2

山
宮ω
宮
ユ
ω
に
つ
き
か
の
法
諺
と
包
括
訴
訟
の
二
つ
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
「
双
方
と
も
に
正

ハ
ッ
セ
と
ミ
ュ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
の
「
功
績
」
は
次
の
真
実
の
強
調
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
諸
々
の
ロ
巳
諸
国1’

包
g
ω
は
た
だ
相
対
的
に
、
す
な
わ
ち
個
々
の
関
係
の
な
か
で
か
つ
様
々
な
方
法
に
お
い
て
法
上
の
統
一
体
を
形
成
す
る
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
こ
で
は
と
く
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
両
者
の
区
別
を
庁
規
律H
の
相
違
に
求
め
る
見
解
も

ま
た
退
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
特
別
財
産
も
あ
く
ま
で
相
対
的
な
ロ
ロz
o
a
－S
ω
で
あ
り
、

共
通
の
法
命
題
は
定
立
で
き
な
い
と
い
う
反
面
、
集
合
物
も
場
合
に
よ
っ
て
は
法
上
の
統
一
体
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
う
る
と
い
う
か

当
で
な
か
っ
た
」
。

ら
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
か
の
法
諺
は
も
は
や
「
共
通
の
法
命
題
」
で
は
な
い
。
で
は
、

い
つ
庁
個
別
に
d
適
用
さ
れ
る
の
か
。

（
悶
）

『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
』
が
挙
げ
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
た
次
の
ケ
l

ス
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
に
限
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
続
請
求
の

際
に
「
本
来
の
遺
産
構
成
要
素
の
代
わ
り
に
生
じ
た
金
銭
お
よ
び
金
銭
請
求
権
、
と
く
に
譲
渡
さ
れ
た
遺
産
の
売
却
代
金
が
遺
産
に

帰
属
す
る
」
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
U
－
P
ω
い
N
に
お
け
る
か
の
ハ
ド
リ
ア

l

ヌ
ス
帝
の
宣
示
に
断
片
を
有
す
る
〈
代
価
は
物
の

地
位
を
襲
う
〉
が
適
用
さ
れ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
こ
う
説
か
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
川
善
意
占
有
者
は
利
得
の
範
囲
を
超
え
て

責
任
を
負
わ
な
い
（
U
－u
υ
・
8
L
）
、
川
凶
悪
意
占
有
者
に
は
こ
う
し
た
制
限
は
な
い
、
ω
相
続
人
は
強
制
の
理
由
な
く
譲
渡
さ
れ
た

と
き
に
は
売
却
代
金
で
は
な
く
こ
の
物
の
価
値
を
選
択
的
に
請
求
で
き
る
（
ロ
－P
ω
・8
い
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
解
釈
は
初
版
以
来
一
貫
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
三

O
年
余
り
前
に
公
刊
さ
れ
た
相
続
請
求
に
関
す
る
論
文

で
は
、
ロ
・
印
・ω
w
N印L
∞
を
引
き
な
が
ら
相
続
財
産
中
の
物
の
売
却
代
金
の
規
律
と
の
関
係
に
お
い
て
「
相
続
請
求
は
人
的
な
給
付
を

（
同
）

含
む
」
と
説
か
れ
て
い
た
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
、
コ

l

ラ
I

に
し
た
が
え
ば
、
た
ん
に
債
権
的
効
果
し
か
生

じ
な
い
以
上
、
売
却
代
金
を
請
求
で
き
る
か
ら
と
い
っ
て
、
〈
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
う
〉
の
適
用
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
も
思
わ
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れ
る
。
そ
の
た
め
、

（
即
）

デ
ル
ン
ブ
ル
ク
の
位
置
づ
け
に
は
や
や
混
乱
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
「
パ
ン
デ
ク
テ
ン
』
に
お
い

52 

法学研究 81 巻 5号（2008 : 5) 

て
改
説
し
た
も
の
と
み
る
の
が
相
当
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
右
解
釈
は
「
［
相
続
請
求
］
訴
訟
の
対
象
は
増
加
減
少
を
被
り
構

成
要
素
の
変
動
に
服
す
る
特
別
財
産
（
σ
2
。
E
2
2
5
5
c
g

）
と
み
な
さ
れ
る
」
と
い
う
命
題
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
、

（
同
）

そ
の
注
釈
で
は
反
対
説
と
し
て
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
が
引
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
反
対
ケ
l

ス
、
す
な
わ
ち

「
遺
産
の
利
益
に
お
い
て
そ
の
必
要
の
た
め
に
、
と
く
に
相
続
財
産
中
の
金
銭
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
た
客
体
が
同
じ
く
遺
産
に
帰
属

す
る
」
（
ロ
・2

・
N
O
官
’
H
）
と
い
う
場
合
に
は
、
〈
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉
は
｜
｜
明
ら
か
に
意
図
的
に
｜
｜
引
か
れ
て
い
な

（
即
）

い
こ
と
を
付
言
し
て
お
こ
う
。

デ
ル
ン
ブ
ル
ク
の
「
自
己
展
開
能
力
」
理
論
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
は
次
の
点
を
指
摘
し
て
お
く
。
当
時
実
際
的
で
な
か
っ
た

通
常
の
特
有
財
産
に
つ
い
て
は
構
成
要
素
の
変
動
に
つ
き
そ
も
そ
も
叙
述
が
存
し
な
い
。
軍
営
特
有
財
産
の
構
成
要
素
の
変
動
に
つ

（
附
）

い
て
も
説
明
が
み
あ
た
ら
な
い
。
詳
細
は
あ
げ
て
マ
ン
ド
リ
と
フ
イ
ツ
テ
ィ
ン
グ
の
研
究
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

最（ニ）
後

ニ
つ
の
ロ
百
ω
0
2
ω
2
0コ

（
削
）

シ
ェ
l

ラ
！
と
シ
ユ
ル
テ
の
口
町
湾
立
釦
位
。
ロ
を
考
察
す
る
。
こ
れ
ら
は
現
代
で
も
な
お
引
用
さ
れ
る
、一
九
世
紀
の
末

に
公
刊
さ
れ
た
法
諺
〈
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉
を
直
接
の
主
題
と
す
る
包
括
的
研
究
で
あ
る
と
こ
ろ
、

（
問
）

後
期
普
通
法
研
究
の
搾
尾
を
飾
る
の
に
相
応
し
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
問
）

同
シ
ェ

l

ラ
l

「
命
題
（
∞ω
R
）
〈
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
い
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
う
〉
の
歴
史
は
、
法
源
の
あ
る
命
題

を
そ
れ
が
本
来
も
っ
ぱ
ら
規
定
さ
れ
て
い
た
関
連
か
ら
引
き
離
す
と
き
に
、
い
か
に
誤
っ
た
結
論
に
陥
る
の
か
、
ど
れ
ほ
ど
大
き
な

（
胤
）

概
念
の
混
乱
が
生
じ
る
の
か
を
わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
い
る
」
。
シ
ェ
l

ラ
l

は
こ
う
書
き
出
し
た
あ
と
、
歴
史
的
展
開
を
辿
り
、
法

諺
の
意
味
を
明
確
に
し
た
の
ち
に
、
法
源
の
態
度
を
分
析
・
検
討
し
、
結
論
を
定
式
化
す
る
。
し
か
し
、
歴
史
的
展
開
の
叙
述
の
う
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ち
、
み
る
べ
き
と
こ
ろ
は
す
で
に
さ
き
に
取
り
上
げ
た
か
ら
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
な
お
、
最
後
に
、
当
時
公
表
問
も
な
か
っ
た

B
G
B

第
一
草
案
お
よ
び
『
理
白
書
』
に
つ
き
評
価
を
下
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
稿
で
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
郎
）

シ
ェ
l

ラ
l

は
か
の
法
諺
の
歴
史
的
展
開
を
追
跡
し
た
あ
と
、
そ
の
「
意
味
」
を
「
文
言
」
か
ら
確
定
し
よ
う
と
試
み
る
。
そ
の

前
提
と
し
て
、
こ
の
法
諺
は
、
①
「
総
体
（
の
吉
見
ω
）
」
と
の
関
係
で
の
み
、
し
か
し
、
②
「
第
三
者
の
諸
権
利
が
問
題
と
な
る
場

合
」
に
限
っ
て
問
題
と
な
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
「
地
位
（
盟
ω
R
）
」
の
空
白
と
補
充
が
問
題
と
な
る
の
は
総
体
と
の
関
係
に
限
ら

れ
（
①
）
、
ま
た
、
財
産
の
代
替
性
は
一
般
に
は
「
集
合
概
念
と
し
て
の
財
産
の
性
質
の
結
果
」
で
あ
る
と
こ
ろ
、
第
三
者
の
諸
権

利
が
関
与
し
な
い
限
り
、
特
別
な
法
命
題
は
不
要
だ
か
ら
（
②
）
。
こ
う
論
じ
た
あ
と
、
法
源
の
文
言
的
意
味
を
次
の
よ
う
に
確
定

す
る
。
川
〈
物
（
3

）
〉
〈
代
価
（B
t
S

）
〉
。
一
方
、
〈
物
〉
に
つ
い
て
は
「
財
産
構
成
要
素
（
5
5
0

向
。
ロω
5
5

窓
口
）
」
（
最
広

義
）
ま
た
は
「
有
体
物
（
『2
8

弓
ミ
包
2

）
」
（
狭
義
）
の
い
ず
れ
の
理
解
も
可
能
で
あ
る
。
他
方
、
〈
代
価
〉
に
つ
い
て
は
そ
う
で
は

な
い
。
次
の
い
ず
れ
と
理
解
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。
「
金
銭
価
値
・
真
正
価
値
（
の
色
色
調
。5
2
2
B

胃
Z
E
B
）
」
あ
る
い
は

「
価
格
（
早
包ω
）
」
、
後
者
に
は
意
思
に
基
づ
く
「
売
却
代
金
」
と
、
意
思
に
基
づ
か
な
い
「
公
用
収
容
：
：
：
補
償
金
」
「
損
害
：
：
：
賠

償
金
」
「
保
険
金
」
が
含
ま
れ
る
。
ち
な
み
に
、
「
賃
金
」
「
賃
料
」
と
い
う
理
解
は
「
わ
れ
わ
れ
の
命
題
の
領
域
で
は
」
あ
ら
か
じ

め
排
除
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
物
そ
れ
自
体
で
は
な
く
労
働
ま
た
は
収
益
の
代
わ
り
だ
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
分
析
を
基
礎
に
、
か
れ

は
こ
う
考
察
す
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
う
〉
で
は
い
ず
れ
と
理
解
し
て
も
か
ま
わ
な
い
が
、
〈
物
は
代
価
の
地
位

を
襲
う
〉
で
は
「
売
却
代
金
」
の
意
味
で
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
特
殊
な
交
換
財
貨
で
あ
る
物
と
一
般
の
交

換
財
貨
で
あ
る
金
銭
の
相
違
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
物
が
代
価
の
代
わ
り
に
な
っ
た
と
い
う
に
は
法
律
行
為
の
仲
介
を
要
す
る
こ
と
な

ど
に
あ
る
。
も
っ
と
も
、
〈
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
う
〉
の
際
に
も
こ
こ
で
は
「
売
却
代
金
」
と
規
定
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
様
々

な
解
釈
が
あ
り
う
る
と
し
た
ら
適
用
不
可
能
か
怒
意
的
適
用
に
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
こ
う
し
た
理
解
が
学
説
（
グ
リ
ュ
ッ
ク
、

ミ
ュ

l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
、
ヴ
ェ
ヒ
タ

1

）
と
、
法
源
（
U
－
u
い
い
。
胃
・
一
回
）
－

P
ω
い
0

・
r
ロ
－
P
ω
w
M
O
W
S
一
円
）
・
P
ω
い
0

・
H切
’H
N
U－
P
ω
い
0

・
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N
H一
口
－P
ω
・N
N一
口
－P
ω
w
N
F
H）に
適
合
す
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ω
〈
地
位
を
襲
、
つ
（
2
2

注
目
立
三
。g
B

）
〉
。
〈
地
位
を
襲

う
〉
を
最
広
義
に
解
釈
す
る
と
、
他
の
法
諺
す
な
わ
ち
〈
代
位
す
る
も
の
は
代
位
さ
れ
る
も
の
の
性
質
を
受
取
る
〉
と
同
一
の
意
味

を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
特
徴
は
、
①
代
位
物
の
性
質
承
継
、
②
地
位
の
当
然
の
充
填
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
う

し
た
解
釈
は
相
当
で
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
た
と
え
ば
非
代
替
物
の
売
却
の
際
に
取
得
さ
れ
た
代
金
を
非
代
替
物
と
規
定
し
、
盗
品

購
入
の
際
に
自
己
の
代
金
を
支
払
っ
た
買
主
へ
盗
品
所
有
権
の
移
転
を
認
め
る
の
は
倒
錯
し
て
い
る
こ
と
（
①
）
、
原
所
有
者
の
権

54 

利
お
よ
び
処
分
者
の
返
還
義
務
の
対
象
を
当
然
に
代
位
物
へ
と
制
限
す
る
の
は
法
源
上
も
目
的
的
見
地
か
ら
も
相
当
で
な
い
こ
と

（
②
）
に
あ
る
。
か
の
法
諺
は
「
少
な
く
と
も
ま
さ
に
叙
述
さ
れ
た
意
味
で
は
」
維
持
で
き
な
い
。
近
時
の
学
説
が
こ
の
法
諺
に
消

極
的
評
価
を
下
し
て
い
る
の
は
正
当
で
あ
る
が
、
支
配
的
見
解
は
な
お
限
定
肯
定
説
を
と
っ
て
い
る
［
各
論
者
に
お
け
る
か
の
法
諺

（
附
）

の
理
解
が
実
証
的
に
確
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
］
。
し
か
し
、
プ
フ
タ
の
「
講
義
」
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
一
見
か
の
法
諺

が
適
用
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
ケ

l

ス
も
、
「
法
効
果
の
真
の
原
因
2
3
R
Z
）
」
は
じ
つ
は
「
ま
っ
た
く
異
な
る
要
素
（
富
や

い
ま
や
、
こ
の
主
張
が
法
源
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

s
g

円
）
」
に
あ
る
。

シ
ェ
1

ラ
l

の
法
源
研
究
は
、
お
お
む
ね
ミ
ュ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
、
ヴ
ェ
ヒ
タ

l

、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
、

マ
ン
ド
リ
、

フ
ィ
ッ
テ
ィ

ベ
ヒ
マ
ン
の
研
究
の
総
合
と
い
っ
て
よ
い
。
だ
か
ら
、
ご
く
簡
潔
に
論
旨
を
整
理
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。
第
一
に
、
相
続
財

（
附
）

産
に
つ
い
て
。
ま
ず
、
〈
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
う
〉
は
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
。
川
〔
主
た
る
典
拠
〕
パ
ウ
ル
ス
が
り
－P
ω
い
N
で

引
い
た
ハ
ド
リ
ア

l

ヌ
ス
帝
の
宣
示
は
そ
れ
自
体
で
は
根
拠
と
な
ら
な
い
。
①
宣
示
の
表
現
（
3
Z
ω
F
』
g
E
E
B

色
。
）
、
②
宣
示

ン
グ
、

の
性
格
（
法
命
題
［
元
老
院
議
決
そ
れ
自
体
〕
で
は
な
く
そ
の
動
機
づ
け
〔
回
。
間
口
E
s
m
〕
）
、
③
宣
示
引
用
の
文
脈
（
パ
ウ
ル
ス
は
自
己

の
判
断
の
理
由
づ
け
と
し
て
引
用
）
、
④
パ
ウ
ル
ス
の
判
断
内
容
（
同
一
物
再
購
入
の
際
に
は
善
意
占
有
者
は
物
と
差
額
の
返
還
義
務
を
負

う
）
が
そ
の
根
拠
で
あ
る
。
ω

〔
相
続
財
産
占
有
者
の
義
務
〕
物
を
売
却
し
た
場
合
、
善
意
占
有
者
は
売
却
代
金
を
返
還
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
利
得
の
範
囲
に
限
ら
れ
（
巴
－
P
ω
・
ぉ
胃
・
一
口
－
P
ω
w
N
F
H
S、
そ
れ
以
上
の
責
任
を
負
わ
な
い
。
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他
方
、
悪
意
占
有
者
は
つ
ね
に
売
却
代
金
と
そ
の
利
息
の
返
還
を
要
し
、
廉
価
で
売
却
し
た
際
に
は
真
正
価
値
と
そ
の
利
息
を
返
還

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
擬
制
占
有
者
（
由
。
宮ω3
Z
2
8
5
と
し
て
（
巴
－
P
ω
い
0
・
斥
5
4
5、
物
と
付
加
物
そ
れ

自
体
、
そ
れ
が
で
き
な
い
と
き
に
は
評
価
額
の
返
還
義
務
を
負
う
（
U
－
P
ω
w
N
0
・N
H）
。
以
上
の
理
は
物
が
滅
失
し
た
場
合
に
も
同
様

で
あ
る
。
こ
の
取
扱
い
を
か
の
法
諺
の
適
用
と
み
る
の
は
相
当
で
な
い
。
①
つ
ね
に
売
却
代
金
を
請
求
で
き
る
わ
け
で
も
、
か
な
ら

ず
そ
れ
に
制
限
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
②
そ
も
そ
も
善
意
悪
意
の
区
別
そ
れ
自
体
を
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
。
同
〔
相
続
人
の
権

利
〕
相
続
人
は
物
が
売
却
さ
れ
た
場
合
に
は
一
般
に
、
売
却
代
金
の
み
な
ら
ず
物
そ
れ
自
体
も
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

か
の
法
諺
で
は
こ
の
選
択
権
（
巧
島
町
ゅ
の
宮
）
を
説
明
で
き
な
い
。
な
お
、
次
の
場
合
に
は
相
続
人
の
請
求
は
売
却
代
金
に
制
限
さ

れ
う
る
。
同
善
意
占
有
者
が
買
主
に
よ
る
追
奪
請
求
に
晒
さ
れ
る
場
合
（
巴
・
印
w
ω
w
N印
・
口
）
、
制
悪
意
占
有
者
が
相
続
財
産
に
と
っ

て
不
可
欠
な
譲
渡
を
行
っ
た
場
合
（
U
－
P
ω
・
ぉ
－H
）
、
刷
物
そ
れ
自
体
が
滅
失
し
た
場
合
。
だ
が
、
制
限
の
根
拠
は
か
の
法
諺
で
は

な
い
。
そ
れ
は
、
善
意
占
有
者
の
利
得
限
度
責
任
規
定
の
潜
脱
の
防
止
（
同
）
、
悪
意
占
有
者
が
負
担
す
る
管
理
責
任
と
の
均
衡
・

公
平
（
似
て
も
っ
ぱ
ら
自
然
上
の
原
因
（
例
）
に
あ
る
。
同
〔
相
続
財
産
へ
の
帰
属
〕
法
源
は
売
却
代
金
が
相
続
財
産
に
帰
属
す

る
な
ど
と
い
う
擬
制
を
用
い
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
売
却
代
金
占
有
者
は
相
続
請
求
の
被
告
と
な
り
う
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
（
巴
・

（
胤
）

印
・ω

・
5
・
r
u
－
P
ω・
5
・
N
U
－
P
ω
・
5
・
日
ロ
－P
ω
・
5
・
N
U
－
P
ω
w
N
p
r
u－u
w
ω・2
・
H
）
。
次
に
、
〈
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉
に
つ

（
削
）

い
て
も
結
論
は
変
わ
ら
な
い
。
ω

〔
主
た
る
典
拠
〕
ロ
・ω
υ
い
N
の
よ
う
な
手
掛
か
り
は
存
し
な
い
。
よ
く
引
か
れ
る
ロ
－

P
ω
い
。

に
お
い
て
も

2
2
a
q
m
w
と
い
う
表
現
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。

ω

〔
相
続
財
産
占
有
者
の
義
務
〕
相
続
財
産
占
有
者
は
善
意
悪

意
を
問
わ
ず
、
相
続
財
産
の
た
め
に
（
宮
司
）
購
入
し
た
場
合
、
購
入
物
の
返
還
義
務
を
負
う
け
れ
ど
も
、
反
対
に
、
自
己
の
た
め
に

そ
う
し
た
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
な
い
（
ロ
・
印w
ω・
8
H
R
E
H）。
こ
の
こ
と
は
購
入
資
金
の
出
所
が
相
続
財
産
で
あ
る
か
占
有
者
の
固

有
財
産
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
取
扱
い
の
根
拠
は
か
の
法
諺
で
は
な
く
、
相
続
財
産
の
占
有
を
顧
慮
し
て

こ
れ
を
機
縁
に
取
得
し
た
か
ど
う
か
に
あ
る
。
な
お
、
相
続
財
産
中
の
金
銭
を
用
い
た
場
合
に
は
金
銭
返
還
義
務
も
負
う
け
れ
ど
も
、
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善
意
占
有
者
は
利
得
の
範
囲
で
返
還
す
れ
ば
よ
く
、
し
た
が
っ
て
ま
た
購
入
物
の
返
還
に
よ
り
免
責
さ
れ
う
る
。
ω
〔
相
続
人
の

権
利
〕
相
続
人
は
右
要
件
を
充
足
す
る
場
合
に
限
っ
て
購
入
物
を
請
求
で
き
る
が
、
そ
う
し
た
場
合
で
、
か
っ
、
相
続
財
産
中
の
金

銭
が
用
い
ら
れ
た
と
き
に
は
金
銭
返
還
請
求
も
な
し
う
る
（
選
択
権
）
。
た
だ
し
、
同
善
意
占
有
者
に
対
し
て
は
利
得
の
範
囲
の
み

請
求
で
き
、
し
た
が
っ
て
ま
た
購
入
物
返
還
を
も
っ
て
対
抗
さ
れ
る
、
刷
悪
意
占
有
者
に
対
し
て
も
購
入
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
際

に
は
購
入
物
し
か
請
求
で
き
な
い
。
同
〔
相
続
財
産
へ
の
帰
属
〕
根
拠
と
さ
れ
る
ロ
－P
ω
い
o
Z
こ
S
E
E
E
E
E
B

島
宮
件
。B
は
、

次
の
法
文
［
同
］
と
の
関
係
上
、
話
口
E
E
Z
F
O
B
品
目g
g
B

目
指
民
昨
日
。

5
B

と
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
購
入
物
の
相
続
財
産
へ
の

(m
)(

m
) 

帰
属
を
支
持
す
る
も
の
で
は
な
い
。
第
二
に
、
相
続
財
産
以
外
の
ケ
l

ス
に
つ
い
て
。
①
か
の
法
諺
は
相
続
財
産
に
す
ら
妥
当
せ
ず
、

②
U
－
P
ω
w
N
0・5
も
拡
張
を
許
容
し
な
い
以
上
、
他
の
ケ
l

ス
に
対
す
る
適
用
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
個
別
に
み
る
と
次
の
と
お

56 

り
で
あ
る
。
ま
ず
、
特
有
財
産
・
軍
営
特
有
財
産
に
は
、
た
し
か
に
構
成
要
素
の
変
動
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
ロ
・5
・
F
8

官
一
円
・

マ
ン
ド
リ
と
フ
イ
ツ
テ
ィ
ン
グ
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
財
産
と
し
て
の
特

（
問
）

質
」
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
［
詳
し
い
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
い
］
。
次
に
、
嫁
資
に
つ
い
て
は
こ
う
で
あ
る
。
夫
は
非
代
替

物
な
ら
現
物
、
代
替
物
な
ら
同
種
同
量
の
物
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
定
包
－U
・
ぉ
υ
込
N
］
が
あ
る
以
上
、
そ

の
逸
脱
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、

ω

［
特
別
な
］
法
規
定
か
、
あ
る
い
は
、
ω
夫
婦
の
意
思
の
合
致
に
限
ら
れ
る
。
ω
に
は
、
公
用
収

容
の
ケ
1

ス
な
ど
、
川
に
は
、
同
嫁
資
の
書
換
え
（
司3
5
c
g

位
。
）
（
妻
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
こ
と
が
必
要
〔
U
・
N
ω・
ω
w
N岱
〕
）
を
夫
婦

が
明
示
的
に
合
意
す
る
場
合
、

ω
夫
に
よ
る
嫁
資
物
の
譲
渡
ま
た
は
嫁
資
金
銭
に
よ
る
購
入
に
妻
が
同
意
を
与
え
る
場
合
が
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
夫
が
一
方
的
に
無
権
限
で
譲
渡
し
た
場
合
に
は
、
妻
は
第
三
者
に
お
－

i
ロ
色
。
邑P

夫
に
利
益
賠
償
を

請
求
で
き
る
。
ロ
－
N
ω
L－w
忠
は
嫁
資
金
銭
に
よ
る
購
入
物
は
嫁
資
に
な
る
と
い
う
が
、
そ
の
趣
旨
は
妻
の
金
銭
請
求
を
排
除
す
る

と
こ
ろ
に
は
な
く
、
夫
が
金
銭
を
支
払
わ
な
い
場
合
に
妻
に
購
入
物
を
請
求
す
る
権
利
を
与
え
る
、
つ
ま
り
妻
の
担
保
の
た
め
の
特

別
な
法
規
定
［
川
の
一
種
］
と
い
う
に
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
と
は
矛
盾
し
な
い
。
か
の
法
諺
の
適
用
は
存
し
な
い
の
で
あ
る
。

尽
・
8
・
r
h
p）
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
か
の
法
諺
で
は
な
く
、
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最
後
に
、
担
保
権
に
つ
き
、
当
事
者
が
総
財
産
ま
た
は
集
合
物
に
担
保
を
設
定
し
た
際
に
は
、
実
行
ま
で
に
生
じ
た
担
保
客
体
の
変

動
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
か
の
法
諺
で
は
な
く
、
当
事
者
意
思
あ
る
い
は
担
保
客
体
の
経
済
的
用
途
に
存
す
る
。

（
問
）

シ
ェ
l

ラ
l

は
自
己
の
結
論
を
次
の
三
点
に
ま
と
め
る
。
す
な
わ
ち
、
同
法
諺
〈
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を

襲
う
〉
が
法
源
上
相
続
財
産
の
領
域
で
現
れ
る
の
は
「
法
命
題
（
同2
F
Z
g
R
）
」
で
は
な
く
、
「
他
の
根
拠
に
基
づ
く
法
効
果
の
表

現
（
〉
z
a
E
兵
）
」
と
し
て
だ
け
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
に
、

ω
こ
の
法
諺
は
相
続
財
産
の
領
域
で
す
ら
妥
当
し
な
い
以
上
、
旧

理
論
に
よ
り
好
ま
れ
た
相
続
財
産
以
外
の
領
域
に
対
す
る
拡
張
も
ま
た
「
完
全
に
拠
り
所
を
失
う
」
こ
と
、
［
そ
の
反
面
、
］
刷
こ
の

法
諺
に
他
の
根
拠
に
基
づ
く
法
効
果
の
表
現
以
上
の
も
の
を
認
め
な
い
な
ら
、
旧
理
論
の
よ
う
に
g

－5
3
5
1

ロ
ユω
に
制
限
さ
れ

る
こ
と
は
な
く
、
「
同
じ
く
集
合
物
（
∞R
5
2
5
B
P
o
g
に
も
適
用
さ
れ
う
る
」
こ
と
。

（
問
）

ω

シ
ユ
ル
テ
シ
ユ
ル
テ
の
研
究
は
、
相
続
請
求
と
嫁
資
訴
権
に
お
け
る
か
の
法
諺
、
と
く
に
〈
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉

の
相
違
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
〈
市
民
法
に
お
け
る
定
義
は
す
べ
て
危
険
で
あ
る
（
。
B
E
ω
色
色
旦
吾

E
Y
2
a
i
ロ
芳
江g
z
g

2
3
〉
と
い
う
ロ
l

マ
の
法
学
者
の
言
明
を
充
分
に
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
と
り
わ
け
抽
象
好
き
な
ド
イ
ツ
人
は
、
現

実
に
は
存
在
し
な
い
法
命
題
を
手
に
し
、
そ
し
て
こ
と
に
よ
る
と
小
さ
か
っ
た
一
つ
の
誤
り
に
い
っ
そ
う
重
要
な
事
柄
が
結
び
つ
け

ら
れ
、
最
後
に
は
そ
も
そ
も
出
発
点
が
見
失
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
：
：
：
命
題
〈
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
い
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
う
〉

（
出
）

は
こ
の
こ
と
の
一
例
を
わ
れ
わ
れ
に
提
供
し
て
い
る
」
。
こ
う
し
た
懐
疑
的
態
度
を
示
し
た
あ
と
、
歴
史
的
展
開
を
振
り
返
り
、

各
々
の
規
律
と
両
者
の
相
違
を
考
察
し
、
最
後
に
施
行
を
間
近
に
控
え
た
ド
イ
ツ
民
法
典
に
簡
潔
な
コ
メ
ン
ト
を
付
す
る
。
引
用
こ

（
問
）

そ
さ
れ
て
い
な
い
が
シ
ェ
l

ラ
l

の
研
究
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
り
、
か
れ
の
独
創
性
は
主
と
し
て
両
者
の
対
比
部

分
に
限
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
部
分
に
重
点
を
お
い
て
み
て
い
く
。
最
後
の
コ
メ
ン
ト
は
次
稿
で
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し

,.
EO 

宇
J

しシ
ユ
ル
テ
は
、
相
続
請
求
と
嫁
資
訴
権
に
お
け
る
《
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉
の
妥
当
性
に
つ
き
、
み
ず
か
ら
結
論
を
定
式
化
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（
問
）

一
方
、
相
続
請
求
に
つ
い
て
は
こ
う
で
あ
る
。
〈
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉
をU
・
印
．ωい
C
か
ら
導
く
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
れ
は
他
の
根
拠
に
基
づ
く
法
効
果
を
、
ほ
ぼ
正
し
く
書
き
換
え
た
も
の
（
巳
忠
告
忌
宮
吉
弘
ユ
岳
民
向
。
戸
E
R
F
5
5
5
m）

で
あ
る
。
か
の
法
諺
で
は
次
の
規
律
を
根
拠
づ
け
ら
れ
な
い
。
ま
ず
、
要
件
と
の
関
係
。
二
つ
の
ケ
l

ス
が
区
別
さ
れ
る
。
同
善

意
の
相
続
財
産
占
有
者
が
相
続
財
産
の
た
め
に
（
宮
吋
）
相
続
財
産
中
の
金
銭
ま
た
は
自
己
の
金
銭
に
よ
り
物
を
購
入
し
た
場
合
、
相

（
問
）

続
人
は
物
の
み
を
請
求
で
き
、
ま
た
、
占
有
者
は
物
の
み
を
給
付
で
き
る
。
ω
善
意
の
相
続
財
産
占
有
者
が
相
続
財
産
中
の
金
銭
に

58 

し
て
い
る
。

よ
り
自
己
の
た
め
に
購
入
し
た
場
合
に
は
、
相
続
人
は
金
銭
の
み
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
他
面
、
占
有
者
は
物
を

自
己
の
利
得
と
し
て
引
き
渡
す
こ
と
に
よ
り
対
抗
で
き
る
。
次
に
、
効
果
と
の
関
係
。
相
続
人
は
相
続
請
求
に
よ
り
購
入
物
を
あ
く

（
問
）

ま
で
人
的
給
付

e
g
g
g
巴
。5
ω

旬
。
叫ω
。
s
r
ω
）
と
し
て
請
求
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
他
方
、
嫁
資
訴
権
に
つ
い
て
は
こ
う
で
あ
る
。

妻
の
同
意
が
あ
る
場
合
と
な
い
場
合
に
分
け
ら
れ
る
。
夫
が
妻
の
同
意
と
と
も
に
婚
姻
継
続
中
に
嫁
資
金
銭
に
よ
っ
て
物
を
購
入
し

た
場
合
、
妻
の
意
思
が
認
め
ら
れ
か
つ
妻
に
不
利
益
が
生
じ
な
い
な
ら
、
こ
の
物
は
金
銭
の
代
わ
り
と
な
る
。
〈
物
は
代
価
の
地
位

を
襲
う
〉
は
「
こ
こ
で
、
そ
し
て
ま
た
こ
こ
で
の
み
」
法
状
況
を
完
全
に
指
示
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
妻
の
同
意
が
な
い
場
合
に

は
、
妻
は
依
然
と
し
て
金
銭
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
、
妻
も
夫
も
〈
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉
を
引
き
合
い
に
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
妻
は
金
銭
請
求
の
担
保
の
た
め
に
、
夫
の
財
産
中
に
存
す
る
物
に
対
す
る
〈
宮
島w
色
。
ロ
を
有
す
る
。
こ
の

〈
宮
内
出w
m
w昨日
。
ロ
は
、
夫
が
婚
姻
解
消
後
ま
た
は
事
実
上
の
倒
産
後
に
物
を
譲
渡
し
た
場
合
に
は
、
第
三
者
に
対
し
て
も
無
制
限
に
主

張
で
き
る
。

（
瑚
）

こ
う
し
た
相
違
は
次
の
諸
点
か
ら
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
川
相
続
請
求
の
際
に
は
、
真
正
相
続
人
の
利
益
と
、
と
く
に
ロl
マ
相
続

制
度
の
複
雑
性
か
ら
容
易
に
生
じ
う
る
相
続
財
産
占
有
者
お
よ
び
そ
の
債
権
者
の
利
益
の
調
和
、
な
ら
び
に
、
財
産
総
体
に
お
け
る

交
替
の
必
要
性
と
不
可
欠
性
に
か
ん
が
み
、
［
善
意
の
相
続
財
産
占
有
者
が
相
続
財
産
の
た
め
に
購
入
を
行
っ
た
と
き
に
］
相
続
人

に
そ
の
有
利
不
利
い
か
ん
に
か
か
か
わ
ら
ず
、
一
方
で
は
、
承
認
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
、
他
方
で
は
、
請
求
の
権
利
が
与
え
ら
れ
た
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
嫁
資
訴
権
の
際
に
は
、
こ
う
し
た
歴
史
的
・
制
度
的
基
礎
は
な
く
、
夫
に
よ
る
家
族
生
活
の
濫
用
・
浪
費
に
対
し

て
妻
を
保
護
す
る
こ
と
、
そ
う
す
る
こ
と
が
帝
国
存
続
に
と
っ
て
も
必
要
と
の
顧
慮
か
ら
、
最
後
に
は
夫
の
財
産
に
対
す
る
一
般
抵

当
権
が
付
与
さ
れ
た
。

ω

［
善
意
の
相
続
財
産
占
有
者
が
相
続
財
産
の
た
め
に
購
入
を
行
っ
た
場
合
、
］
相
続
請
求
の
規
律
は
、

〈
危
険
が
帰
す
る
者
に
利
益
が
帰
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
お
。
自
目
。
含B
巳
5
2

路
島
o
g
F
g
E
ω
2仲
間
百
ユ2E
B
）
〉
と
い
う
原
理

を
基
礎
と
し
、
購
入
物
に
対
す
る
請
求
権
は
あ
く
ま
で
対
人
的
性
質

e
q
怠
忌
各

q
Z

何
回
宮
司
）
に
と
ど
ま
り
、
け
っ
し
て
真
正
相
続

人
の
人
格
と
結
合
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
特
定
承
継
人
も
こ
の
権
利
を
主
張
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
嫁
資
訴
権
の

規
律
は
、
右
の
原
理
で
は
な
く
、
夫
の
財
産
中
に
存
す
る
物
に
対
す
る
ヨ
ロ
色
付
色
。
ロ
は
妻
の
有
利
に
の
み
働
き
、
そ
の
対
物
的
性

格
（
岳
ロm
z
n
F
2
Z巳ロ
円
）
か
ら
、
婚
姻
解
消
後
ま
た
は
事
実
上
の
倒
産
後
に
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
他
の
物
権
に
優
先
す
る
反
面
、

妻
の
特
権
（
司
ユ
i
r
m）
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
た
め
に
、
妻
と
そ
の
相
続
人
以
外
の
他
人
は
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な

lv 

四

一
九
世
紀
ド
イ
ツ
普
通
法
学
全
体
の
総
括

一
九
世
紀
ド
イ
ツ
普
通
法
学
全
体
の
議
論
を
、
法
諺
〈
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
い
物
は
代
価
の

（
問
）

地
位
を
襲
、
っ
〉
を
基
点
に
す
え
、
総
論
的
な
い
し
基
礎
理
論
的
な
視
角
か
ら
、
現
代
の
物
上
代
位
論
と
の
関
係
も
顧
慮
し
つ
つ
総
括

以
上
の
後
期
の
考
察
を
踏
ま
え
、

す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

同
発
展
史
一
八
世
紀
末
の
ド
イ
ツ
普
通
法
学
で
は
、
中
世
ロ

l

マ
法
学
に
萌
芽
を
有
す
る
次
の
よ
う
な
ロ
巳
5
3
E
ω
B
E

E
B

理
論
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ロ
口
町
q

包
冨
ω
5
2
5

を
ロ
巴
5
2
E

乞
ロ
ユ
ω

と
ロ
巳
2
3

日S
ω
皆
怠
に
区
別
し
、
前
者

に
は
後
者
と
異
な
る
規
律
、
と
く
に
対
物
的
包
括
訴
権
と
か
の
法
諺
が
妥
当
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

59 

一
九
世
紀
の
初
め
に
ハ



ッ
セ
と
ミ
ュ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
が
〉
の
司
論
文
に
お
い
て
批
判
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
一
と
他
の
差
異
を
絶
対
的
な
も
の
と
前
提
す

60 
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る
二
分
法
理
論
で
あ
り
、
そ
の
戦
略
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
は
典
拠
批
判
（

0
5
辛
口
町
註
宵
）
と
い
う
手
法
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
の

批
判
は
一
時
は
完
全
に
受
容
さ
れ
た
が
、
一
九
世
紀
の
末
に
は
ロ
巳2
3

－S
ω
吉
ユ
ω
と
ロ
口
町
q

包
冨
ω
p
a

の
区
別
そ
れ
自
体
を
放

棄
す
る
の
は
相
当
で
な
い
、
と
い
う
認
識
で
一
致
し
た
。
け
れ
ど
も
、
か
れ
ら
の
批
判
の
主
眼
の
一
つ
、
す
な
わ
ち
ロ
巳
5
2
5
ω

吉
ユ
ω

と
か
の
法
諺
の
一
般
的
結
合
は
不
当
で
あ
る
、
と
い
う
点
は
共
有
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
か
の
法
諺
に
つ
き
一
般
適
用
説
は

姿
を
消
し
、
制
限
適
用
説
対
適
用
否
定
説
と
い
う
対
立
構
図
が
成
立
す
る
一
方
、
「
自
己
展
開
能
力
」
理
論
と
い
う
新
た
な
理
論
が

提
唱
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
以
下
、
区
別
論
と
法
諺
論
に
分
け
て
若
干
の
問
題
を
分
析
し
よ
う
。

ω

区
別
論
第
一
に
、
口
口
町
2
ω
5
1
ロ
ユω
と
ロ
ロ
町
q

巴
宮
ω

皆
怠
の
区
別
は
な
ぜ
維
持
さ
れ
た
の
か
。
区
別
擁
護
論
の
晴
矢
と

な
っ
た
中
期
の
論
者
・
キ
l

ル
ル
フ
と
、
後
期
末
葉
に
属
す
る
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
と
デ
ル
ン
ブ
ル
ク
は
と
も
に
、
吉ωを
主
観
的
意

味
つ
ま
り
N

権
利
d
と
理
解
し
、
庁
内
容
d
の
相
違
に
よ
り
両
者
の
区
別
を
基
礎
づ
け
た
。
こ
れ
は
、
2
2
月
包
ロ
・

5
w
N
L・
∞
を

淵
源
と
す
る
伝
統
的
見
解
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
聞
に
は
、
プ
フ
夕
、
ジ
ン
テ
ニ
ス
、
ゾ
イ
フ
ェ
ル
ト
な
ど
、
同
じ
く

吉
ω

を
主
観
的
意
味
に
理
解
す
る
も
の
と
、
反
対
に
、
こ
れ
を
客
観
的
意
味
つ
ま
り
庁
法
H
と
理
解
す
る
も
の
が
対
立
し
て
い
た
。

後
者
の
陣
営
の
う
ち
、

の
相
違
に
着
目
す
る
の
に
対
し
て
、
ヴ
ェ
ヒ
タ

l

『
パ
ン

ベ
ヒ
マ
ン
、
ピ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
な
ど
は
庁
基
礎
H

ノ
イ
ナ
ー
な
ど
は

N

規
律
d

の
相
違
に
着
目
す
る
。
な
ぜ
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
と
デ
ル
ン
ブ
ル
ク
は
伝
統
的
見
解
に

与
し
た
の
か
。
論
旨
を
ま
と
め
る
と
、
そ
れ
は
、
総
体
を
め
ぐ
る
法
と
事
実
の
混
交
・
事
実
の
基
底
性
、
（
有
体
）
物
と
権
利
（
無
体

物
）
の
区
別
と
い
う
体
系
的
視
座
か
ら
、
ロ
ロ
言
。
訪
日

S
ω
の
相
対
的
性
質
を
前
提
と
し
て
、
宮ω
の
主
観
的
理
解
に
よ
る
区
別
を
支
持

す
る
の
が
相
当
と
い
う
に
あ
る
。
次
の
点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
そ
も
そ
も
ハ
ッ
セ
と
ミ
ュ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
の
批
判
の
主
眼
は
、

一
と
他
の
絶
対
的
差
異
を
貫
徹
す
る
思
考
様
式
そ
れ
自
体
に
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
庁
区
別
放
棄H
と
い
う
の
は
レ
ト
リ
ッ
ク

つ
ま
り
、
ロ
巳
2
3

芹
g

の
相
対
的
性
質
さ
え
受
容
さ
れ
る
な
ら
、
区
別
を
定
立
す
る
こ
と
に
つ
き

デ
ク
テ
ン
』
、

に
す
ぎ
な
か
っ
た
節
が
あ
る
。
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絶
対
に
反
対
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
読
み
が
恋
意
的
で
な
い
こ
と
は
、
ミ
ュ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
自
身
が
『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
』

第
三
版
に
お
い
て
キ
l

ル
ル
フ
の
反
論
に
対
し
て
、
「
z
E
S
E
－S
ω
｝
ロ
ユ
ω

に
よ
っ
て
財
産
を
指
示
す
る
こ
と
に
実
際
な
ん
ら
の
異
存

も
あ
り
え
な
い
」
と
応
援
し
て
い
た
こ
と
引
け
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
反
対
に
、
逆
説
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
ハ
ッ
セ
と
ミ
ュl
レ

ン
ブ
ル
ッ
フ
が
ロ
ロ
Z
o
a
－S
ω

の
相
対
的
性
質
を
論
証
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
哲
学
的
・
体
系
的
・
便
宜
的
視
座
か
ら
区

別
を
定
立
す
る
こ
と
が
容
易
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
両
区
別
か
ら
絶
対
的
に
結
論
が
引
き
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
安
ん

じ
て
区
別
そ
れ
自
体
に
つ
き
も
っ
ぱ
ら
一
般
的
視
座
か
ら
語
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
と
は
、

個
別
具
体
的
な
問
題
の
解
決
と
い
う
視
点
か
ら
は
区
別
そ
れ
自
体
を
普
遍
抽
象
的
に
論
ず
る
実
益
が
少
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す

（
政
）

る
。
現
代
で
は
一
般
に
区
別
論
そ
れ
自
体
に
は
ま
っ
た
く
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
以
上
の
事
情
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
ロ
ロZ
2
包
宮
ω

宮
ユ
ω

の
際
に
は
な
に
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
か
。
具
体
的
に
は
、
特
別
財
産
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
か
、

財
産
一
般
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
か
D

前
者
に
た
つ
の
が
伝
統
的
見
解
、
普
通
法
学
上
も
多
数
説
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ロ
E
・

2
3
5
ω

宮
ユ
ω

の
例
と
し
て
は
相
続
財
産
、
特
有
財
産
、
（
一
般
に
は
）
嫁
資
を
挙
げ
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
プ
フ
夕
、
ア
ル
ン
ツ
、

ゾ
イ
フ
ェ
ル
ト
、

ベ
ヒ
マ
ン
、
ノ
イ
ナ
l

、
ヴ
ェ
ヒ
タ

l

『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
」
な
ど
、
末
葉
で
は
デ
ル
ン
ブ
ル
ク
。
こ
れ
に
対
し
て
、

後
者
に
与
し
た
の
は
、
キ
l

ル
ル
フ
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
な
ど
、
末
葉
で
は
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
。
も
っ
と
も
、
各
論
者
が
立
場
の

相
違
を
明
確
に
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
こ
の
間
い
と
の
関
連
で
は
次
の
点
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
は
、
も
と
も
と
ロ
巳
5
3

－g
ω
吉
ユ
ω
に
妥
当
す
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
特
別
の
規
律
は
、
特
別
財
産
、
と
く
に
相
続
財
産
を
念
頭

に
お
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
。
か
の
法
諺
に
つ
い
て
は
り
－

P
ω
・
お
と
り
－
P
ω
・
N
0・
5

が
主
た
る
典
拠
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
を

示
せ
ば
足
り
る
。
こ
の
問
題
に
は
ま
た
す
ぐ
あ
と
で
立
ち
返
る
だ
ろ
う
。
二
つ
は
、
ロ
ロzq
巴
宮
ω

の
相
対
的
性
質
が
受
容
さ
れ
る
と
、

Z
E
S
E
－S
ω
吉
ユ
ω

の
想
定
対
象
を
限
定
す
る
意
味
が
小
さ
く
な
る
こ
と
。
こ
の
こ
と
は
一
の
裏
面
で
あ
る
。
ロ
E
5
3
山
富ω
宮
ユ
ω
だ

か
ら
と
い
っ
て
当
然
に
特
別
の
規
律
が
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
た
ら
、
想
定
対
象
を
財
産
一
般
に
広
げ
る
こ
と
に
大
き
な61 
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障
害
は
な
い
も
の
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
コ
一
つ
は
、
想
定
対
象
の
問
題
と
区
別
基
準
の
問
題
の
関
連
性
。
普
通
法
学
上
こ
の
点

が
と
く
に
意
識
さ
れ
て
い
た
形
跡
は
な
い
。
現
代
で
も
区
別
論
そ
れ
自
体
に
対
す
る
関
心
の
低
下
と
相
即
し
て
、
一
般
論
と
し
て
は

語
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
特
別
財
産
に
つ
い
て
は
、
法
、
よ
り
精
確
に
は
、
法
律
に
よ
ら
な
け
れ
ば
創
設
で
き
な
い
、
法
律
上

（
問
）

の
特
別
な
規
律
が
適
用
さ
れ
る
、
な
ど
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
特
別
財
産
に
つ
き
、
後
期
末
葉
に
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
と
デ

ル
ン
ブ
ル
ク
に
よ
っ
て
一
旦
捨
て
去
ら
れ
た
普
通
法
学
説
、
す
な
わ
ち
宮

ω

の
客
観
的
理
解
が
ふ
た
た
び
復
活
し
て
い
る
の
を
み
て

62 

と
る
こ
と
が
で
き
る
。

P
し

あ
る
な
ら
そ
の
交
替
の
た
め
に
か
の
法
諺
を
援
用
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
普
通
法
学
上
、
こ
の
間
い
が
否
定
さ
れ
、
か

の
法
諺
と
ロ
ロ
守q
包
宮
ω
が
別
個
の
も
の
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
歴
史
的
展
開
を
み
れ
ば
明
白
で
あ
る
。
問
題
は
否
定
の
有
様
に
あ

り
、
そ
れ
が
顕
現
す
る
の
は
財
産
に
お
い
て
で
あ
る
。
普
通
法
学
上
一
般
に
、
か
の
法
諺
は
財
産
一
般
の
交
替
で
は
な
く
、
相
続
財

産
、
特
有
財
産
、
嫁
資
の
よ
う
な
特
別
財
産
の
交
替
を
基
礎
づ
け
る
、
つ
ま
り
、
一
般
原
則
に
よ
れ
ば
当
該
財
産
に
は
帰
属
し
な
い

で
あ
ろ
う
取
得
物
を
、
こ
れ
に
反
し
て
当
該
財
産
に
帰
属
さ
せ
る
も
の
と
構
想
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
ロ
口
町
q
a
s
ω
吉
ユ
ω
と

し
て
特
別
財
産
を
想
定
す
る
多
数
説
に
と
っ
て
は
自
明
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
だ
が
、
明
示
的
に
説
く
も
の
も
欠
け
て
な
い
。
ヴ

法
諺
論

第
一
に
、
法
諺
と
ロ
ロ
宅
2
2
S
ω
概
念
の
関
係
に
つ
い
て
。
三
つ
の
問
い
を
立
て
よ
う
。
ま
ず
、
ロ
ロ
－2
3

－S
ω
で

エ
ヒ
タ

l

『
論
究
』
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
、
さ
ら
に
シ
ェl
ラ
l

。
特
有
財
産
を
め
ぐ
る
「
自
己
展
開
能
力
」
理
論
も
同
じ
レ
ベ
ル
に

位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ン
ド
リ
が
定
式
化
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
「
権
力
所
有
者
の
許
容
（
の82
2
Z

）
と
現
実
の
供

与
（
諸
島
ω

【
笠
宮
一
｛
5
2
5
r
e
t

。
］
）
［
本
来
の
成
立
要
件
］
な
く
し
て
特
有
財
産
の
内
容
が
増
加
変
動
す
る
こ
と
」
を
基
礎
づ
け

る
理
論
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
か
の
法
諺
は
財
産
一
般
の
交
替
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
る
、
と
積
極
的
に
述
べ
る
も
の
は

み
い
だ
せ
な
い
。
キ
ー
ル
ル
フ
は
適
用
否
定
説
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
は
制
限
適
用
説
で
あ
る
が
、
そ
の
適
用
範
囲
は
相
続
財
産
で

あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ

l

は
「
自
己
展
開
能
力
」
理
論
に
つ
き
こ
の
立
場
に
与
す
る
こ
と
を
明
言
し
、
も
っ
て
か
の
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法
諺
を
こ
れ
に
吸
収
し
よ
う
と
試
み
た
。
「
ロ
ロ
守qω
山
富
ヱ
ロ
ユ
ω

の
際
に
か
つ
て
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
他
の
命
題
〈
代
価
は
物
の
地

位
を
襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉
は
、
上
述
し
た
ロ
ロ
z
q
包
冨
ω
の
自
己
展
開
能
力
を
財
産
統
一
体
に
適
用
し
た
も
の
の
一
つ

に
ほ
か
な
ら
な
い
」
。
現
代
で
は
こ
の
立
場
を
承
継
し
、
財
産
上
の
物
上
代
位
を
財
産
理
論
に
解
消
し
よ
う
と
試
み
る
見
解
が
存

（
胤
）

す
る
。
し
か
し
、
異
端
中
の
異
端
に
す
ぎ
な
い
。
支
配
的
見
解
は
特
別
財
産
上
の
物
上
代
位
の
固
有
な
作
用
に
独
立
の
意
義
を
認
め

（
邸
）

る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
。
次
に
、
口
口
町q
a
g
ω
そ
れ
自
体
の
権
利
客
体
性
と
か
の
法
諺
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の

か
。
普
通
法
学
は
両
者
の
問
題
を
切
断
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
口
口
町2
巴
冨
ω

そ
れ
自
体
の
権
利
客
体
性
が
肯
定
さ
れ
て
も
か
の

法
諺
が
当
然
に
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
反
対
に
、
そ
れ
が
否
定
さ
れ
る
と
か
の
法
諺
が
当
然
に
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
わ
け

で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
両
問
題
が
別
個
で
あ
る
こ
と
は
、
か
の
法
諺
に
つ
い
て
の
議
論
の
仕
方
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者

は
、
た
と
え
ば
ゾ
イ
フ
ェ
ル
ト
、
ノ
イ
ナ
ー
な
ど
、
後
者
は
、
と
く
に
ヴ
ェ
ヒ
タ

l

『
論
究
』の
構
成
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
の
相

続
を
め
ぐ
る
改
説
を
参
照
。
普
通
法
学
で
は
ヴ
ェ
ヒ
タ

I

『
論
究
」
以
来
、
権
利
客
体
性
否
定
説
が
通
説
と
な
っ
た
。
こ
の
状
況
は

（
胤
）

現
代
で
も
変
化
は
な
く
、
権
利
客
体
性
の
問
題
と
物
上
代
位
の
問
題
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
も
同
じ
く
自
明
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
か
の
法
諺
は
ロ
ロ
z
q
包
冨
ω

以
外
、
つ
ま
り
個
々
の
対
象
に
は
適
用
さ
れ
な
い
の
か
。
普
通
法
学
は
次
の
立
場
を
当
然
の

前
提
と
し
て
い
た
。
ロ
ロ
ヨ2
2
E
ω
だ
か
ら
と
い
っ
て
か
の
法
諺
が
当
然
に
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
他
方
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
ロ
ロ
z
q
包
宮
ω

固
有
の
属
性
の
一
つ
で
あ
る
。
後
期
末
葉
に
は
じ
め
て
か
の
法
諺
の
意
味
に
つ
き
立
ち
入
っ
た
分
析
を
く
わ
え

た
シ
ェ
1

ラ
l

が
、
そ
れ
は
総
体
と
の
関
係
で
の
み
問
題
と
な
る
、
な
ぜ
な
ら
地
位
の
空
白
と
補
充
が
問
題
と
な
る
の
は
総
体
と
の

関
係
に
限
ら
れ
る
か
ら
、
と
い
う
非
論
理
的
な
断
定
を
臆
面
も
な
く
下
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
う
し
た
観
念
が
い
か
に
強
聞
な
も

の
で
あ
っ
た
か
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
主
た
る
要
因
は
、
ロ
巳

2
2

芹
8
3
2
B

論
の
枠
内
で
生
成
・
発
展
し
て
き
た

と
い
う
歴
史
的
経
緯
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
他
方
、
「
自
己
展
開
能
力
」
理
論
がS
Z
2
巴
g
ω
に
限
っ
て
適
用
さ
れ
た
の
は
理
論
上
当

然
の
帰
結
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
普
通
法
学
は
、
庁
代
償
d

と
い
う
視
角
か
ら
私
法
体
系
上
の
様
々
な
諸
事
象
を
総
合
的
・
体
系
的
に

63 
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（
閉
山
）

把
握
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
点
で
は
物
上
代
位
論
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
多
く
の
関
心
が
特
別
財
産
の
そ
れ

（
胸
）

に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
事
情
は
こ
う
し
た
普
通
法
学
の
伝
統
を
抜
き
に
し
て
は
説
明
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
法
諺
が
有
す
る
意
味
に
つ
い
て
。
普
通
法
学
の
議
論
は
見
通
し
が
あ
ま
り
よ
く
な
い
。
物
上
代
位
論
の
視
座
を
借
用
し
、

次
の
諸
点
か
ら
秩
序
を
も
た
ら
す
の
が
適
切
で
あ
る
。
川
客
体
承
継
論
／
権
利
取
得
論
。
客
体
の
側
か
ら
出
発
し
、
対
象
の
交
替

と
し
て
把
握
す
る
の
か
、
主
体
の
側
か
ら
出
発
し
、
権
利
の
取
得
と
し
て
把
握
す
る
の
か
。
か
の
法
諺
は
ロ
ロ
守
q

包
宮
ω
3
2
B

論
、

つ
ま
り
客
体
論
の
一
環
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
客
体
か
主
体
か
と
い
う
問
い
そ
れ
自
体
意
識
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
。
他
方
、
「
自
己
展
開
能
力
」
理
論
の
際
に
は
一
部
の
も
の
が
こ
の
間
い
を
自
覚
的
に
定
立
し
た
。
そ
の
晴

矢
は
ベ
ル
ニ
l

チ
ェ
、
か
れ
は
前
者
を
退
け
、
後
者
に
与
し
た
。
こ
れ
を
基
本
的
に
受
け
容
れ
た
の
は
後
期
マ
ン
ド
リ
で
あ
っ
た
。

物
上
代
位
に
お
け
る
客
体
承
継
論
は
か
の
法
諺
の
立
場
を
忠
実
に
承
継
し
た
も
の
で
あ
る
。
権
利
取
得
論
の
う
ち
に
は
自
己
の
独

（
問
）

創
を
強
調
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
萌
芽
は
す
で
に
「
自
己
展
開
能
力
」
理
論
の
一
部
に
み
い
だ
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。ω

私
的
自
治
・
顕
名
主
義
・
公
示
原
則
相
反
性
。
普
通
法
学
は
一
般
に
、
か
の
法
諺
に
つ
き
意
思
・
顕
名
・
公
示
の
顧
慮
な
い
し
道
守

を
格
別
必
要
と
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
法
上
当
然
か
つ
直
接
的
に
作
用
す
る
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と

は
適
用
肯
定
の
際
の
文
脈
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
意
思
・
顕
名
に
つ
い
て
は
裏
側
、
つ
ま
り
適
用
否
定
の
言
説
か
ら

も
は
っ
き
り
と
証
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
適
用
を
否
定
す
る
論
拠
と
し
て
次
の
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
相
続
財
産
へ
の
購
入

物
帰
属
に
お
け
る

N

た
め
に
（
利
益
に
お
い
て
Y

［
代
理
行
為
］
の
要
件
（
意
思
・
顕
名
）
、
嫁
資
の
変
動
に
つ
い
て
の
妻
の
同
意

（
宮s
z
g

晋
号
宏
）
の
必
要
（
意
思
）
、
集
合
物
の
一
体
的
規
律
（
譲
渡
・
担
保
設
定
・
遺
贈
）
の
意
思
解
釈
規
定
性
（
意
思
）
。
「
自 64 

己
展
開
能
力
」
理
論
は
一
般
に
、
取
得
物
の
特
有
財
産
へ
の
帰
属
に
は
権
力
服
従
者
の
意
思
を
必
要
と
し
て
い
た
。
他
方
、
例
外
に

属
す
る
が
、
意
思
・
顕
名
が
顧
慮
さ
れ
る
場
合
に
も
か
の
法
諺
の
適
用
を
説
く
も
の
が
あ
っ
た
。
明
確
な
も
の
と
し
て
、
ゾ
イ
フ
ェ

ル
ト
（
相
続
財
産
）
、
シ
ユ
ル
テ
（
嫁
資
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
公
示
に
つ
い
て
は
こ
う
し
た
消
極
的
手
法
に
よ
る
論
拠
を
示
す
こ
と
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マ
ン
ド
リ
は
自
覚
的
に
意
思
と
は
異
な
り
、
顕
名
・
公
示
に
つ
い
て
は

そ
の
不
要
を
説
い
て
い
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。
物
上
代
位
の
典
型
的
性
格
と
し
て
は
私
的
自
治
・
顕
名
主
義
・
公
示
原
則
相
反

（
問
）

性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
描
像
は
か
の
法
諺
の
一
般
的
立
場
｜
｜
少
な
く
と
も
私
的
自
治
・
顕
名
主
義
相
反
性
に
つ
い
て
は

ー
ー
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
っ
と
も
、
す
ぐ
あ
と
で
触
れ
る
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
主
観
的
代
位
を
語
る
も

の
も
み
ら
れ
る
。
同
特
別
財
産
類
型
論
。
普
通
法
学
上
一
般
に
は
、
か
の
法
諺
の
作
用
に
つ
き
類
型
化
を
試
み
る
も
の
は
存
し
な

（
問
）

か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
典
施
行
直
後
、
テ
ィ

l

レ
と
ヴ
イ
ン
ト
ミ
ユ
ラ

l

は
次
の
よ
う
な
類
型
論
を
展
開
し
た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
来
な
ら
ば
第
三
者
に
帰
属
す
る
は
ず
の
代
位
物
を
、
所
有
者
に
帰
属
さ
せ
る
作
用
を
営
む
も
の
（
帰
属
主
体
の

交
替
）
と
、
い
ず
れ
に
せ
よ
所
有
者
に
帰
属
す
る
代
位
物
を
、
所
有
者
の
一
般
財
産
で
は
な
く
、
特
別
財
産
に
帰
属
さ
せ
る
作
用
を

営
む
も
の
（
帰
属
財
産
の
交
替
）
が
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
類
型
論
は
通
常
ド
イ
ツ
民
法
学
説
の
創
見
に
か
か
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て

（
即
）

い
る
。
た
し
か
に
、
普
通
法
学
は
一
般
に
こ
う
し
た
区
別
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
ヴ
ェ
ヒ
タ
！
と
ゾ
イ
フ
ェ
ル
ト

は
、
｜
｜
定
式
化
に
は
至
ら
ず
、
要
件
の
相
違
に
昇
華
し
て
は
い
な
い
も
の
の
ー
ー
ー
相
続
請
求
（
前
者
）
と
特
有
財
産
（
後
者
［
た

（
問
）

だ
し
、
通
常
の
特
有
財
産
は
形
式
的
に
は
権
力
所
有
者
財
産
］
）
に
お
け
る
か
の
法
諺
の
作
用
の
相
違
を
は
っ
き
り
と
説
い
て
い
た
。
通

常
の
評
価
は
少
な
く
と
も
留
保
な
し
に
は
実
証
的
に
み
て
維
持
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
客
観
的
代
位
／
主
観
的
代
位
、

代
位
／
指
定
。
か
の
法
諺
は
一
般
に
、
P

資
力
の
出
所
d

の
み
を
基
準
と
す
る
場
合
に
限
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
か
の

法
諺
の
文
面
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
白
に
は
適
用
否
定
説
が
次
の
事
象
を
指
摘
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
相

続
財
産
に
帰
属
す
る
の
は
相
続
財
産
の
た
め
に
購
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
相
続
財
産
中
の
金
銭
が
用
い
ら
れ
で
も
他
の
財
産
の
た

め
に
購
入
さ
れ
た
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
な
い
反
面
、
他
の
財
産
中
の
金
銭
が
用
い
ら
れ
で
も
相
続
財
産
の
た
め
に
購
入
さ
れ
た
場

合
は
含
ま
れ
る
。
「
自
己
展
開
能
力
」
理
論
は
一
般
に
、
特
有
財
産
の
資
力
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
権
力
服
従
者

が
特
有
財
産
に
取
得
す
る
意
思
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
特
有
財
産
に
帰
属
し
な
い
と
説
い
て
い
た
。
は
っ
き
り
と
し
た
例
外
は
、
ゾ

65 

は
で
き
な
い
。
な
お
、
「
自
己
展
開
能
力
」
理
論
の
う
ち
、
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（
胤
）

イ
フ
ェ
ル
ト
（
相
続
財
産
）
。
物
上
代
位
が
典
型
的
に
は
資
力
の
出
所
の
み
を
基
準
と
す
る
場
合
を
指
示
す
る
と
み
ら
れ
て
い
る
の

は
、
普
通
法
学
一
般
の
見
解
を
承
継
し
た
も
の
と
い
え
る
。
他
方
、
取
得
者
の
意
思
が
顧
慮
さ
れ
る
場
合
に
も
客
観
的
代
位
と
対
比

(mm
) 

さ
れ
た
主
観
的
代
位
を
説
く
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
他
の
財
産
の
資
力
が
用
い
ら
れ
た
場
合
に
は
代
位
と
区
別
さ
れ
た
指

（
別
）

定
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
同
法
律
行
為
的
代
位
／
法
律
的
代
位
。
か
の
法
諺
の
代
位
物
と
し
て
通
常
想
定
さ
れ
て
い

た
の
は
、
法
律
行
為
、
よ
り
精
確
に
は

N

売
買
H
を
原
因
と
し
て
取
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
損
害
賠
償
請
求

権
な
ど
、
法
律
に
よ
り
生
じ
る
代
位
物
は
か
の
法
諺
の
守
備
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
。
普
通
法
学
は
一
般
に
こ
の
こ
と
を
自
明

の
も
の
と
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
は
、

U
－
P
ω
．
N
Nが
主
た
る
典
拠
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
現
在
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、

相
続
請
求
の
際
に
は
法
律
上
の
代
位
物
は
特
別
な
規
律
な
く
し
て
真
正
相
続
人
に
当
然
に
帰
属
す
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
代
位
物
の
範
囲
を
精
般
に
分
析
し
た
シ
ェ
l

ラ
l

も
、
同
様
の
結
論
に
落
ち
着
い
て
い
た
。
他
方
、
「
自
己
展
開
能
力
」
理

論
は
い
ず
れ
の
代
位
物
も
把
握
す
る
包
括
理
論
で
あ
っ
た
。
物
上
代
位
は
両
代
位
物
を
と
も
に
把
握
す
る
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て

（
即
）
（
別
）

い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
点
で
は
か
の
法
諺
と
は
異
な
る
。
け
れ
ど
も
、
主
た
る
関
心
が
法
律
行
為
的
代
位
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

の
う
ち
に
、
か
の
法
諺
と
の
連
続
性
を
語
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
同
絶
対
的
代
位
／
相
対
的
代
位
。
多
く
の
普
通
法
学
説
は
か
の
法

諺
を
、
地
位
の
当
然
の
充
填
、
典
型
的
に
は
、
原
目
的
物
上
の
権
利
の
剥
奪
と
代
位
物
上
の
そ
れ
の
受
容
の
強
制
を
と
も
な
う
も
の

と
し
て
構
想
し
て
い
た
。
相
続
財
産
中
の
物
が
売
却
さ
れ
て
も
真
正
相
続
人
は
一
般
に
物
に
対
す
る
権
利
を
失
わ
な
い
、
ま
た
、
妻

の
同
意
な
く
夫
に
よ
り
嫁
資
中
の
金
銭
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
て
も
妻
は
な
お
金
銭
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
も

っ
て
適
用
否
定
が
主
張
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。
と
く
に
シ
ェl
ラ
I

の
分
析
を
参
照
。
こ
れ
に
対
し
て
、
代
位
物
上

の
権
利
を
取
得
す
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
も
か
の
法
諺
の
適
用
を
主
張
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
フ
ァ
ン
ゲ
ロ
ウ
、
ヴ
ェ
ヒ

タ
l

『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
』
、
ゾ
イ
フ
ェ
ル
ト
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
、
デ
ル
ン
ブ
ル
ク
が
か
の
法
諺
を
援
用
す
る
と
き
、
物
に
対
す

る
権
利
が
当
然
に
遮
断
さ
れ
る
も
の
と
解
し
て
い
る
形
跡
は
な
い
。
と
り
わ
け
注
意
深
い
の
は
、
ア
ル
ン
ツ
。
物
上
代
位
論
に
お
い
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（
朋
）

て
は
初
期
の
段
階
で
ヴ
ィ
ン
ト
ミ
ユ
ラ
！
と
バ
イ
ヤ
ー
が
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
以
来
、
代
位
の
概
念
を
絶
対
的
な
意
味
に
お
い

（
捌
）

て
構
想
す
る
も
の
は
消
失
し
、
現
在
で
は
相
対
的
な
意
味
に
お
い
て
語
る
こ
と
が
自
明
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
普
通
法

学
か
ら
の
断
絶
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
バ
イ
ヤ
ー
を
晴
矢
と
し
て
、
〈
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を

襲
う
〉
と
〈
代
位
す
る
も
の
は
代
位
さ
れ
る
も
の
の
性
質
を
受
取
る
〉
の
相
違
を
強
調
し
、
前
者
は
法
律
行
為
的
代
位
の
う
ち
の
売

買
し
か
把
握
し
な
い
反
面
、
絶
対
的
意
味
で
作
用
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
法
律
行
為
代
位
一
般
の
み
な
ら
ず
法
律
的
代
位
も
把

（
捌
）

握
す
る
反
面
、
相
対
的
意
味
で
作
用
す
る
、
と
説
く
も
の
が
有
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
普
通
法
学
上
こ
う
し
た
見
解
を
主
張
す
る
も

フ
ァ
ン
ゲ
ロ
ウ
、
ケ
l

ラ
l

（
と
も
に
互
換
的
に
引
く
）
、
ヴ
ェ
ヒ
タ
l

「
論
究
」
、
ゾ
イ
フ
ェ
ル
ト
（
意
味
は

の
は
み
あ
た
ら
な
い
。

明
確
で
な
い
が
、
後
者
の
ほ
う
が
前
者
よ
り
適
用
範
囲
が
広
い
と
み
て
い
る
よ
う
で
あ
る
）
、
シ
ェ
！
ラl

（
む
し
ろ
後
者
を
絶
対
的
意
味
で

作
用
す
る
と
み
て
い
る
）
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
も
右
相
違
を
普
通
法
学
に
帰
す
る
つ
も
り
な
ら
、
そ
れ
は
誤
り
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
三
に
、
法
諺
の
適
否
に
つ
い
て
。
二
つ
の
問
題
の
分
析
を
要
す
る
。

の
意
味
で
あ
る
。
制
限
適
用
説
の
代
表
的
論
者
に
は
、
相
続
財
産
に
つ
き
、
フ
ァ
ン
ゲ
ロ
ウ
、
ア
ル
ン
ツ
、
ケl
ラ
l

、
ノ
イ
ナ
l

、

一
つ
目
の
問
題
は
、
制
限
適
用
説
と
適
用
否
定
説
の
対
立

〈
代
価
は
物
の
地
位
を
襲
う
〉
の
み
を
認
め
る
も
の
に
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
、
デ
ル
ン
ブ
ル
ク
、
相
続
財
産
お
よ
び
特
有
財
産
に

つ
き
、
ゾ
イ
フ
ェ
ル
ト
、
ヴ
ェ
ヒ
タ
l

『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
」
、
嫁
資
に
つ
き
、
シ
ユ
ル
テ
が
あ
っ
た
。
さ
て
、
適
否
の
議
論
の
際
に

問
題
と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
具
体
的
規
律
に
即
し
て
適
用
否
定
説
と
の
争
点
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
相
続
財
産
。
要
件
に
つ
い

て
。
一
方
、
売
却
の
際
に
は
N

相
続
財
産
の
資
力
に
よ
り

d
、
他
方
、
購
入
の
際
に
は
庁
相
続
財
産
の
た
め
に
d
取
得
さ
れ
る
こ
と

を
要
す
る
。
前
者
で
は
、
相
続
人
は
原
則
と
し
て
物
と
代
金
を
選
択
的
に
請
求
で
き
る
け
れ
ど
も
、
善
意
占
有
者
が
買
主
に
よ
る
追

奪
請
求
を
受
け
る
場
合
、
悪
意
占
有
者
が
相
続
財
産
に
と
っ
て
不
可
欠
な
譲
渡
を
行
っ
た
場
合
に
は
代
金
に
制
限
さ
れ
る
、
ま
た
、

占
有
者
の
善
意
悪
意
に
よ
り
返
還
義
務
の
範
囲
が
区
別
さ
れ
、
善
意
で
あ
れ
ば
利
得
の
限
度
に
制
限
さ
れ
る
。
後
者
で
は
、
資
力
の
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由
来
が
決
定
的
基
準
と
は
な
ら
ず
、
資
力
内
で
あ
っ
て
も
他
の
財
産
の
た
め
に
購
入
さ
れ
た
な
ら
相
続
財
産
に
帰
属
し
な
い
反
面
、

資
力
外
で
あ
っ
て
も
相
続
財
産
の
た
め
に
購
入
さ
れ
た
な
ら
相
続
財
産
に
帰
属
す
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
制
限
適
用
説
も
、
ー
ー

（
抑
）

具
体
的
規
律
に
つ
き
沈
黙
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
明
確
な
ー
ー
ー
異
論
は
唱
え
て
い
な
い
。
効
果
に
つ
い
て
。
制
限

適
用
説
は
物
権
的
効
果
を
前
提
と
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
適
用
否
定
説
の
側
か
ら
債
権
的
効
果
に
と
ど
ま
る
と
い
う
異
論
が
提

起
さ
れ
た
。
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
が
鴨
矢
で
あ
る
が
、
も
っ
と
も
明
瞭
に
説
い
た
の
は
コ
l

ラ
l

。
「
〈
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
、
つ
あ
る
い 68 

は
そ
の
逆
〉
と
い
う
の
で
は
な
く
、
特
殊
な
事
情
の
も
と
で
、
物
に
対
す
る
権
利
の
代
わ
り
に
、
売
却
代
金
返
還
に
対
す
る
債
権
的

請
求
権
が
入
り
、
［
反
対
に
、
］
相
続
財
産
中
の
金
銭
に
対
す
る
権
利
の
代
わ
り
に
、
こ
の
金
銭
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
物
の
所
有
権
移

転
に
向
け
ら
れ
た
債
権
的
請
求
権
が
入
る
の
で
あ
る
」
。
次
に
、
特
有
財
産
。
資
力
の
由
来
と
、
行
為
者
の
意
思
と
い
う
二
つ
の
フ

ァ
ク
タ
ー
か
ら
整
理
す
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
制
限
適
用
説
は
前
者
の
み
を
基
準
と
し
た
が
、
「
自
己
展
開
能
力
」
理
論

は
後
者
の
顧
慮
を
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ベ
ル
ニ
l

チ
ェ
は
対
極
の
立
場
に
た
ち
、
後
者
の
み
を
基
準
と
し
、
後
期
マ
ン
ド
リ
は

中
間
の
立
場
に
た
ち
、
両
者
の
併
用
を
説
い
た
。
フ
ィ
ッ
テ
ィ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
〈
軍
営
特
有
財
産
を
顧
慮
し
た
管
理
行
為
〉
と
い

う
定
式
か
ら
、
相
続
財
産
と
同
じ
よ
う
な
か
た
ち
で
売
却
と
購
入
が
区
別
さ
れ
る
。
最
後
に
、
嫁
資
。
妻
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
嫁
資
の
変
動
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
は
異
論
が
な
か
っ
た
。
以
上
を
要
す
る
に
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
相
続
財

産
の
効
果
と
特
有
財
産
の
要
件
に
は
争
い
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
部
分
、
つ
ま
り
相
続
財
産
と
嫁
資
の
各
要
件
に
つ
い

て
は
異
論
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
部
分
を
め
ぐ
る
適
否
の
対
立
は
、
か
の
法
諺
の
意
味
を
ひ
ろ
く
理
解
す
る
か
、
あ

つ
ま
り
か
の
法
諺
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
付
与
す
る
か
に
帰
着
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。
フ
ァ
ン
ゲ

の
一
般
的
言
明
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
ゾ
イ
フ
ェ
ル
ト
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
、
デ
ル
ン

る
い
は
制
限
的
に
理
解
す
る
か
、

ロ
ウ
、
ヴ
ェ
ヒ
タ

l

『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
」

一
般
に
強
調
さ
れ
て
い
る

ブ
ル
ク
、
シ
ユ
ル
テ
、
と
く
に
ア
ル
ン
ツ
の
叙
述
を
対
比
・
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、

制
限
適
用
説
と
適
用
否
定
説
の
対
立
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
少
な
く
と
も
一
部
、
割
引
い
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
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に
な
ろ
う
。
物
上
代
位
論
で
は
、
特
別
財
産
に
お
け
る
物
上
代
位
に
つ
き
、
そ
の
要
件
を
ど
う
規
律
す
べ
き
か
が
も
っ
と
も
争
わ
れ

（
加
）

て
い
る
。
客
観
的
要
件
に
は
、
取
得
の
た
め
の

P

資
力
の
由
来
H

に
よ
り
充
足
さ
れ
る
場
合
と
、
取
得
さ
れ
た
も
の
の
客
観
的
な

N

使
用
の
目
的
H

に
よ
り
充
足
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
主
観
的
要
件
と
は
、
特
別
財
産
の
た
め
に
取
得
す
る
意
思
を
い
う
。
資
力
条

項
の
際
に
は
資
力
の
由
来
が
基
準
と
な
る
こ
と
は
制
定
法
上
明
白
で
あ
る
が
、
関
係
条
項
に
つ
い
て
は
使
用
の
目
的
で
も
足
り
る
か
、

取
得
の
意
思
も
必
要
と
み
る
か
に
つ
き
対
立
が
あ
る
。
こ
う
し
た
規
律
お
よ
び
議
論
の
基
本
的
な
視
座
は
す
で
に
普
通
法
学
に
よ
っ

て
お
お
む
ね
提
示
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
庁
た
め
に

H
要
件
が
客
観
的
な
意
味
で
の
使
用
の
目
的

を
も
指
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
論
者
に
よ
っ
て
あ
ま
り
明
確
で
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
資
力
の
由
来
と
い
う
客
観
的
要

件
と
、
取
得
の
意
思
と
い
う
主
観
的
要
件
に
つ
い
て
は
格
別
、
使
用
の
目
的
と
い
う
客
観
的
要
件
が
意
識
的
に
括
り
だ
さ
れ
て
議
論

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
個
別
制
度
に
着
目
す
る
と
、
次
の
点
を
指
摘
で
き
よ
う
。
普
通
法
の
制
度
を
直
接
承
継
し
た
の
は
相
続

回
復
請
求
権
（
開
号
ω
岳
民
Z
S
弓

E
n
V）
で
あ
る
が
、
代
位
に
つ
い
て
は
普
通
法
学
か
ら
の
断
絶
が
み
ら
れ
る
。
と
く
に
重
要
と
み

（
捌
）

な
さ
れ
て
い
る
の
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
①
資
力
基
準
に
よ
る
一
本
化
、
②
物
権
的
効
果
の
承
認
。
二
つ
目
の
問
題
は
、
適
否
論
の

一
般
的
位
置
づ
け
で
あ
る
。
か
の
法
諺
を
否
定
ま
た
は
制
限
的
に
肯
定
す
る
場
合
に
、
岡
山
内wm
o－
－
岡
山
内
百
宮
向
。
向
。
－

w
∞
何
回
R

－N
2
F
Z
g
R
W

。
E

ロ
色g
R

を
添
え
る
も
の
が
あ
っ
た
。
議
論
の
際
に
各
用
語
が
意
識
的
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
形
跡
は
存
し
な
い
。
こ
の
点
に

着
目
す
る
と
、
否
定
の
際
に
は
問
。
m
m
L：
：
：
と
し
て
は
（
留
保
）
、
制
限
適
用
の
際
に
は
問
。
m
m
L
i－
－
と
し
て
の
（
強
調
）
が
付
さ
れ

て
い
る
も
の
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
前
者
の
際
に
は
各
規
律
の
基
礎
づ
け
に
か
の
法
諺
が
援
用
さ
れ
る
こ
と
は
一
切
な

く
、
ま
た
、
後
者
の
際
に
は
制
定
法
が
な
い
の
に
か
の
法
諺
の
適
用
を
認
め
る
と
い
う
意
味
で
こ
れ
を
用
い
る
も
の
は
み
あ
た
ら
な

い
。
一
般
的
な
見
方
に
し
た
が
い
、
適
用
否
定
説
と
制
限
適
用
説
と
命
名
し
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
か
の
法
諺
は
一

般
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
個
別
の
ケ

l

ス
に
適
用
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
意
見
が
一
致
し
て
い
た
。
物
上
代
位
論
に

（
獅
）

お
け
る
支
配
的
見
解
も
こ
う
し
た
立
場
を
承
継
し
て
い
る
。
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70 

五

結

三五
日日

一
九
世
紀
の
前
期
に
ハ
ッ
セ
と
ミ
ュ
l

レ
ン
プ
ル
ッ
フ
の
批
判
を
起
点
と
し
て
生
じ
、
中
期
に
お
い
て
基
本
的
に
支

持
さ
れ
た
従
来
の
ロ
ロ
z
q
a
s
ω
3
2
B

理
論
に
対
す
る
批
判
を
受
け
、
後
期
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
議
論
が
戦
わ
さ
れ
た
の
か
を
、

先
行
研
究
の
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
指
摘
し
な
が
ら
追
跡
し
た
あ
と
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
普
通
法
学
全
体
に
お
け
る
法
諺
〈
代
価
は

物
の
地
位
を
襲
い
物
は
代
価
の
地
位
を
襲
う
〉
を
め
ぐ
る
議
論
の
展
開
を
、
物
上
代
位
論
と
の
関
係
も
顧
慮
し
な
が
ら
分
析
し
た
。

本
稿
で
は
、

そ
の
成
果
は
前
節
で
圧
縮
し
て
述
べ
た
と
こ
ろ
な
の
で
、
こ
こ
で
繰
り
返
す
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
普
通
法
学
は
私
法
体
系
上
の
様
々
な
代
償
事
象
を
「
代
位
原
則
（
∞
ロ
号
。
官
民
。
5

唱
E

色
g
R

）
」
と
い
う
か
た
ち
で
把
握
す

る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
現
代
と
は
大
き
く
異
な
る
。
で
は
、
現
代
法
学
を
突
き
動
か
し
た
も
の
は
な
に
か
。
代
位
原
則
確
立
の

揺
監
期
に
お
い
て
い
ロ
可
。
尚
昆
。
弓
と
い
う
概
念
に
も
っ
と
も
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
に
反
応
し
た
ヴ
ア
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ド
イ

（
揃
）

ツ
民
法
典
編
纂
資
料
が
あ
ち
こ
ち
で
代
位
原
則
の
適
用
に
言
及
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
次
の
課
題
は
自
明
で
あ
ろ

う
。
普
通
法
学
と
現
代
法
学
を
繋
ぐ
も
の
と
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
編
纂
過
程
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
∞m）
p
g

自
信
男
島
ロ
m
E。F
O
E
弓
。
官
民g
u
・
ω
仏1
怠
w
E
ω
σ
・ω
・
窓
口
昆
お
1

主
一
巧E
』
w
b
B
民
ロB
2
2

包
戸
∞
・
三l
吋
∞
一
冨
E
5
2

・

円
四
日
ロ
m
ロ
与
。
∞E
g

官
民
。p
ω
・
H
ω
l口
・
萌
芽
的
に
は
、
問
。
田
何
回
N
W〉
月
四
回
目
位
指
戸
∞
－

P
ロ
（
マ
ン
ド
リ
、
フ
ィ
ッ
テ
イ
ン
グ
を
挙
げ
、
特

別
に
高
く
評
価
。
し
か
し
、
ミ
ュ
l

レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
に
つ
い
て
は
中
世
に
お
け
る
法
形
成
の
課
題
を
知
ら
ず
、
典
拠
批
判
に
終
始
す
る
も

の
と
し
て
、
ハ
ッ
セ
と
と
も
に
「
み
す
ぼ
ら
し
い
（
昏
円
急m
）
論
文
」
と
庇
め
る
）
一
巧
旨
包
F

∞
ロ
司
。
官
民
。

P

∞
・
∞l
p
ω・
由
明
ロ
－Y
ω
・

口
ロ
ロ
弘
司
P
A
F
ω・h
p
H
l
お
・
h
R
E
I
S
（
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
ミ
ュl
レ
ン
ブ
ル
ッ
フ
の
努
力
〔
3

同
〕
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
マ
ン

ド
リ
の
「
自
己
展
開
能
力
」
理
論
の
論
述
を
引
く
。
「
コ
l

ラ
l

の
軽
蔑
的
言
辞
は
：
：
：
ひ
ど
く
適
切
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
）
一

回
R
R

∞
ロ
ロ
．
。
m
m
t
g・
∞
・
ミ
l

誌
（
マ
ン
ド
リ
、
フ
ィ
ッ
テ
イ
ン
グ
、
ペ
ル
ニ
l

チ
ェ
の
特
有
財
産
理
論
を
分
析
す
る
）
・
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（
問
）
冨
〉Z
U
R

司
ゅ
の
ロ
ロ
ロ
B
U
・
ω
w
p∞
l
P
5
1
5
L∞
l
M
O
W
N
－F
∞
・5

・

（
附
）
冨
〉z
u
m
J
F司め
の
区
間
ロ
B
U
・
5
1
5
匂
ロ
・
吋
は
ロ
口
町
q
ω

山
富
三
ロ
ユω
と
の
関
連
で
、
ベ
ヒ
マ
ン
が
基
礎
の
相
違
に
よ
り
区
別
論
を
擁
護
し

た
こ
と
に
つ
き
こ
う
批
判
し
て
い
る
。
「
少
な
く
と
も
特
有
財
産
に
つ
い
て
は
（
お
そ
ら
く
嫁
資
に
つ
い
て
も
）
正
当
化
さ
れ
な
い
」
、
な

ぜ
な
ら
、
特
有
財
産
は
家
屋
の
よ
う
に
外
面
的
物
理
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、
ま
ず
第
一
に
は
そ
れ
に
劣
ら
ず
事
実
上
与
え
ら
れ
た
統
一
体

だ
か
ら
。
別
の
箇
所
で
は
「
財
産
概
念
は
法
の
領
域
に
当
初
か
ら
属
す
る
概
念
と
は
み
な
さ
れ
な
い
」
（
∞
・

3
と
い
う
か
ら
、
財
産
一

般
に
つ
い
て
も
結
局
そ
う
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
後
期
で
は
立
場
の
変
更
が
み
ら
れ
る
（
後
掲
注
（
山
）
参
照
）
。

（
即
）
宮
E
E
4
H
2
Z
E
B
U
－
N
Y
ω
ω込
印l
怠
・N
F
ω
・
ぉ
・

（m
m）
冨
E
O
R
F
g
E
F

∞
・
おl
主
込
∞
l
h
・
〈
也
・
ω
・
k
S
l
a
w
N
F
ω
・
怠
・
な
お
、
通
常
の
特
有
財
産
の
際
に
は
処
分
の
有
効
性
と
の
関

係
が
問
題
と
な
る
。
マ
ン
ド
リ
に
よ
れ
ば
、
「
管
理
（
包
B
E
2
可
m
w
E。）
権
能
は
特
有
財
産
の
許
容
（
g

ロ
8
ω

色
。
）
に
よ
っ
て
す
で
に
認

め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
特
別
に
（
岳
R
E

宏
一
円
）
［
明
示
に
せ
よ
黙
示
に
せ
よ
］
付
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
つ
ま
り
、
特
有
財

産
に
属
す
る
権
利
の
処
分
行
為
が
有
効
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
権
力
所
有
者
か
ら
権
力
服
従
者
に

g

ロ
2
ω

巴
。
の
み
な
ら
ず

む
札
遺
言
凡a
s
s
－
（S
ミ
お
お
札
遣
さ
宣
言
さ
と
も
呼
ば
れ
る
）
と
い
う
［
処
分
］
授
権
が
付
与
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
G
・
S
・
N
芹
・ω

－
a

〔
異
説
あ
り
〕
）
。
そ
う
す
る
と
、
実
際
に
は
あ
ま
り
生
じ
な
い
が
、
特
有
財
産
許
容
は
あ
る
け
れ
ど
も
管
理
権
能
が
な
い
場
合
に
も
自
己

展
開
が
生
じ
る
の
か
、
換
言
す
れ
ば
自
己
展
開
は
処
分
の
有
効
性
を
要
件
と
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
ン
ド
リ
は

こ
の
点
に
つ
き
論
及
し
て
い
な
い
。
事
情
は
後
期
と
同
様
な
の
で
、
詳
し
く
は
後
掲
注
（
凶
）
で
分
析
す
る
。

（
問
）
出3
5
5

回
目

z
p
u
s
s
ω
可
。
ロ
ω
⑦
唱
。
2

－E
B

吉
ω
巳
ロ
2
m
O
R
E
n
F
己
目
。Fg
何
回
富
山
。E
5
m
g
品
F
g
昨
日mg

聞
の
昌
巳
ロ
・

足
。

F
B
の
｝
昂
ロ
の
巴
宮
口
m
w国
包
F
H
∞
戸
・

（
川
）
司
ロd
z
p
g
ω
可
巴
出
。
U
R
E
－
－c
B
w
ω・N
P∞
ω
l∞
伊
〈m
－
－g
n
F
∞
・8

・N
芹
・
∞
・
∞
ω
・
∞h
pロ
ロ
【
日
明
ロ
－
Y
ω・
5
印
・

（
山
）
司
司
ロz
p
g
ω
可
。
ロ
湾
問
】
ゅ
の
口
出
ロ

B

・
∞
・
∞
印

l

∞
N
N
F
ω・
∞
印l
∞
∞
司
ロ
－Y
ω
・
∞
吋
・

（
山
）
司
司
ロz
p
g
ω
可
2
8

旬
。g
E
Z
B
－
∞
・
∞
吋
一
司
ロ
・
∞
は
、
論
証
と
し
て
相
続
請
求
に
関
す
る
か
の
り
・
印
い
い

c
L
と
、
ロ
－
P
ω
い
ω
L
を

引
い
て
い
る
。
し
か
し
、
ロ
・
伊
ω

・
ω
ω・
H
は
占
有
者
が
相
続
財
産
に
属
す
る
奴
隷
を
売
却
し
た
場
合
の
代
金
を
規
律
す
る
法
文
だ
か
ら
、

こ
の
文
脈
で
引
く
の
は
適
切
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
注
釈
か
ら
、
こ
の
限
り
で
軍
営
特
有
財
産
と
相
続
財
産
を
パ
ラ
レ

ル
に
取
り
扱
お
う
と
す
る
か
れ
の
姿
勢
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

72 
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（
山
）
〉
犀
－
a

胃
空
間
Q
U
E
Z
R
問
。B
安
リF
g
H
V号
善
命
。
宮
町
B
q
ω

件
。
ロ
』
乱
回
円

E
E
0
2
品
。
吋
同
包m
w
q
N
O
F

叶
－P
∞
品
・F
出
色
】
己
∞
吋ω・

（
山
）
胃
Z
E
E

－
g
k
r
F
ω・H
ω∞l
H
ωタ
ω
∞
C
l
a
y
N
F
ω・5
∞
S

弘
司
ロ
・8
・

（
山
）
P
E
－n
F
E

一σ
g
k
r
F
ω
・
回
目
l
H
N
F
H
N
吋l
尽
∞
L
ω
∞
ー
ロ
タN
F
ω
・
H
ω∞
L
ω
市
山
口
口
弘
司
ロ
・
巧
・
ち
な
み
に
、
最
後
の
批
判
は
と
く
に
フ

イ
ツ
テ
イ
ン
グ
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

（
出
）
の
ロ
忠
告
冨
E
E
J
F
U
S
向
。B
巳
ロ
。
E
E

】
ぽ
ロm
g
q
B
n
F昨日
目
丹
〉5
ω

の
冨
ロω
ω

【
同2
0
V
己
－n
F
g
の
位
件
。
円
円
。
。

v
g
タ
回
円
四
・
H
F

吋
，t
σ山
口
問
。
ロ
］
｛
∞

J
S・

（
出
）
冨
〉Z
E
J
F司
自
邑
出
。
ロ
包
件
。
司

2

宮
戸
協
印
ω
い
－
S
I
N
e
w
m
g
w

∞
・5
∞
1
5
Y
N
F∞
・N
0・
∞
・5
P
∞
・5
H
・

（
川
）
冨
E
U
R
E
E

問
。
ロ
包
件
。
司

R
Z

戸
協
印
ω
・
∞
・5

明
ロ
・
∞
は
、
区
別
論
に
つ
き
、
「
最
近
ロ
E
S
E
－S
ω
貯
の
民
と
ロ
ロ
守
司ω
官
三
ロ
ユ
ω

の
間
の
対
比
に
ふ
た
た
び
重
き
が
お
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
は
：
：
：
、
次
の
正
当
な
考
慮
が
そ
の
基
礎
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た

だ
具
体
的
な
当
事
者
意
思
の
表
示
に
よ
っ
て
の
み
統
合
あ
る
い
は
同
属
に
意
味
が
与
え
ら
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
法
に
よ
る
形
成
の
結

果
と
し
て
こ
れ
に
意
味
が
与
え
ら
れ
る
の
か
に
は
い
ず
れ
に
せ
よ
区
別
が
存
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
評
価
し
、
省
略
部
分
で
は
ベ
ヒ
マ
ン

と
と
も
に
ノ
イ
ナ

l

も
引
い
て
い
る
。
こ
の
叙
述
か
ら
次
の
こ
と
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
期
の
立
場
（
前
掲
注
（
附
）
）
を
変
更

す
る
こ
と
、
吉
ω

を
客
観
的
意
味
に
理
解
す
る
こ
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
な
ぜ
改
説
し
た
の
か
、
ω
説
と
ω
説
の
い
ず
れ
を
と
る
の
か
あ

る
い
は
両
者
を
総
合
す
る
つ
も
り
な
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

（
凹
）
冨
E
U
R

司
自
邑
図
。
ロ
包
件
。
門
店
。
宮
戸

m
E
・
∞
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一九世紀後期・ドイツ普通法学における法諺｛代価は物の地位を襲い物は代価の地位を襲う｝について（二・完）

体
が
抹
消
さ
れ
た
と
判
断
し
た
根
拠
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
三
版
ま
で
は
、
ま
ず
、
「
財
産
権
」
（
m
b
［
表
題
は
目
次
参
照
、
本

文
に
挿
入
さ
れ
る
の
は
第
六
版
以
降
］
）
の
最
後
で
「
権
利
の
上
の
権
利
」
に
若
干
触
れ
、
次
に
、
「
物
の
概
念
、
有
体
物
と
無
体
物
」
（
抑

ロ
吋
）
の
な
か
で
、
法
が
無
体
物
を
有
体
物
の
よ
う
に
権
利
の
対
象
と
し
て
取
り
扱
う
場
面
と
し
て
、
同
集
合
物
、ω
①
権
利
（
m
h
p
N
m
w

・

円
と
同
様
）
、
ω
②
「
財
産
中
に
現
れ
る
権
利
の
総
体
」
、
刷
③
精
神
的
産
物
を
考
察
す
る
、
と
い
う
構
成
が
と
ら
れ
て
い
た
。
相
続
が

引
か
れ
た
の
は
こ
の
刷
②
に
お
い
て
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
四
版
に
な
る
と
、
新
た
に
「
権
利
の
上
の
権
利
」
と
い
う
章
（
仰
h
g
g

が
創
設
さ
れ
、
ヂ
お
ω

・
開
・
と
仰Hω吋
の
叙
述
が
大
幅
に
組
み
替
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
m
A
F
N
m
w

・
開
・
とm
H
ω吋
の
権
利
に
関
す
る
説
明
は

抑
お
ω

に
一
括
さ
れ
、
協
同ω
吋
で
は
集
合
物
、
精
神
的
産
物
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
「
権
利
の

総
体
」
に
つ
い
て
の
記
述
は
脱
落
し
た
。
こ
れ
は
、
協
怠
ω

の
新
設
が
先
に
み
た
撤
回
と
同
じ
く
第
四
版
で
行
わ
れ
た
た
め
、
相
続
に
つ

い
て
す
ら
否
定
説
に
与
す
る
以
上
、
問
い
を
残
し
て
お
く
必
要
は
な
い
も
の
と
判
断
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
確
認
し
て
お
く
と
、
第

四
版
以
降
、
協
同ω
吋
で
は
、
無
体
物
も
権
利
の
対
象
と
な
る
か
に
つ
き
ロ
l

マ
法
で
は
「
権
利
と
集
合
物
」
、
ロ
l

マ
法
外
で
は
「
精
神

的
産
物
」
が
問
題
と
な
る
、
こ
の
う
ち
の
権
利
に
つ
い
て
は
吟
お

ω

参
照
と
い
わ
れ
、

m
A
F
∞
ω

で
は
最
終
版
の
テ
ク
ス
ト
が
確
定
す
る
第

六
版
の
命
題
に
よ
る
と
、
川
物
が
権
利
の
対
象
と
呼
ば
れ
る
場
合
と
権
利
が
権
利
の
対
象
と
呼
ば
れ
る
場
合
で
は
意
味
が
異
な
る
、ω
自

己
の
権
利
の
上
の
権
利
は
語
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
、
制
他
人
の
権
利
の
上
の
権
利
も
、
な
る
ほ
ど
直
接
的
な
対
象
は
権
利
で
あ
る
が
、
し

か
し
こ
の
権
利
を
貫
い
て
権
利
が
生
じ
る
と
こ
ろ
の
物
を
有
す
る
な
ど
と
説
か
れ
て
い
る
。
巧

2
5
2
E
u
h
g号
E
g
J
m
h
p
ω－
g
w

m
H
ω戸
∞
・ω
お
l
S
何
回
）
・
・
司
自
品
。

E
2
4

・
閣h
H
N
W
ω

・
8

・
協
同ω吋
・
∞
・
ω
忍
l

可
申
一
口
）
・
同
信
号

E
g

」
主

N
W∞
・5
y
宝
∞
P

∞
・H
N
y
m
H
ω
戸

∞
・
ち
申l
色
付
ロ
）
－wE
H
H
品
。z
g

由
円
切
恥
∞
P

∞
・
ロO
lお
さ
り
－w
司
自
色
。E
2
4
・
m
b
w∞
－g
N
w
m
h
E・∞
・N口
l
N
H∞
喝
さω吋
w
∞
・
∞
∞
匂
l
g
ω・

本
文
で
み
た
よ
う
に
、
財
産
の
統
一
体
－
Z
E
認
可
也
宮
ω

の
側
面
が
権
利
の
対
象
い
か
ん
と
は
切
り
離
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
以

上
の
事
情
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
問
）
第
五
版
ま
で
は
、
と
く
に
巴
・
印
C

・
g
・
h
Sを
根
拠
と
し
て
、
財
産
は
「
自
然
的
意
味
で
の
（
5
5
S

ユ
宵
宮
口
辺
ロ
ロ
）
」
そ
れ
と
、

「
法
的
意
味
で
の
（
日
自
由
ロ
ロ
角
川
母
ω
同

2
z
g
」
そ
れ
に
区
別
さ
れ
、
前
者
は
「
財
産
権
そ
れ
自
体
」
、
後
者
は
「
財
産
権
と
財
産
義
務
の

統
一
体
」
を
指
示
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
六
版
以
降
で
は
、
ピ
ル
ク
マ
イ
ヤ

l

の
解
釈
（
同
3

例
）
が
受
容
さ

れ
、
こ
の
法
文
は
「
財
（
の
位
件
。
『
）
そ
れ
自
体
（
経
済
的
意
味
に
お
け
る
財
）
」
と
「
一
定
の
法
領
域
（
同
R
F
Z
E
・
巴
ω
）
に
属
し
て
い
る

財
」
を
対
比
す
る
も
の
と
読
み
直
さ
れ
て
い
る
。
「
わ
た
く
し
は
も
は
や
ロ
・

8
L
P
S

を
こ
こ
に
［
債
務
も
財
産
構
成
要
素
と
な
り
う

77 
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♂
£
’

~｛.；！’
時

Je
叫〈者全毒~

!
1
0
~

＇
~
握
~
t
i
図
仰
題
’
誕
直

E手
蝶
ロ
g
＇
線

11蛍
早
Jti
図
軸
題
e
，
毛
る
絡
を
ご
tl'~

ν
エ

｛.；！為
’
線

111握
~
霊
堂
土
！
＊
i><~1110

込
店
会
4
ν
エ

i-0。
安
~
！
.
！
’
曜
紙
!
1
0

，帆J’
~
崖
ム

j織
11
握
手

J
t
i
 .l.J 

.fl) U
 Vielheit e

毒
霊
園
e

T毛
為
無
謀
杓
£
い
エ

｛.；！o
~
量
ぎ
や
さ
ま

P
蝶
司
ロ
去
字
Q
鎚
艇
に
時
（
~
~
宥
’
鋼
連

E’
思
惑
結
｛
同
時
.1~$1~

崇
令
）

!
1
0
 ・帆）

~
~
選在留i?~

鑑
1」
布
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に
が
こ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
の
か
を
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
第
二
版
で
は
こ
の
叙
述
に
替
わ
り
、
こ
う
し
た
法
律
行
為

も
実
際
に
は
個
々
の
部
分
と
関
連
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
三
版
で
は
、
お
そ
ら
く
不
要
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ

う
、
初
版
と
第
二
版
に
あ
っ
た
集
合
物
の
法
律
行
為
に
関
す
る
叙
述
が
削
除
さ
れ
る
と
と
も
に
、
抽
象
論
に
お
い
て
開E
F
色
丹
の
側
面
も

合
わ
せ
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
具
体
的
な
説
明
は

5
0
5
色
丹
の
側
面
に
と
ど
ま
る
。
本
文
で
み
た
よ
う
な

関
宮
町
畠
の
側
面
の
説
明
が
付
加
さ
れ
る
の
は
、
第
四
版
以
降
で
あ
る
o
U
E
Z
理
問
。

h
g
号
E
g
H
F
m
gみ
・
5
お
ロ
）
－
h
g
号
宮
g
N
F

問
。
∞
・
∞
－
H
印
、
吋
一
－

u
－w
同
】mwロ
【
】
⑦
｝
内
定
川
口

u
H・
切
。
∞
・
∞
・
］
戸
。
。

l

］
戸
。
一
｛
一

H
U
－
－
可
何
回
口
門
目
。
｝
内
件
。
ロ
恥

H・
抑
∞
∞
・
∞
・
］
｛
岱
］
｛

l
H岱
N
・
一W
N
N
P∞
・
日ω
∞
司
ロ
・ω
一
H
U－
－

E
足
。
宮
g

」
・2
∞
・
∞
・
5
吋
1
5
∞
・
切N
N
P
ω・8
c
m
，
ロ
・ω・

（
日
）
口
明
星
回d
F
E
E
o
E
g
－
－
ムg
・
∞
－Hg
E

・
H
S

品
目
白
・
～
包
含E
g
」
・m
g
・
∞
・Ha
m
i－
∞S

【
ニ0
・
ち
な
み
に
、
脚
注
番

号
が
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
初
版
と
第
二
版
の
m
g
は
特
別
財
産
と
集
合
物
の
み
を
取
り
上
げ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
第
三
版
以
降
の
そ

れ
は
こ
れ
に
単
一
物
と
合
成
物
の
説
明
を
付
加
し
た
た
め
に
す
ぎ
ず
、
叙
述
そ
れ
自
体
は
初
版
か
ら
最
終
版
ま
で
ま
っ
た
く
変
更
さ
れ
て

し
な
し

（
日
）
巧
戸
E
F

∞
ロ
コ
．
。
官
民
。

P
ω
・
吋N
m，

p
ω

は
こ
の
点
に
つ
き
、
「
キ
l

ル
ル
フ
の
思
考
は
デ
ル
ン
ブ
ル
ク
の
際
に
完
全
に
誤
解
さ
れ
て

い
る
」
と
批
判
す
る
。
キ
l

ル
ル
フ
は
ロ
口
町
q

低
冨
ω
宮
ユ
ω
を
権
利
そ
れ
自
体
の
統
一
体
と
み
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
文
で

み
た
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
法
は
と
も
か
く
デ
ル
ン
ブ
ル
ク
自
身
は
、
「
財
産
構
成
要
素
」
と
し
て
権
利
の
み
を
認
め
る
見
解
に
与
し
て
い
る
。

（
防
）
宮
室
里

F
g

ロ
号
E
g

」
ロ
ム
口
N
い
・ω怠
l
g
r
F
H
s
r
z
g
」
戸
協
同
吋N
U・
ω
色
l
ωお
い
芹
・
∞
・
ω
お
・

（
日
）
ロ
ヨ
百
白
河F
Z
諸
島
S
E
ω
湾
民
昨
日
。
弘
・
ピ
・
ロ
－

P
ω
w
N
F
N匂
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
引
用
テ
ク
ス
ト
は
り
－
P
ω
w
N
F
N
∞
の
も
の
だ

か
ら
、
誤
植
と
判
断
し
た
。

（
即
）
『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
』
第
三
巻
を
引
い
て
物
権
的
効
果
説
と
み
る
も
の
に
、
待
国
自F
『
g
ω

去
の
め
仏
戸
∞
－
F

〈
包
・
∞
－
H
N
∞
白
戸
同
，F

B
ω
E
R
a

－F
ω・
也
、
包
・
∞
－
H
9
4司
塁
。ζ
P
E
F
司
円a
z
S
E
R
a

－F
∞
・
忍
司
ロ
・5
0

（
「
明
示
的
に
は
強
調
し
て
い
な
い
」
が
「
こ
の
解

釈
に
与
す
る
よ
う
に
み
え
る
」
と
い
う
）
一
同E
R
F

∞z
q

。
官
民
。
ロ
岳
江
口
N
F
∞
・5
h
m
H・
∞
・
口
・
ロ
。
各
∞
同
居

2

・
Z
各
『
Z
E
W
F
q

河
内
出F
g
q
g
R
ω・
5

司
ロ
・
巳
（
第
一
巻
の
み
を
引
き
、
と
く
に
留
保
な
く
制
限
適
用
説
に
分
類
）
、
論
文
を
引
い
て
債
権
的
効
果
説
と
み

る
も
の
に
、
当
旨
ト
開
F
ω
ロ
号
。
官
民
。
P

∞
－H
C
司
ロ
・ω
ロ
。
。
F
m，

P
H

（
論
文
を
顧
慮
す
れ
ば
ヴ
ィ
ン
ト
ミ
ユ
ラ
l

の
読
み
は
間
違
い
と
批
判

す
る
。
要
件
面
で
は
第
三
巻
を
引
き
、
効
果
面
で
は
論
文
を
引
く
と
い
う
構
成
）
一
巧
戸
F

胃
a
z
B
2
2
a
F
∞
－a

司
P
F

尽
（
批
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v
吋

α
コ

事
会

1鍾
ニ
ν
b
ト

lf'\-..lJ＠：＇.草壁）
;

 ME
N
K
E
N
,
 dingliche Surrogation, S. 

12 u
n
d
 S. 

13 Fn. 2
 （
仰
と
よ
E
υ

）。

（
芭
）

DERNBURG, Pandekten1 III,ｧ 172, S. 
3
4
9
 Fn. 22; 

ID., Pandekten7 I,ｧ 172, S. 
3
4
1
F
n
.
2
2
.
 

（
吉
）

D
E
R
N
B
U
R
G
,
 Pandekten1 III, 

ｧ
 172, s. 

350; ID., Pandekten7 I, 
ｧ
 172, s. 

342. 

（
窪
）

D
E
R
N
B
U
R
G
,
 Pandekten1 II,ｧ 14, S. 

3
8
 u
n
d
 Fn. 4, 

5; 
ID., Pandekten1 III,ｧ 32, S. 

6
2
-
6
4
 u
n
d
 S. 

62 Fn. 4, 
ｧ
 35, S. 

67-

6
8
 u
n
d
 S. 

6
7
 Fn. 2; 

ID., Pandekten7 II,ｧ 14, S. 
3
8
 u
n
d
 Fn. 4, 

5; 
ID., Pandekten7 III, 

ｧ
 32, S. 

6
1
-
6
3
 u
n
d
 S. 

61 Fn. 4, 
ｧ

 35, 

S. 
6
7
 u
n
d
 Fn. 2; vgl. a

u
c
h
 ID., Pandekten1 I,ｧ 68, S. 

156 Fn. 4; 
ID., Pandekten7 I,ｧ 68, S. 

159 Fn. 11. 

（
呈
）

S. 
insb. W

ALL
E
R, Surrogation, S. 

11 u
n
d
 Fn. 1; 

S百
AUCH,

Mehrheitlicher Rechtsersatz, S. 
3
6
 u
n
d
 Fn. 1, 

2; 
WELLE, 

pretium succedit, S. 
8
8
 Fn. 22. 

(§
) 
布
~
’
凶

BE;需
要
以
や
柿
’

Julius
DbPFNER, D

a
s
 W
e
s
e
n
 der universitates facti 

u
n
d
 iuris: 

Ihre B
e
d
e
u
t
u
n
g
 i
m
 prakｭ

tischen Rechte, Diss., 
E
r
l
a
n
g
e
n
 1899 

(
 

universitas iuris
当
蓋
世
誕
叫
な
〔
v
e
r
m
り
gensrechtlich〕

握
1
栓
’

universitas

facti
也
容
蝶
誕
~
~
〔

sachenrechtlich〕
握

1
：法

..lJ...Jい
E
凶

BE;~
程

~-R!.1.蝶
梢
〔

vgl.
insb. S. 

59, 
112〕

。
縄
栴
但
骨
e
制
斗
苦

海
兵
布
エ
や
崎
将
小
〔

vgl.
S. 

54〕
込
’
三
豆
沼
：
」
~
~
i
-
0
ト
ト
々
、
、

F
：
入
入

lト
l！？く

e
縄
問

..lJ@:'. ~m ..lJ r{-小
崎
）
ゐ
＜

-4再
三
収
）
~
い
二
時
士

~
~
~
’
令
指

'V..lJ~蓉
斗
去
三
起
纏

..lJ~li[:]K潮
干

.Jti巡
割
以
~
エ
い
！
盛
恒
約
£
ν
エ
布
二
（

~ffi:?~：出（豆）
ru:;ttf?担

1藍
4私
自
D
会
d
’
リ
，

J

t-' 
ti
醤
，
p
斗
~
~
~
ポ
エ
。

4工
、
布
母
：
J

,
J
~
~
ト1ru:;-v~ti

＂
や
ヨ
園
長
道
「
掌
斑

11名
ト
会
期
鰍
~
組
＼
毒
自
由

II(！
ト
纏

rく
」
斗

~+c;iギ
醤

11
岡
崎

同
相
『
有
毒
誕
纏
蝶

j
~（

11111
幅広：出

111
（
~
株
｛
~
’

1
 -R 

1
・
同
社
）
［
匡
凶

fiE;!.1.li[:]K炉
時
ト

1ト
入

Tく
誕
e
糟
纏
会

j網
、
制
H
眠
時
ゐ
’
：
ム
ヤ
ト
誕

e
制
緩

~4)出
~
］
。

（
笠
）

A
u
g
u
s
t
 SCHERER, Er・klarung

d
e
s
 Satzes: res succedit in 

l
o
c
u
m
 pretii, 

pretium in 
l
o
c
u
m
 rei, 

Diss., 
Gottingen 

1890. 

（
歪
）

SCHERER, res succedit, S. 
1. 

（
宮
）

SCHERER, res succedit, S. 
1
8
-
1
9
 (Vor), 2

0
-
2
3
 ((1)), 2

3
-
2
7
 ((2)), Zit. 

18, 19, 20, 21, 26, 27. 

（
室
）

Vgl. SCHERER, res succedit, insb. S. 
7, 

34. 

（
~
）
 

SCHERER, res succedit, S. 
28-30, 33, 39-40, 4

6
-
4
7
 ((1)), S. 31, 32, 35, 38, 44-45, 4

9
-
5
1
 ((2)), S. 

31, 32, 38-39, 43-

44, 46, 52-53, vgl. S. 
3
7
 ((3)), S. 3

2
-
3
5
 ((4)). 

（MW ・1）ドェ。日〈小都心叩起梨（巳阜記刊一奪三輯 ω起型（也容さ田中記〉檎出品吋士勾け一札州制摺和トヤり←・霊曜日曜割 Jh1
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（
附
）
こ
の
叙
述
か
ら
は
債
権
的
効
果
説
に
与
す
る
つ
も
り
な
の
か
は
明
瞭
で
な
い
が
、
「
こ
こ
で
主
張
さ
れ
た
見
解
に
つ
い
て
は
さ
ら
に

な
お
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
が
引
用
さ
れ
う
る
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
同
説
を
支
持
す
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ω
n
E
m開
F
B
ω
ω
ロ
つ

の
め
品
目
F
∞
・ω
印
・

（
附
）
ω
自
何
百
四

f
B
ω
ω
去
の
め
【
回
目

F
∞
－E

（
（H）
）
・
∞
・
勾
－

S

（Q
）
）
・
∞
－

a
l
g
・
勾
l
g
・2
l
S

（
（ω）
）
・
∞
－
S
1
8

（
（
串
）
）
・

（m
）
前
掲
注
（
胤
）
と
同
様
の
問
題
が
存
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
指
摘
は
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
（
た
だ
し
、
引
用
は
さ

れ
て
い
な
い
）
か
ら
、
こ
こ
で
も
債
権
的
効
果
説
に
立
つ
も
の
と
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。
符
居
留P
B
ω
E
R

色
F
ω
・
8
・

（m
）
ω
n
E自
F
B
ω
ω
ロ

R
a
F
ω
－
S
1
8
2
。
司
）
・
ω
・
8
l
g
e
R
C
E
5・
∞
・8l
g

（
品
。
ω
）
弘
－S
1
8

（
耳
自
色
諸
島
丹
）
・

（
問
）
そ
の
他
、
ω
自
何
百

F
B
ω
ω

去
の
め
品
目Fω
・
8
1
8

は
次
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
川
［
相
伝
］
特
有
財
産
で
は
、
包
ヨ
宮
町
可
m
E。
が

付
与
さ
れ
た
場
合
に
譲
渡
が
有
効
に
な
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
と
は
か
の
法
諺
で
は
な
く
権
力
所
有
者
の
意
思
に
基
づ
く
こ
と
、ω
規
則

外
来
特
有
財
産
の
場
合
、
権
力
所
有
者
は
譲
渡
が
不
可
欠
で
あ
る
と
き
な
ど
特
別
の
ケl
ス
に
限
っ
て
有
効
に
譲
渡
で
き
る
が
、
そ
の
根

拠
は
か
の
法
諺
で
は
な
く
特
別
な
法
律
上
の
規
定
（
と
く
に
わ
－P
2
・
∞
込
一n－
P
2
・
∞
・
印
）
に
存
す
る
こ
と
、ω準
軍
営
特
有
財
産
と

不
規
則
外
来
特
有
財
産
は
、
箪
営
特
有
財
産
と
同
様
、
家
子
の
自
由
な
財
産
で
あ
る
か
ら
、
軍
営
特
有
財
産
の
原
則
が
準
用
さ
れ
る
こ
と
。

（
閃
）
符
居
留
F
B
ω
ω
R
B

門
戸ω
・
戸

（
日
）
F
E
E
自
己
ω
自
己
戸
同
伺

H
H
H
一
当
日
止
め
自
己
ロ
件
。
話
。

F
a
己
主
ω
片
町
内
田22
R
B
ω
ω

去
の
め
品
目
ニ
ロ
目
。

2
B

官
B
E
Z

－5
E
E
E
Z
g

包
括
即

宮
内
目
。
円
開
号
ω
岳
民
Z
E
目
指
め
ロ
ロ
【
日
仏

q
u
。
S
F
E
閲
兵
U
F
a－
－
開
ユ
包
括
g
H
∞
ミ
・

（
市
）
∞
白
戸
同
月
ω
ω
ロ

2
a
F
ω
－
u
ー
。
・

（m
）
〈
也
－N
・
回
・
∞2
戸
司

L
g
E
R
a
－F
ω・
印1
5
L
H
l
H
N
E〈q
m
E各
自
由
円
∞
包
何
百F
円
2
2
2
a
F
ω
・
ω
l
H
N
H
∞
l
N吋
・

（
巾
）
ω
自
戸

P
R
ω
E
R
a
－F
ω・
ピ
l
N印
・

（
問
）
な
お
、
∞
白
戸
国
・5ω
ω

去
の
ゆ
《
回
目
F
ω・
N
F〈
m
－
－m
w
R
F
ω・8

は
、
物
が
自
己
の
金
銭
に
よ
り
購
入
さ
れ
た
場
合
に
は
金
銭
と
物
と
の

交
替
に
つ
き
「
相
続
財
産
の
特
別
な
利
益
」
が
必
要
で
あ
る
と
注
記
し
て
い
る
。

（
問
）
∞
白
戸
国
入2
2
2

包
門
戸
∞
・
品
0
・
〈m
－
・2
♀

ω
・
8
l
ω
∞
・

（
瑚
）
∞
白
戸
国
・
『
ゆ
ω
ω
5
2
e
F
ω・品
。
ー
お
（
（
同
）
）
・
∞
・
お

l

合
（
（N）
）
・

（
削
）
水
津
太
郎
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
物
上
代
位
の
理
論
的
基
礎
付
｜
四
完
」
法
研
八
O
巻
三
号
二
一
ー
ー
六
八
頁
、
四
号
四
五
｜
九
四
頁
、
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五
号
二
五
｜
五
九
頁
、
六
号
三
三
七
三
頁
（
二

O
O
七
年
）
。
以
下
、
こ
の
点
に
関
す
る
文
献
の
引
用
は
必
要
最
小
限
の
も
の
に
と
ど

め
る
。

（
問
）
〈
岡
戸
戸
ロ
【
目
当
日

m
p
L
E
n
n
－w
m
g
＼
出
自
ω
n
m
wユ一Z
司
自
自
国
・
〉
口
問
。
目
。

E
q

叶
巳
】
品
。ω
σ
ロ
「m
q
－w
v
g
H
C
w
n
Z
ω
一
明
日
ロZ
F
円
σ
R
F
W

同h
F円
σ
ロ
円
リ
｝
戸
【
同
角
川

m
w
V位同
・
尚
一

2
1同
町
内
リ

F
O口
問
。
。z
p
∞
門
田
・
戸
出
色

σ
σ【
日
・HW
H
h
p

・
〉
ロ
出
－
W
H
a
t
E
口
問
。
ロ
］
｛

m
w印
…p
m
H
N
H
W
∞
・U
G
H－
m
H
ωゲ
∞
・
印
印
A
W
W
一
一
回
ω
N・
∞
－

u
S
1
8
0一
同
注
目
〉
旨ZN
＼
冨
白
昼
－ad
司
。F
K
－
向
。
自
色
同
百
円
叶
巳
ニ

2

回
位
『m
q
国
各
自
問
。
。F
F
。
・
旨
出
－w冨
E
n
F
S
N
o
o
p
m
N
0

・
百
回
・

ω
吋
・
∞
・ω勾
l
g
∞
・m
N
Y
河
口
－r
ω
ゲ
ω
・
ω
吋
P
ω
窓
口

E
r
q
m
巳
国
号
需
品
。v
g
の
2

。
R
V
R
F
g
m
B
E
2
gロ
国
自
ω

吋
4
5。
宏
司

∞
。
男g
r

ぉ
・
〉
ロP
回
円
四
・
ゲ
匡
】
向
。

B
a
回
。
『
吋
色
戸
句
協
同

I
H
S
－ω
E
同
円
相
官
2
S
M
o
g

－
〈
耳
切
也C
口
。n
F
g
富
民
旦
－
E
・
∞b
W
H
O－H
N・

ω
・
印ω
0・
a
H
一
冨
皆
同
の
F
g
q

問
。B
E
g
g

円
N
C
E

回
位
認
め
ユ
w
v
g
の
2
2
N
V
R
F
h
p
・
〉
区
一
戸
田
島
・

F
k
r向
。B
a
ロ
2

叶
色
・
働
協
同
l
N品
0

・

冨
ロ
ロ
n
v
g
N
O
C
H－
制
句
。
言
。
。
話
回
。
問
、
門
出
］
・

E
M・
8
・
お
1
8
・
∞
・2N
l
出
品
一
』
・
g

ロ
∞
S
E
Z
m
o
a－
ハ
。BE
g
s
H

一
宮
自
国
門
店
内

q

問
。F
g

。
2

。
R
V
R
F
呂
町
仲
田
口B
V
E
口
問
ω
m
2
2
Nロ
ロ
円
山
一
Z
$
8
m
g
O
R
g・
m
m
g
l
H
ω
ω
・
固
めR
v
a
Eロ
m
w
回
。
門
出
口N
O
C
K
F
〈
2
2
m
g
l
g
ω

口
。R
E
B

』
同
行
自
己
＼
冨
包
件
。
∞
国
明
白
河
］

w
p
r
H吋
・N
N・
N
P
N
P
ω・∞L
0
・
H
H
l尽
・
財
産
・
特
別
財
産
と
集
合
物
を
区
別
す
る
こ
と
は
自
明

の
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
区
別
の
肯
否
お
よ
び
基
準
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
叙
述
が
み
ら
れ
な
い

（
問
）
N
・
∞
－F
自
己
＼
巧
。F
K
－m
H
吻
N
Y
河
口
・2
L
N
込
ω

・8
・
お
い
F
g
w
s
・g
・ω
・
ω
∞
P
ω∞
∞l
g
p
g
H
1
3
N（
人
は
原
則
と
し
て

た
だ
一
つ
の
財
産
を
有
す
る
が
、
様
々
な
財
産
体
の
分
離
が
例
外
と
し
て
生
じ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
「
あ
る
人
に
一
つ
ま
た
は
複
数
の
特

別
財
産
が
そ
の
主
た
る
財
産
と
な
ら
ん
で
帰
属
す
る
」
場
合
。
こ
の
財
産
体
の
分
離
は
「
財
産
の
管
理
、
財
産
の
持
ち
主
の
処
分
権
、
収

益
の
帰
属
お
よ
び
債
務
の
責
任
」
に
と
っ
て
意
味
が
あ
る
。
こ
う
し
た
特
別
財
産
は
「
複
数
人
に
と
っ
て
の
共
同
の
財
産
、
と
く
に
合
有

財
産
が
形
成
さ
れ
る
」
場
合
に
も
生
じ
う
る
。
特
別
財
産
に
は
ロ
ロ
自
σ
コ
拐
己
主
ω
5

（
閉
鎖
数
）
［
法
定
主
義
］
が
妥
当
す
る
か
ら
、
「
立

法
者
に
よ
っ
て
の
み
創
設
で
き
る
、
し
か
し
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
は
新
た
に
創
設
で
き
な
い
」
。
特
別
財
産
に
お
い
て
は
「
諸
々
の

特
別
な
法
効
果
〔
『2
。
ロ
品
。3

同
ゅ
の
宮
乱
。
－
m
g

〕
」
が
生
じ
る
。
前
者
の
際
に
は
、
そ
れ
は
「
そ
の
と
き
そ
の
と
き
の
財
産
の
保
全
お
よ

び
維
持
」
に
役
立
つ
。
①
特
定
の
債
権
者
団
に
と
っ
て
の
責
任
財
産
、
②
特
別
な
管
理
お
よ
び
処
分
規
制
、
③
物
上
代
位
。
後
者
に
お
い

て
も
、
「
合
有
財
産
を
各
合
手
権
者
の
個
人
財
産
か
ら
区
別
す
る
」
た
め
に
、
同
じ
よ
う
に
し
て
右
三
効
果
が
生
じ
る
）
一
ロ
ロ
色

∞
。q
m
巳
＼
冨
局
長
〈2
m
山
田0・
百
戸
尽L
ω・5
【
ご0
・ω
・
印
出l
g
N

（
特
別
財
産
と
は
「
特
別
な
法
律
上
の
諸
規
定
〔σ
2
8
号
月
間
。2
R
’

r
F
O
回
。
注
目
自
己
ロm
g
〕
に
よ
っ
て
法
上
の
観
点
か
ら
（
た
と
え
ば
管
理
と
用
益
、
責
任
、
遺
贈
に
つ
き
）
他
の
財
産
と
は
異
な
っ
た
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さ
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GIRSBERGER, dingliche Surrogation, insb. S. 
51, 72, 77, 89. 

（
宮
）

WoLF, dingliche Surrogation, Jus 1975, S. 
710-717, Jus 1976, S. 

104-105; C
o
E
訂
ER-WAI刀

EN,
dingliche S

u
汀

o

gation, S. 
26-

28. 

（
醤
）

Vgl. ENNECCERUS/NIPPERDEY, Allぎ
f,

ｧ
 122, S. 

502-503, ｧ
 132, S. 

561; L
組
E
N
Z
/
W
O
日
，
AllgT,

ｧ
 20, Rn. 37, S. 

358, ｧ
 

21, Rn. 19, 47, 63, S. 
383, 389, 392; u

n
d
 Soergel/MARLY, V

o
r
 ｧ

 90
，
ぬ

i.
8, 

10, 
13, S. 

531, 532; M
t
i
n
c
h
K
o
m
m
/
H
o
1
r
n
,
 ｧ

 

90, Rn. 40-43, 45, S. 
913, 914; Staudinger/]ICKELI/STIEPER, V

o
r
 ｧｧ 9

0
-
1
0
3
，
ぬ

1.
18, 20, 29, 30, s. 

9, 
9-10, 13. 

（
~
）
 

STRAUCH, Mehrheitlicher Rechtsersatz, S. 
24-31; WOLF, dingliche Surrogation, Jus 1975, S. 

643-646, 710-717, 

Jus 1976, S. 
32-36, 104-106; GERNHUBER, S

u
汀
ogationen,

ｧ
 49, S. 

467-474. 

（
雪
）

S
旬
仕

vieler
CoESTER-WALTJEN, dingliche Surrogation, S. 

26-28. 

（
き
）

STRAUCH, Mehrheitlicher Rechtsersatz, passim, insb. S. 
57-58, 234. 

（
室
）

Vgl. STRAUCH, Mehrheitlicher Rechtsersatz, S. 
163, 167, 178; W

o
日
，
dingliche

Surrogation, Jus 1975, S. 
643-645, 

Jus 1976, S. 
104; 

G
E
則
前

BER,
Surrogationen, ｧ

 49, 
S. 

468; CoESTER-WALTJEN, dingliche Surrogation, S. 
25, 

26, 
28; 

Dorothee EINSELE, Inhalt, 
Sehr加

k
e
n
u
n
d
 Bedeutung des O

宜
enkundigkeitsprinzips:

Unter besonderer Berticksichｭ

tigung des Geschafts fiir 
den, den es angeht, der fiduziarischen T

r
e
u
h
a
n
d
 sowie der dingliche Surrogation, in: 

J
Z
 

1990, S. 
1007-1008, 1014; Heinrich L

A
N
G
E
/
K
u
此

KucHINKE,
Erbrecht: Ein Lehrbuch, 5. 

Aufl., Miinchen 2001, ｧ
 41, S. 

1067-1068. 
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ｧ
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e
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コ
α
コ

1382 B
G
B
,
 in: AcP, Bd. 91 (1901), S. 

13-14; WINDMULLER, pretium succedit, S. 
3, 
8. 

（
~
）
 

WALLER, Surrogation, S. 
2
4
-
3
1
 u
n
d
 S. 

2
8
 Fn. 3; 

STRAUCH, Mehrheitlicher Rechtsersatz, S. 
37, 43; WELLE, pretium 

succedit, S. 
88; M

E
N
I
包

N,
dingliche Surrogation, S. 

24.
舟

.;q,.
W
I
N
D
 MULLER, pretium succedit, S. 

3
但

-alR＇
「
［
直
販
制
当
］

堀
田
畑
誕
拭
握
手
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畏
杓
£
い
エ
布
二

J
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遍
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e
題
謡
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ぃ
エ
~
o

（
室
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ト
－
~
1
宣
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割
e
年
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制
申
1~岱

J
ν
エ
~
~
J
~
 !
1
0
 'ｮ' 

~Si:~：
出
（
~
）
翰
盤
。

（
歪
）

STRAUCH, Mehrheitlicher Rechtsersatz, S. 
132; W

o
日
，
dingliche

Surrogation, Jus 1975, S. 
714, ]

u
s
 1976, S. 

105. 

（
宮
）
判
経

!
1
0
'
®
'

vgl. 
S百

AUCH,
Mehrheitlicher Rechtsersatz, S. 

21 u
n
d
 Fn. 7. 

（宣言）
KOHLER, ArchBtirgR, s. 

14-15 ~
響
ぷ
~
＿
＿
）
い
’

S
冗

AUCH,
Mehrheitlicher Rechtsersatz, S. 

131-133; M
E
N
K
E
N
,
 dingｭ

liche Surrogation, S. 
113, 161. 

（
告
）

sτ'RAUCH, Mehrheitlicher Rechtsersatz, S. 
24-31; WoLF, dingliche Suπogation, Jus 1975, S. 

713, Jus 1976, S. 
34, 

105, 106; GERNHUBER, S
u
汀
ogationen,

ｧ
 49, S. 

468-469; CoESIBR-WALTJEN, dingliche Surrogation, S. 
25. 

（
室
）

WoLF, dingliche Surrogation, Jus 1975, S. 
644; GERNHUBER, Surrogationen, ｧ

 49, S. 
468; CoESIBR-WALTJEN, dingｭ

liche Surrogation, S. 
25 !_l .;q士

崎
容

..L-1ど
起
~
｛
~1式

会
嶋
監
。

（
室
）

WINDMULLER, pretium succedit, insb. S. 
29-30; BEYER, Surrogation, insb. S. 

337-338. 
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~
）
 
等
量
殺
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記

4己
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o
/
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/
~
~
盟
~
物
兵
ν
ニ
布
二

0
WOLF, Jus 1975, S. 

643-645, Jus 1976, S. 
104; GERNHUBER, Surrogaｭ

tion, ｧ
 49, S. 

467-469; CoESIBR-WALTJEN, dingliche S
u
汀
ogation,

S. 
24-

26. 

（
~
）
 

B
E
四

R,
Surrogation, S. 

6; 
WELLE, pretium succedit, S. 

12; 
f
e
m
e
r
 Adolf Engelbert NEUHAUS, D

a
s
 Surrogationsｭ

prinzip i
m
 Btirgerlichen Gesetzbuch, Diss., Erlangen 1934, S. 

1. 

（
~
）
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（
誇
）

Vgl. STRAUCH, Mehrheitlicher Rechtsersatz, S. 
128-133; WOLF, dingliche Surrogation, Jus 1975, S. 

713-714, Jus 

1976 s. 
105. 

（
藷
）

WINDMULLER, pretium succedit, S. 
78-91, insb. S. 

91; u
n
d
 W
E
比

E,
pretium succedit, insb. S. 

101, 124. 

（
実
）

W
O
L
F
,
 Jus 1975, S. 

646, Jus 1976, S. 
104; GERNHUBER, Surrogation, ｧ

 49, 
S. 

468; CoESIBR-WALTJEN, dingliche 
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∞
ロ
『
円
高
邑
g
w
∞
－N
印
い
∞
・
異
説
の
代
表
は
、
∞
国
E
2

・
富
岳
号
。
答
。F
q
岡
山2
F
Z
2
g
R
b
m
E
E
－
－
ロ
ω
σ・
∞
・5
0
1
5
P
N
ω
印
・

（
揃
）
巧
区
民
間F
∞
ロ
号
。
官
民
。
P
E
ω
σ・
∞
・N
H
l
N
p
m
R
F
∞
－Y
H
H
ω・
ヴ
ア
ラ
l

は
「
法
律
上
規
制
さ
れ
た
代
位
の
諸
ケl
ス
の
う
ち
に
一

つ
の
は
っ
き
り
と
し
た
代
位
概
念
の
現
実
化
を
み
る
」
「
大
き
な
コ
ー
ラ
ス
」
に
対
峠
す
る
、
「
法
上
の
代
位
概
念
を
そ
も
そ
も
否
定
す
る

た
っ
た
二
人
の
ソ
ロ
パ
l

ト
」
の
「
努
頭
」
（
∞
司
君2
・
冨
各
吾
包
岳n
F
q
同
2
z
z
a
m
R
ω－
U
C）
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
他
の
一
人

は
、
可
m
w巳

ω
E
Z
U
E
F
g
o弘
吉
岡
田
n
F
O∞
ロ
司
。
悶
州
託
。
ロ

σ
巳
自
の
2
0

ロω
の
｝
冨
梓
ω
志
ロ
ロ

c
m
g
L
S司
自
出
店
。
ロ
・
ロ
ロ
【
日
開
号
円
。
。
宮
ロ

m
R
F【
目
。
自

国
・
。
－F

・
U
2
ω－w
印
可m
w
ω谷
口
円m
S
E
で
あ
る
が
、
か
れ
は
法
上
の
代
位
概
念
と
区
別
さ
れ
た
経
済
上
の
代
位
概
念
の
存
在
を
認
め
て
い

る
（
印
・
∞
吋
）
。
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